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１. 重大事故等対策 

1.0  重大事故等対策における共通事項 

1.1  緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

1.2  原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等 

1.3  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.4  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等 

1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

1.6  原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7  原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8  原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

1.9  水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

1.10  水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

1.11  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12  発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

1.13  重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14  電源の確保に関する手順等 

1.15  事故時の計装に関する手順等 

1.16  原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

1.17  監視測定等に関する手順等 

1.18  緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

1.19  通信連絡に関する手順等 

 

２．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応

における事項 

2.1  可搬型設備等による対応 

 

下線部：今回提出資料 
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1.18  緊急時対策所の居住性等に関する手順等 
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1,18  緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

1.18.1  対応手段と設備の選定 

(1)   対応手段と設備の選定の考え方 

(2)   対応手段と設備の選定の結果 

a.  重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまるために必要な対

応手段及び設備 

b.  手順等 

1.18.2  重大事故等時の手順等 

1.18.2.1  居住性を確保するための手順等 

(1)   緊急時対策所立上げの手順 

a.  緊急時対策建屋非常用送風機運転手順 

b.  緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順 

(2)  原子炉災害対策特別措置法第10条特定事象発生時の手順 

 a． 緊急時対策所可搬型エリアモニタの設置手順 

 b． その他の手順項目にて考慮する手順 

(3)  重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

a.  緊急時対策所にとどまる要員について 

b.  緊急時対策所での格納容器ベントを実施する場合の対応の手順 

c.  緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）から緊急時対策建屋非常用送風

機への切替え手順 

1.18.2.2  重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する手

順等 

(1)   安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）によるプラントパラメータ

等の監視手順 

(2)   重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の整備 

(3)   通信連絡に関する手順等 

1.18.2.3  必要な数の要員の収容に係る手順等 

(1)   放射線管理 

a.  放射線管理用資機材の維持管理等 

b.  チェンジングエリアの設置及び運用手順 

(2)   飲料水, 食料等 

1.18.2.4   代替電源設備からの給電手順 

(1)   ガスタービン発電機による給電 
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(2)   電源車による給電 

a.  電源車起動手順 

 

 

添付資料 1.18.1   審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.18.2   居住性を確保するための手順等の説明について 

添付資料 1.18.3   必要な情報を把握するための手順等の説明について 

添付資料 1.18.4   必要な数の要員の収容に係る手順等の説明について 

添付資料 1.18.5   代替電源設備からの給電を確保するための手順等の説明に

ついて 

添付資料 1.18.6   手順のリンク先について 
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1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまり，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行うとともに，発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡し，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容する等の発電所対策本

部としての機能を維持するために必要な設備及び資機材を整備する。ここでは，緊急

時対策所の設備及び資機材を活用した手順等について説明する。 

なお，手順等については，今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において，緊急時対策所に関し，重大事故等が発生した場合

においても，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が緊急時対策所に

とどまり，重大事故等に対処するために必要な指示を行うとともに，発電用原子炉

施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡し，重大事故等に対処する

ために必要な数の要員を収容する等の現地対策本部としての機能を維持するため

に必要な手順等が適切に整備されているか，又は整備される方針が適切に示されて

いること。 

 

【解釈】 

1   「現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等」とは，以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

a)  重大事故が発生した場合においても，放射線防護措置等により，重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順

等を整備すること。 

b)  緊急時対策所が，代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 

c)  対策要員の装備(線量計及びマスク等)が配備され，放射線管理が十分でき

ること。 

d)  資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

e)  少なくとも外部からの支援なしに１週間，活動するための飲料水及び食糧

等を備蓄すること。 

 

2   「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは，「重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員」に加え，少なくとも原子炉格納容器の破

損等による工揚等外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処す

るために必要な数の要員を含むものとする。 
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1.18.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員等がとどまり，重大事故等に対処するために必要な指示を行うとと

もに，発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡し，重大事故等に

対処するために緊急時対策所を設置し必要な数の要員を収容する等の発電所対

策本部としての機能を維持するために必要な対応手段及び重大事故等対処設備

を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに自主対策設備※１，資機材※２を用いた対応手段を

選定する。 

※１  自主対策設備：技術基準上すべての要求事項を満たすことやすべてのプ

ラント状況で使用することは困難であるが，プラント状況によっては，

事故対応に有効な設備 

※２  資機材：重大事故等に対処するため緊急時対策所に配備する，「対策の

検討に必要な資料」，「放射線管理用資機材」，「飲料水,食料等」を

いう。また，資機材は重大事故等対処設備としない。 

また，緊急時対策所の電源は，通常，２号炉の非常用高圧母線から給電されて

いる。 

この発電所からの給電が喪失した場合は，その機能を代替するための機能，相

互関係を明確にした上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対

処設備を選定する(第1.18.1図)。(以下 ｢機能喪失原因対策分析」という。) 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準(以下「審査基準」

という。)だけでなく，設置許可基準規則第六十一条及び技術基準規則第七十六

条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されているこ

とを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする (添付資料1.18.1)。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，並びに審査基準及び基準規則要求により選定し

た対応手段とその対応に使用する重大事故等対処設備，自主対策設備，資機材を

以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準対処設備，重大事故等対処設備，自主対策

設備,資機材，整備する手順についての関係をそれぞれ第1.18.1表に示す。 

 

a.  重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまるために必要な対応手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等が発生した場合において,環境に放出された放射性物質等による放

射線被ばくから，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等を防護す

るため，緊急時対策所の居住性を確保する手段がある。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所遮蔽 
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・緊急時対策建屋非常用送風機 

・緊急時対策建屋非常用フィルタ装置 

・緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ，配管・弁） 

・緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

・可搬型モニタリングポスト 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

・差圧計 

 

緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指示を行うために必要

な情報を把握し，発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡するた

めの手段がある。 

緊急時対策所の必要な情報を把握できる設備,必要な通信連絡を行うための設

備，資機材は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム(SPDS)※３ 

・トランシーバ(固定，携帯) 

・衛星電話(固定，携帯) 

・統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 

・無線通信装置 

・トランシーバ（屋外アンテナ） 

・衛星電話（屋外アンテナ） 

・衛星通信装置 

・有線（建屋内） 

※３   主にデータ収集装置，SPDS伝送装置及びSPDS表示装置から構成される。 

 

重大事故等に対処するために必要な数の要員を緊急時対策所内で収容するた

めの手段がある。 

必要な数の要員を収容するために必要な資機材は以下のとおり。 

・放射線管理用資機材 

・飲料水，食料等 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備からの給電を確保するための手段が

ある。 

緊急時対策所の代替電源設備からの給電を確保するための設備は以下のとお

り。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電設備燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機接続盤 

・緊急用高圧母線２Ｆ系 
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・電源車 

・緊急時対策所軽油タンク 

・緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 

 

(b) 重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材 

審査基準及び基準規則に要求される緊急時対策所遮蔽，緊急時対策建屋非常用

送風機，緊急時対策建屋非常用フィルタ装置，緊急時対策所加圧設備（空気ボン

ベ，配管・弁），緊急時対策所可搬型エリアモニタ，可搬型モニタリングポスト，

酸素濃度計，差圧計，安全パラメータ表示システム（SPDS），トランシーバ(固

定，携帯)，衛星電話(固定，携帯)，統合原子力防災ネットワークを用いた通信

連絡設備，無線通信装置，トランシーバ（屋外アンテナ），衛星電話（屋外アン

テナ），衛星通信装置，有線（建屋内）は，重大事故等対処設備と位置付ける。 

二酸化炭素濃度は，酸素濃度同様，居住性に関する重要な制限要素であること

から，二酸化炭素濃度計は重大事故等対処設備として位置付ける。 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，緊急時対策所の代替電源設備か

らの給電を確保するための手段に使用する設備のうち，ガスタービン発電機，ガ

スタービン発電設備軽油タンク，ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ，ガスタ

ービン発電機接続盤，ガスタービン発電設備燃料移送系配管・弁，緊急用高圧母

線２Ｆ系，電源車，緊急時対策所軽油タンク，緊急時対策所用高圧母線Ｊ系はい

ずれも重大事故等対処設備と位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅

されている。 

以上の重大事故等対処設備において，発電所外（社内外）との通信連絡を行う

ことが可能であることから，以下の設備は自主対策設備と位置付ける。あわせて，

その理由を示す。 

・送受話器(ページング)（警報装置を含む。） 

・電力保安通信用電話設備 

・局線加入電話設備 

・無線連絡装置 

・専用電話設備(地方公共団体向ホットライン) 

・社内テレビ会議システム 

 

上記の設備は，基準地震動による地震力に対して十分な耐震性を有していない

が，設備が健全である場合は，発電所内外との通信連絡を行うための手段として

有効である。 

なお，対策の検討に必要な資料，放射線管理用資機材，飲料水，食料等につい

ては，資機材であるため重大事故等対処設備としない。 

 

b. 手順等 

上記のa.により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，本部長※４，発電管理班※５，保修班※６，放射線管理班※７ ，総
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務班※８ の対応として，重大事故等対応手順書等に定める(第1.18.1表)。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整

備する（第1.18.2表）。 

あらかじめ定める手順書に記載された手順の範囲内において，本部長の権限は

各班長に委譲されており，各班長は上位職の指示を待つことなく自律的に活動す

る。 

また，原子力災害対策活動に必要な資料，放射線管理用資機材，飲料水及び食

料の管理，運用については，技術課長，環境・化学課長，放射線管理課長，総務

班長※9にて実施する。 

※４  本部長：重大事故等発生時の原子力防災管理者（所長）及び代行者をい

う。本部長には,それを補佐する本部長付を置く。 

※５  発電管理班：重大事故等対策要員のうち発電管理班の班員をいう。 

※６  保修班：重大事故等対策要員のうち保修班の班員をいう。 

※７  放射線管理班：重大事故等対策要員のうち放射線管理班の班員をいう。 

※８  総務班：重大事故等対策要員のうち総務班の班員をいう。 

※９  技術課長，環境・化学課長，放射線管理課長，総務課長：通常時の発電

所組織における各グループの長をいう。 
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1.18.2  重大事故等時の手順等 

1.18.2.1  居住性を確保するための手順等 

重大事故が発生した場合においても，重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員等の被ばく線量を７日間で100mSvを超えないようにするために必要

な対応手段として，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策建屋非常用送風機，酸素濃度

計，二酸化炭素濃度計により，緊急時対策所にとどまるために必要な居住性を確

保する。 

環境に放射性物質等が放出された場合，可搬型モニタリングポストにより，緊

急時対策所に向かって放出される放射性物質による放射線量を測定及び監視し，

緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）により希ガス等の放射性物質の侵入を防止

することで，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等を防護する。 

また，万が一，希ガス等の放射性物質が緊急時対策所に侵入した場合において

も，緊急時対策所可搬型エリアモニタにて監視，測定することにより，緊急時対

策所内への放射性物質の侵入を低減する。 

緊急時対策所内が事故対策のための活動に支障がない酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の範囲にあることを把握する。 

これらを踏まえ事故状況の進展に応じた手順とする。 

 

(1)  緊急時対策所立上げの手順 

重大事故が発生するおそれがある場合等※10，緊急時対策所を使用し，発電所

対策本部を設置するための準備として，緊急時対策所を立ち上げるための手順を

整備する。 

※10 緊急体制が発令され，発電所対策本部が設置される場合として，運転時の

異常な過渡変化，設計基準事故も含める。 

 

a. 緊急時対策建屋非常用送風機運転手順 

緊急体制が発令された場合，発電所対策本部は，緊急時対策所を拠点として活

動を開始する。緊急時対策所で活動する要員の必要な換気量の確保及び被ばくの

低減のため，緊急時対策建屋非常用送風機を起動する。 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備からの給電により，緊急時対策建屋非

常用送風機を起動する。 

緊急時対策建屋非常用送風機を起動し, 必要な換気を確保するとともに，緊急

時対策建屋非常用フィルタ装置を通気することにより放射性物質の侵入を低減

するための手順を整備する(添付資料 1.18.2(3))。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

緊急時対策所立上げ時の緊急時対策建屋非常用送風機の運転手順の概要は

以下のとおり。緊急時対策所換気設備系統概略図（プルーム通過前及び通過
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後：緊急時対策建屋非常用送風機による正圧化）を第1.18.2図に，緊急時対策

建屋非常用送風機運転手順のタイムチャートを第1.18.3図に，緊急時対策建屋

非常用送風機及び緊急時対策建屋非常用フィルタ装置設置場所を第1.18.4図

に，緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）設置場所を第1.18.5図に示す。 

 

①  保修班長は，手順着手の判断基準に基づき，保修班に緊急時対策建屋

非常用送風機の起動を指示する。 

②  保修班は,操作パネルの「プルーム通過前後モード」を選択すること

で，緊急時対策建屋非常用送風機の運転を開始する。 

③  保修班は，操作パネルの表示から，隔離弁の開閉状態により系統が構

成されていること及び差圧計の指示値から差圧が調整されていること

を確認する。 

   

(c) 操作の成立性 

上記の対応は保修班１名で行い,手順着手から差圧の確認までの一連の操作

完了まで５分で対応可能である。 

 

ｂ. 緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順 

緊急時対策所の使用を開始した場合，緊急時対策所の居住性確保の観点から,

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う手順を整備する

(添付資料1.18.2(6))。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順の概要は以下の

とおり。 

①  保修班長は,手順着手の判断基準に基づき, 保修班に緊急時対策所内

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を指示する。 

②  保修班は, 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計にて緊急時対策所内の酸

素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う（測定場所は，第1.18.10図を参

照）。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は緊急時対策所内において, 保修班１名で行う。室内での測定

のみであるため,速やかに対応が可能である。 

 

(2) 原子力災害対策特別措置法第 10条事象発生時の手順 

a.  緊急時対策所可搬型エリアモニタの設置手順 

原子炉格納容器から希ガス等の放射性物質が放出された場合に，緊急時対策

所の居住性の確認（線量率の測定）を行うため，緊急時対策所に可搬型エリア

モニタを設置する手順を整備する。 
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さらに，緊急時対策所可搬型エリアモニタは，緊急時対策所内への放射性物

質等の侵入量を微量のうちに検知し，正圧化の判断を行うために使用する。 

なお，可搬型モニタリングポスト等についても，緊急時対策所を加圧するた

めの判断の一助とする。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

緊急時対策所可搬型エリアモニタ設置手順の概要は以下のとおり。このタ

イムチャートを第 1.18.6図に示す。 

①  放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班に緊急

時対策所可搬型エリアモニタの設置の開始を指示する。 

②  放射線管理班は，緊急時対策所可搬型エリアモニタを設置し，起動する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班 2 名にて実施し，一連の作業の所要時間は，

作業開始を判断してから 10分で対応可能である。 

 

b.  その他の手順項目にて考慮する手順 

可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定手順は，「1.17 監視測定等

に関する手順等」で整備する。 

 

(3)   重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員等を防護し，居住性を確保するための手順を整備する。 

 

a. 緊急時対策所にとどまる要員について 

プルーム通過中においても，緊急時対策所にとどまる要員は，休憩，仮眠をと

るための交替要員を考慮して，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員 （以下「本部要員」という。）36 名と，原子炉格納容器の破損等による発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な要員（以下「現場要員」とい

う。）37名のうち２号炉中央制御室にとどまる運転員7名を除く30名の合計 66 名，

３号炉運転員４名と運転検査官３名を合わせて，73名と想定している。 

プルーム放出のおそれがある場合，本部長は，この要員数を目安とし，最大収

容可能人数（約200名）の範囲で緊急時対策所にとどまる要員を判断する。 

 

b．緊急時対策所での格納容器ベントを実施する場合の対応の手順 

格納容器ベントを実施する場合に備え，緊急時対策建屋非常用送風機から緊

急時対策所加圧設備（空気ボンベ）に切り替えることにより，緊急時対策所へ

の外気の流入を遮断する手順を整備する。 
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(a) 手順着手の判断基準 

緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）による加圧判断のフローチャートは第

1.18.7図に示すとおりであり，以下の①②のいずれかの場合 

   ① 以下の【条件 1-1】及び【条件 1-2】が満たされた場合 

    【条件 1-1】：２号炉の炉心損傷※11 及び格納容器破損の評価に必要なパラメ

ータの監視不可 

    【条件 1-2】：可搬型モニタリングポスト（緊急時対策建屋屋上に設置するも

の，以下同じ）の指示値が上昇し 30mGy/hとなった場合又は緊

急時対策所可搬型エリアモニタの指示値が上昇し 0.1mSv/h と

なった場合 

 

   ② 以下の【条件 2-1-1】又は【条件 2-1-2】，及び【条件 2-2-1】又は【条件

2-2-2】が満たされた場合 

    【条件 2-1-1】：２号炉において炉心損傷※11 後に格納容器ベントの実施を判

断した場合 

【条件 2-1-2】：２号炉において炉心損傷※11 後に格納容器破損徴候が発生し

た場合 

    【条件 2-2-1】：格納容器ベント実施の直前 

【条件 2-2-2】：可搬型モニタリングポストの指示値が上昇し 30mGy/hとなっ

た場合又は緊急時対策所可搬型エリアモニタの指示値が上

昇し 0.1mSv/hとなった場合 

  ※11 格納容器内雰囲気放射線モニタ（CAMS）で格納容器内のガンマ

線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を越

えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用

できない場合に，原子炉圧力容器温度計で 300℃以上を確認し

た場合（添付 2-1） 

 

(b) 操作手順 

緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）の起動の手順は以下のとおり。緊急時対

策所換気設備系統概略図（プルーム通過中：緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）

による正圧化）を第 1.18.8 図に，緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）運転手

順のタイムチャートを第 1.18.9 図に示す。また，緊急時対策所の見取り図を第

1.18.10図に示す。 

①   保修班長は，手順着手の判断基準に基づき，保修班に緊急時対策所加圧設

備（空気ボンベ）の起動を指示する。 

②   保修班は,操作パネルの「プルーム通過中モード」を選択することで，緊急

時対策所加圧設備（空気ボンベ）による加圧を開始する。 

③   保修班は，操作パネルの表示から，隔離弁の開閉状態により系統が構成さ

れていること及び差圧計の指示値から差圧が調整されていることを確認する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は保修班１名で行い,手順着手から差圧の確認までの一連の操作完

了まで３分で対応可能である。 
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c．緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）から緊急時対策建屋非常用送風機への切

替え手順 

  周辺環境中の放射性物質が十分減少した場合にプルーム通過後の緊急時対策所

加圧設備（空気ボンベ）から緊急時対策建屋非常用送風機への切替え手順を整備

する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

可搬型モニタリングポスト等の線量率の指示が上昇した後に，減少に転じ，

更に線量率が安定的な状態になり，周辺環境中の放射性物質が十分減少し，緊

急時対策建屋屋上に設置する可搬型モニタリングポストの値が0.5mGy/h※12を下

回った場合 

※12 保守的に0.5mGy/hを0.5mSv/hとして換算し，仮に７日間被ばくし続け

たとしても，0.5mSv/h×168h＝84mSvと100mSvに対して余裕があり，緊

急時対策所の居住性評価である約0.7mSvに加えた場合でも100mSvを超

えることのない値として設定 

 

(b) 操作手順 

緊急時対策所の正圧化について，緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）によ

る給気から緊急時対策建屋非常用送風機への切替え手順の概要は以下のとおり。

緊急時対策所換気設備系統概略図（プルーム通過前及び通過後：緊急時対策建屋

非常用送風機による正圧化）を第1.18.2図に，緊急時対策所加圧設備（空気ボン

ベ）から緊急時対策建屋非常用送風機への切替えのタイムチャートを第1.18.11

図に示す。 

①   保修班長は，手順着手の判断基準に基づき，保修班に緊急時対策所加圧

設備（空気ボンベ）から緊急時対策建屋非常用送風機への切替えを指示す

る。 

②   保修班は,操作パネルの「プルーム通過前後モード」を選択することで，

自動シークエンスにて，緊急時対策建屋非常用送風機による加圧を開始す

る。 

③   保修班は，操作パネルの表示から，隔離弁の開閉状態により系統が構成

されていること及び差圧計の指示値から差圧が調整されていることを確

認する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は保修班１名で行い,手順着手から差圧の確認までの一連の操作

完了まで５分で対応可能である。 

 

1.18.2.2  重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する手順    

等 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が，緊急時対策所の安全パラメータ表示システム（SPDS）及び通信連絡

設備により，必要なプラントパラメータ等を監視又は収集し，重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対処するための対策の検討

を行う。 
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また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を，緊急時対策所に

整備する。 

重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の通信連絡設備により，発電

所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備からの給電により，緊急時対策所の

安全パラメータ表示システム（SPDS）及び通信連絡設備を使用する。 

 

(1)  安全パラメータ表示システム（SPDS）によるプラントパラメータ等の監視手順 

重大事故等が発生した揚合，緊急時対策所のSPDS伝送装置及び安全パラメータ

表示システム（SPDS）のうちSPDS表示装置により重大事故等に対処するために必要

なプラントパラメータ等を監視する手順を整備する（添付3-1）。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

緊急時対策所を立ち上げた場合。 

 

(b) 操作手順 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちSPDS表示装置を起動し，監視す

る手順の概要は以下のとおり。安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデー

タ伝送設備の概要を第1.18.12図に示す。 

なお，SPDS伝送装置については，常時，伝送が行われており，操作は必要な

い。 

①   発電管理班は，作業着手の判断基準に基づきSPDS表示装置の端末（PC）

を起動する。 

②   発電管理班は，SPDS表示装置にて, 各パラメータを監視する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は，緊急時対策所内において発電管理班１名で行う。室内での端

末起動等のみであるため，短時間での対応が可能である。 

 

(2)  重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時対策所に配備し，

資料が更新された場合には資料の差し替えを行い，常に最新となるよう通常時か

ら維持，管理する(添付3-2)。 

 

(3)  通信連絡に関する手順等 

重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の通信連絡設備により，中

央制御室,屋内外の作業場所，本店，国，地方公共団体，その他関係箇所等の発

電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順を整備

する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧を第1.18.4表に，データ伝送設備の概

要を第1.18.12図に示す。 

発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連

絡設備の使用方法等，必要な手順の詳細は「1,19 通信連絡に関する手順等」に

て整備する。 
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1.18.2.3  必要な数の要員の収容に係る手順等 

緊急時対策所には，本部要員に加え，現場要員を含めた重大事故等に対処するた

めに必要な数の要員として合計84名を収容する。 

なお，プルーム通過中において，緊急時対策所にとどまる要員は66名である。 

要員の収客にあたっては，本部要員と現場要員等との輻輳を避けるレイアウトと

なるよう考慮する。また，要員の収容が適切に行えるようトイレや休憩スペース等

を整備するとともに，収容する要員に必要な放射線管理を行うための資機材，飲料

水，食料等を整備し，維持，管理する。 

 

(1)  放射線管理 

a.  放射線管理用機材の維持管理等 

緊急時対策所には, ７日間外部からの支援がなくとも要員が使用する十分な

数量の装備（汚染防護服，個人線量計，全面マスク）及びチェンジングエリア用

資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理し，重大事故等時には，防護

具等の使用及び管理を適切に運用し，十分な放射線管理を行う。 

放射線管理班長は，本部要員や現場要員等に防護具等を適切に使用させるとと

もに，被ばく線管理を行うため，個人線量計を常時装着させ線量評価を行う。ま

た，作業に必要な放射線管理用資機材を用いて作業現場の放射線量率測定等を行

う(添付4-4)。 

 

b.  チェンジングエリアの設置及び運用手順 

  緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，緊急

時対策所への汚染の持込みを防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等

を行うためのチェンジングエリアを設置する手順を整備する。 

チェンジングエリアには, 靴及びヘルメット等を着脱する下足エリア， 防護

具を脱衣する脱衣エリア, 放射線管理班の放射性物質による汚染を確認するた

めのサーベイエリア, 汚染が確認された際に除染を行う除染エリアを設け, 放

射線管理班等が身体サーベイ（必要に応じ物品等を含む）及び汚染している現場

作業を行う要員等の除染を行うとともに, チェンジングエリアの汚染管理を行

う。 

除染エリアは, サーベイエリアに隣接して設置し, 除染は, ウェットティッ

シュでの拭き取りを基本とするが, 拭き取りにて除染できない場合は, 簡易シ

ャワーにて水洗による除染を行う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応

じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合は，乾電池内

蔵型照明を設置する(添付4-5)。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

放射線管理班長が，原子力災害特別措置法第10条特定事象が発生した後，事

象進展の状況（格納容器雰囲気モニタ等により炉心損傷を判断した場合等），

参集済みの要員数及び放射線管理班が実施する作業の優先順位を考慮して，チ

ェンジングエリアの設営を行うと判断した場合 
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（b）操作手順 

チェンジングエリアを設置するための手順の概要は以下のとおり。緊急時対

策所チェンジングエリア設置のタイムチャートを第1.18.13図に示す。 

①  放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班に出入口

付近にチェンジングエリアを設置するよう指示する。 

②  放射線管理班は, チェンジングエリア用資機材（乾電池内蔵型照明）を移

動・設置する。 

③  放射線管理班は,床・壁の養生状態を確認し，必要に応じて養生等を補修

する。 

④  放射線管理班は,表面汚染密度測定用サーベイメータを設置する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は, 参集して来た放射線管理班２名で行い, 一連の操作完丁まで

20分で対応可能である。 

 

(2) 飲料水，食料等 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重大事故等の発生後，

少なくとも外部からの支援なしに7日間活動するために必要な飲料水及び食料等

を備蓄するとともに，通常時から維持，管理する。 

総務班長は，重大事故等が発生した場合には，飲料水及び食料等の支給を適切

に運用する。(添付4-6) 

放射線管理班長は，緊急時対策所内での飲食等の管理として，放射性物質の放

出以降は，1回／1時間の頻度で緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度の測定を

行い，飲食しても問題ない環境であることを確認する。 

ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度が目安値（1×10-3Bq／cm3未

満）よりも高くなった揚合であっても，本部長の判断により，必要に応じて飲食

を行う。 

 

1.18.2.4  代替電源設備からの給電手順 

緊急時対策所は, 全交流動力電源喪失時に代替電源として常設代替電源設備で

あるガスタービン発電機により緊急時対策所へ給電する。また，ガスタービン発電

機による給電ができない場合は，電源車により給電する。 

(1) ガスタービン発電機による給電 

全交流動力電源喪失時は, 常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機が

自動起動し，緊急用高圧母線2F系（以下「M/C 2F系」という。）を経由し緊急時

対策所高圧母線J系（以下「M/C J系」という。）へ自動で給電される。そのため

給電操作は必要ない。緊急時対策所給電系統概略図を第1.18.14図に示す。 

なお, SPDS伝送装置については, 緊急時対策所の充電器から電源供給されてい

るため,ガスタービン発電機が自動起動するまでの間の電圧低下時においても，

データ伝送は途切れなく行うことができる。 

ガスタービン発電機は，ガスタービン発電設備軽油タンクからガスタービン発

電機設備燃料移送ポンプにより自動給油される。また，ガスタービン発電設備軽

油タンク（330kL）を有しており，必要負荷に対して７日間（168 時間）以上連続

給電が可能であり，プルーム通過時に給油が必要としない設計とする。 
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(2) 電源車による給電 

全交流動力電源喪失時に，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機に

よる給電ができない場合に，電源車を手動で起動し給電する。 

電源車への給油は,  緊急時対策所軽油タンクから電源車へ自動給油を行う。

また，緊急時対策所軽油タンク（20kL）を有しており，必要負荷に対して７日間

（168 時間）以上連続給電が可能であり，プルーム通過時に給油が必要としない

設計とする。 

 

a. 電源車起動手順 

緊急時対策所の電源車の起動手順を整備する(添付5-1)。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失により給電ができない場合

並びにガスタービン発電機による給電ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

電源車による電源を給電する手順は以下のとおり。緊急時対策所給電系統概

略図を第1.18.14図に, タイムチャートを第1.18.15図に示す。 

①  発電所対策本部は, 作業着手の判断基準に基づき, 重大事故等対応要員

に電源車による緊急時対策所へ受電準備を指示する。 

②  重大事故等対応要員は, 保管エリアにて，外観点検により電源車の健全

性を確認後，電源車を接続口（緊急時対策建屋  ）付近に配備する。 

③  重大事故等対応要員は，電源車ケーブルを電源車接続口（緊急時対策建

屋  ）へ接続するとともに，燃料ホースを電源車に接続を実施し，発電

所対策本部へ電源車の起動準備が完了したことを報告する。 

④  発電所対策本部は，重大事故等対応要員にM/C J系へ受電開始を指示する。 

⑤  重大事故等対応要員は，M/C J系にて非常用高圧母線2D系受電遮断器及び

M/C 2F系受電遮断器の「切」を実施する。 

⑥  重大事故等対応要員は，電源車を起動する。 

⑦  重大事故等対応要員は，電源車の出力電圧及び周波数を確認し，電源車

遮断器を「入」とする。 

⑧  重大事故等対応要員は，M/C J系にて電源車からM/C J系を受電するため

の遮断器を「入」とする。 

⑨  重大事故等対応要員は，M/C J系の受電状態に異常が無いことを確認後，

発電所対策本部へ報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の対応は, 重大事故等対応要員３名で行い, 一連の操作完了まで120分で

対応可能である。暗所においても円滑に対応できるよう，ヘッドライト等を配備

する。 

 
枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第1.18.1表  機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1/2） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 
手段 

対処設備 手順書 

― 

― 

居
住
性
の
確
保 

緊急時対策所遮蔽 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

― 

緊急時対策建屋 

非常用送風機 

重大事故等対応要領書 

緊急時対策建屋 

非常用フィルタ装置 

緊急時対策建屋 

非常用給排気配管・弁 

緊急時対策所加圧設備 

（空気ボンベ，配管・弁） 

緊急時対策所 

可搬型エリアモニタ 

可搬型モニタリングポスト 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

差圧計 

― 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

安全パラメータ表示システム

（SPDS） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等対応要領書 
トランシーバ（固定，携帯） 

衛星電話（固定，携帯） 

統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備 

無線通信装置 

― 

トランシーバ（屋外アンテナ） 

衛星電話（屋外アンテナ） 

衛星通信装置 

有線（建屋内） 

送受話器（ページング）（警報

装置を含む。） 

自
主
対
策
設
備 

重大事故等対応要領書 

電力保安通信用電話設備 

局線加入電話設備 

無線連絡装置 

専用電話設備（地方公共団体向

ホットライン） 

社内テレビ会議システム 

対策の検討に必要な資料※１ 
資
機
材 

― 

※１ 「対策の検討に必要な資料」については，資機材であるため重大事故等対処設備としない。 
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第1.18.1表  機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（2/2） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 
手段 

対処設備 手順書 

― 

― 

必
要
な
数
の

要
員
の
収
容 

放射線管理用資機材※２ 

資
機
材 

― 
飲料水，食料等※２ 

緊急時対策所 

全交流力動力電源 

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電 

ガスタービン発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等対応要領書 

ガスタービン発電設備 

軽油タンク 

ガスタービン発電設備 

燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電設備 

燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機接続盤 

緊急用高圧母線２Ｆ系 

電源車 

緊急時対策所軽油タンク 

緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 

※２ 「放射線管理用資機材」及び「飲料水，食料等」については資機材であるため重大事故等対処設備としない。 
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表1.18.2  重大事故等対処に係る監視計器 

 

対応手段 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視計器 

1.18.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 緊急時対策所立上げの手順 

a. 緊急時対策建屋非常用送風機運転
手順 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射

線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル計 

(ＣＡＭＳ)Ｄ／Ｗ，Ｓ／Ｃ放射能 

原子炉圧力容器温度 
原子炉圧力容器温度 

(原子炉圧力容器下鏡下部温度) 

格納容器内酸素濃度 
格納容器内雰囲気放射線レベル計 

(ＣＡＭＳ)酸素濃度 

操
作 

緊急時対策建屋室内差圧

監視 
差圧計 

(1) 緊急時対策所立上げの手順 

b.緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸
化炭素濃度の測定手順 

判
断
基
準 

― ― 

操
作 

緊急時対策所内の環 

境監視 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

(3) 重大故等が発生した場合の放射線

防護等に関する手順等 

b.緊急時対策所での格納容ベントを実

施する場合の対応の手順 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射

線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル計 

(ＣＡＭＳ) Ｄ／Ｗ， Ｓ／Ｃ放射能 

原子炉圧力容器温度 
原子炉圧力容器温度 

（原子炉圧力容器下鏡下部温度) 

格納容器内酸素濃度 
格納容器内雰囲気放射線レベル計 

(ＣＡＭＳ)酸素濃度 

原子炉格納容器内の圧力, 

温度 

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 

ドライウェル雰囲気温度 

操
作 

緊急時対策所室内差圧監

視 
差圧計 
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表1.18.3  審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 
 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.18】 

緊急時対策所の居住性等に 

関する手順等 

 

緊急時対策建屋非常用送風機 
460V 緊急時対策建屋 MCC J-1 

460V 緊急時対策建屋 MCC J-2 

SPDS伝送装置 
125V直流主母線盤J-1 

125V直流主母線盤J-2 

SPDS表示装置 
125V直流主母線盤J-1 

125V直流主母線盤J-2 

※ 通信連絡設備における給電対象設備は「1.19通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

表1.18.4 重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧 

 
 

対応設億 

衛星電話 

衛星電話(固定) 

衛星電話(携帯) 

トランシーバ 

トランシーバ（固定) 

トランシーバ（携帯) 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信 

連絡設備 

テレビ会議システム 

ＩＰ電話 

ＩＰ－ＦＡＸ 
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第 1.18.1図 機能喪失原因対策分析 

（緊急時対策所全交流動力電源喪失） 

  

緊急時対策所全交流動力電源喪失

非常用ディーゼル発電機（Ｂ）
機能喪失

外部電源喪失

２号炉非常用高圧母線２Ｄ系
電源喪失

【凡例】

：AND条件

：代替電源による回復
操作対応

代替電源による給電

（緊急時対策所用代替交流電源設備）

・電源車
・緊急時対策所軽油タンク
・緊急時対策所燃料移送系 配管・弁
・ホース
・緊急時対策所用高圧母線J系

（常設代替交流電源設備）

・ガスタービン発電機
・ガスタービン発電設備軽油タンク
・ガスタービン発電設備

燃料移送ポンプ
・ガスタービン発電設備
・燃料移送系 配管・弁
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第1.18.2図 緊急時対策所換気設備系統概略図 

（プルーム通過前及び通過後：緊急時対策建屋非常用送風機による正圧化） 

 

 

 
 

 
 

第1.18.3図 緊急時対策建屋非常用送風機運転手順 タイムチャート 

  

　　  ▽非常用送風機起動指示  　　 ▽非常用送風機運転開始

換気空調系操作盤へ移動
操作パネル切替操作

差圧確認

5 6

手順の項目 要員(数)

緊急時対策建
屋非常用送風
機運転手順

保修班

備考

1 ②
③

対応手段

①

経過時間（分）
0 1 2 3 4

屋外 屋内 

外気 

屋内 屋外 

SPDS 室 

緊急対策室 

緊急対策エリア用空調機械室 

 廊下 等 

空気ボンベ室，廊下 等 

    各室 

緊急時対策建屋 

非常用送風機 

緊急時対策建屋 

非常用フィルタ装置 

チェンジングエリア 

高圧空気ボンベ 

出口電動弁 給排気隔離弁 

（緊対室室圧調整） 

給排気隔離弁 

（建屋差圧排気隔離弁） 

給排気隔離弁 

（緊対室給気） 

緊急対策室 

空気流量調整弁 

給排気隔離弁 

（緊対室排気） 

調整開 

：緊急時対策建屋非常用送風機の空気の流れ 

：緊急時対策所加圧設備の空気の流れ 

：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ 

：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ及び 

緊急時対策所加圧設備加圧バウンダリ 

緊急時対策所加圧設備 

 

 

 

全閉 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第 1.18.4図 緊急時対策建屋非常用送風機及び緊急時対策建屋非常用フィルタ装置 

設置場所 

 
 

 

  

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第 1.18.5 図 緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）設置場所 

 

 

 
 

第1.18.6図 緊急時対策所可搬型エリアモニタ設置手順タイムチャート 

手順の項目

移動・設置 ①，②

起動 ②

操作
手順

緊急時対策所エリアモニタ設置
手順

放射線管理班 2

35 40 45

要員（数）

経過時間（分）

0 5 10 15 20 25 30

備考

▽ 設置指示 ▽ 可搬型エリアモニタ測定開始

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第 1.18.7図 緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）による加圧判断のフローチャート 
 

  

緊急時対策所で対応開始 

緊急時対策建屋非常用送風機で

の正圧化を開始 

可搬型モニタリングポスト
※１

，緊急時対策

所可搬型エリアモニタ設置開始 

炉心損傷及び格納容器

破損の評価に必要なパ

ラメータ
※２

を監視可能 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

プラントパラメータの傾向監視 

炉心損傷を確認 

格納容器ベントの実施判断 

又は 

格納容器破損徴候を確認
※４

 

可搬型モニタリングポスト
※１

，緊急時対

策所可搬型エリアモニタによる傾向監視
※３

を開始 

ベント実施直前 

又は 

可搬型モニタリングポスト指示値上昇

（≧30mGy/h） 

又は 

緊急時対策所可搬型エリアモニタ指示値

上昇（≧0.1mSv/h） 

加圧設備（空気ボンベ）起動 

可搬型モニタリングポスト
※１

，緊急時対

策所可搬型エリアモニタによる傾向監視
※３

を開始 

可搬型モニタリングポスト指示値上昇

（≧30mGy/h） 

又は 

緊急時対策所可搬型エリアモニタ指示値

上昇（≧0.1mSv/h） 

加圧設備（空気ボンベ）起動 

※１：緊急時対策建屋屋上に設置 

※３：警報により確実に検知可能 

※４：格納容器の限界圧力又は限界温度を超過する徴

候，原子炉建屋水素濃度が格納容器異常漏えい

判断に到達する徴候 

※２：主なパラメータ 

【炉心損傷の評価】 

   ・格納容器雰囲気放射線レベル 

   ・原子炉水位 

 ・原子炉圧力 

   ・原子炉圧力容器温度 

 ・各種注水設備流量   等 

【格納容器破損評価】 

 ・格納容器内圧力 

   ・ドライウェル雰囲気温度 

   ・サプレッションチェンバ気体温度 

   ・格納容器内水素濃度 

   ・格納容器内酸素濃度 

   ・原子炉建屋水素濃度 等 
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第1.18.8図 緊急時対策所換気設備系統概略図 

（プルーム通過中：緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）による正圧化） 

 

 

 

 

 
第1.18.9図 緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）運転手順 タイムチャート 

 
  

 　 　▽加圧設備（空気ボンベ）起動指示
　 　▽加圧設備運転開始

換気空調系操作盤へ移動・操作パネル切替操作（加圧開始）
差圧確認

2 3 4 5 6

③

対応手段 備考

手順の項目 要員(数)

緊急時対策所
加圧設備（空
気ボンベ）運
転手順

保修班 1
①，②

経過時間（分）
0 1

屋外 屋内 

外気 

屋内 屋外 

SPDS 室 

緊急対策室 

緊急対策エリア用空調機械室 

 廊下 等 

空気ボンベ室，廊下 等 

    各室 

緊急時対策建屋 

非常用送風機 

緊急時対策建屋 

非常用フィルタ装置 

チェンジングエリア 

高圧空気ボンベ 

出口電動弁 給排気隔離弁 

（緊対室室圧調整） 

給排気隔離弁 

（建屋差圧排気隔離弁） 

給排気隔離弁 

（緊対室給気） 

緊急対策室 

空気流量調整弁 

給排気隔離弁 

（緊対室排気） 

調整開 

全閉 

調整開 緊急時対策所加圧設備 

 

 

 

全閉 
調整開 

：緊急時対策建屋非常用送風機の空気の流れ 
：緊急時対策所加圧設備の空気の流れ 
：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ 
：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ及び 

緊急時対策所加圧設備加圧バウンダリ 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第1.18.10図  緊急時対策所 見取り図 
  

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第1.18.11図 緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）から緊急時対策建屋非常用送

風機への切替え タイムチャート 
 

 

 
 

第1.18.12図 緊急時対策所における安全パラメータ表示システム(ＳＰＤＳ) 

及びデータ伝送設備の概要 

 
 

 

 

 

第1.18.13図 緊急時対策所チェンジングエリア設置手順タイムチャート 

 
  

　　 ▽非常用送風機への切替指示

換気空調系操作盤へ移動
操作パネル切替操作

差圧確認

5 6

手順の項目 要員(数)

緊急時対策所
加圧設備（空
気ボンベ）か
ら緊急時対策
建屋非常用送
風機への切替
え

保修班

備考

1
②
③

対応手段

①

経過時間（分）
0 1 2 3 4

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（衛
星
系
）

２号炉

原子炉建屋

２号炉

制御建屋

女川原子力発電所

中央制御室等

制御盤

緊急時対策建屋

衛星通信装置

光通信装置

無線系回線

データ
収集装置

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（有
線
系
）

発電所内 発電所外

安全パラメータ表示システム
（SPDS)

中央制御室

携行型
通話装置

携行型
通話装置

衛星電話
（固定）

ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ
（固定）

統合原子力防災ネットワーク
を用いた通信連絡設備

IP電話 IP-FAX

テレビ会議システム

（ａ）

（ａ）

無線系回線衛星系回線

SPDS
伝送装置

SPDS
表示装置

データ伝送設備

緊急時対策所

無線系回線

ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ
（携帯）

ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ
（固定）

衛星電話
（携帯）

衛星電話
（固定）

衛星系回線

衛星系回線

有線系回線

衛星電話
（固定）

衛星系回線 無線系回線

ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ
（固定）

中央制御室

待避所

手順の項目

資機材準備 ①,②

エリア設置 ②,③,④

操作

手順
備考

経過時間（分）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

要員（数）

緊急時対策建屋内緊急時対策所

チェンジングエリア設置手順
放射線管理班 2

▽ 設置指示 ▽ 設置完了
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緊急時対策建屋

105V交流分電盤
J-3

6.9kV M/C
6-J-1

G
P
T

母
線
接
地
装
置

予
備

予
備

母
線
接
地
装
置

G
P
T

動力変圧器

6-PJ-1

緊急時対策建屋

120V交流分電盤
J-1

緊急時対策建屋

電灯・作業用
分電盤No.3

緊急時対策建屋

電灯・作業用
分電盤No.1

緊急時対策建屋

電灯・作業用
分電盤No.2

緊急時対策建屋

120V交流分電盤
J-2

緊急時対策建屋

105V交流電源
切替盤

125V直流主母線盤

Ｊ-1

125V直流主母線盤

J-2

125V蓄電池

J-1
125V蓄電池

J-2

125V充電器盤

J-1

125V充電器盤

J-2

125V充電器盤

J-3

125V直流主母線盤

J-3

460V 緊急時対策建屋

MCC Ｊ-1

6.9kV M/C 6-2F-1

※2
※1

GTG

6.9kV M/C 6-2F-2

※1
※2

GTG

6.9kV M/C
6-2D

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
用
燃
料

移
送
ポ
ン
プ

（
A
）

460Ｖ E/B MCC 2F-1

※4
※3

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
用
燃
料

移
送
ポ
ン
プ

（
B
）

460Ｖ E/B MCC 2F-2

※3
※4

ガスタービン

発電機用燃料
移送ポンプ

接続盤

ガスタービン

発電機用燃料
移送ポンプ

接続盤

電源車

6.9kV M/C
6-J-2

動力変圧器

6-PJ-2
460V 緊急時対策建屋

MCC Ｊ-2

緊急時対策建屋

210V交流分電盤
J-2

動力変圧器

6-2PF-1

動力変圧器

6-2PF-2

125V直流電源
切替盤

2号 R/B

外部電源より外部電源より

ガスタービン
発電機(A)

ガスタービン
発電機(B)

ガスタービン
発電機（A）
接続盤

ガスタービン
発電機（B）
接続盤

緊急時対策建屋

210V交流分電盤
J-1

緊急時対策建屋

電灯・作業用分電盤用
切替盤

*1 *1

*1

○換気空調設備
○通信連絡設備

○換気空調設備
○通信連絡設備

○安全パラ メータ表示システム（SPDS）
○通信連絡設備

○安全パラ メータ表示システム（SPDS）
○通信連絡設備

○照明設備
（コンセント
負荷含む）

*1

：設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備として使用する設備

：重大事故等対処設備

・M/C  ： メタルクラッド
スイ ッチギア

・MCC ：モータコントロール
センタ

・R/B   ：原子炉建屋
・E/B ：緊急用電気品建屋

：配線用遮断器

：高圧遮断器

【凡例】

：低圧遮断器

：変圧器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.18.14図 緊急時対策所 給電系統概要図 
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第1.18.15図 緊急時対策所用電源車 起動操作タイムチャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目 電源設備からの受電完了

電源車配備 ①②

電源車接続 ③④⑤

電源車起動 ⑥

電源車給電 ⑦⑧⑨

110

経過時間（分）

対応手段 備考

0 10 20 30 40 50 120 130 140

要員（数）

緊急時対策所用代替交流電
源設備による給電手順

重大事故等対応要員 3

60 70 80 90 100

120分
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添付資料 1.18.1（1） 

  

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/4） 

 
技術的能力審査基準（1.18） 番号   設置許可基準規則（61 条） 技術基準規則（76 条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、緊急時対策所

に関し、重大事故等が発生した場合において

も、重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員が緊急時対策所にとどまり、重大

事故等に対処するために必要な指示を行う

とともに、発電用原子炉施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡し、重大

事故等に対処するために必要な数の要員を

収容する等の現地対策本部としての機能を

維持するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

本文 

  【本文】 

第三十四条の規定により設置される緊急時

対策所は、重大事故等が発生した場合におい

ても当該重大事故等に対処するための適切

な措置が講じられるよう、次に掲げるもので

なければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう、適

切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示

ができるよう、重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備を設けたもの

であること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処する

ために必要な数の要員を収容することがで

きるものでなければならない。 

【本文】 

第四十六条の規定により設置される緊急時対

策所は、重大事故等が発生した場合において

も当該重大事故等に対処するための適切な措

置が講じられるよう、次に定めるところによ

らなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう、適

切な措置を講ずること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示

ができるよう、重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備を設けること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設けること。 

２ 緊急時対策所には、重大事故等に対処する

ために必要な数の要員を収容することができ

る措置を講じなければならない。 

本文 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持する

ために必要な手順等」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。 

― 

  【解釈】 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時

対策所とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための

設備を備えたものをいう。 

【解釈】 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時

対策所とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設

備を備えたものをいう。 

― 

ａ）重大事故が発生した場合においても、放

射線防護措置等により、重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員がとどまる

ために必要な手順等を整備すること。 

① 

  ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機

能等により、緊急時対策所の機能を喪失しな

いようにするとともに、基準津波の影響を受

けないこと。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機

能等により、緊急時対策所の機能を喪失しな

いようにするとともに、基準津波の影響を受

けないこと。 

① 

  

 

  ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因

により同時に機能喪失しないこと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要 

因により同時に機能喪失しないこと。 ② 

ｂ）緊急時対策所が、代替交流電源設備から

の給電を可能とすること。 
③ 

  ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給

電を可能とすること。また、当該代替電源設

備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重

性又は多様性を有すること。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給

電を可能とすること。また、当該代替電源を

含めて緊急時対策所の電源は、多重性又は多

様性を有すること。 

③ 

      ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるよう

に、適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこ

と。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるよう

に、適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこと。 ④ 

      ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の

要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電

力株式会社福島第一原子力発電所事故と同

等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講

じる場合を除き、対策要員は緊急時対策所内

でのマスクの着用なしとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮

設設備等を考慮してもよい。ただし、その場

合は、実施のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日

間で 100mSv を超えないこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の

要件を満たすものであること。① 想定する放

射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島

第一原子力発電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講

じる場合を除き、対策要員は緊急時対策所内

でのマスクの着用なしで評価すること。③ 交

代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、 

仮設設備等を考慮してもよい。ただし、その

場合は、実施のための体制を整備すること 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間

で 100mSv を超えないこと。 

⑤ 
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添付資料 1.18.1（2） 

  

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/4） 

 
技術的能力審査基準（1.18） 番号   設置許可基準規則（61 条） 技術基準規則（76 条） 番号 

ｃ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）

が配備され、放射線管理が十分できること。 
⑥ 

    

 

ｄ）資機材及び対策の検討に必要な資料を整

備すること。 
⑦ 

    

 

ｅ）少なくとも外部からの支援なしに 1 週

間、活動するための飲料水及び食料等を備蓄

すること ⑧ 

    

 

  

 

  ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において、緊急時対策

所への汚染の持ち込みを防止するため、モニ

タリング及び作業服の着替え等を行うための

区画を設けること。 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において、緊急時対策

所への汚染の持ち込みを防止するため、モニ

タリング及び作業服の着替え等を行うための

区画を設けること。 

⑨ 

２ 「重大事故等に対処するために必要な数

の要員」とは、「重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員」に加え、少なくと

も原子炉格納容器の破損等による工場等外

への放射性物質の拡散を抑制するための対

策に対処するために必要な数の要員を含む

ものとする。 

― 

  ２ 第２項に規定する「重大事故等に対処する

ために必要な数の要員」とは、第１項第１号

に規定する「重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原

子炉格納容器の破損等による工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するための対策に対処

するために必要な数の要員を含むものとす

る。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処する

ために必要な数の要員」とは、第１項第１号

に規定する「重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原

子炉格納容器の破損等による工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するための対策に対処

するために必要な数の要員を含むものとす

る。 

― 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3/4） 

 
重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

居
住
性
の
確
保 

緊急時対策所遮蔽 新設 

本文 

① 

② 

④ 

⑤ 

― ― ― ― ― ― 

緊急時対策建屋 

非常用送風機 
新設 

緊急時対策建屋 

非常用フィルタ装置 
新設 

緊急時対策建屋非常用給排気

配管・弁 
新設 

緊急時対策所加圧設備 

（空気ボンベ） 
新設 

緊急時対策所加圧設備 

（配管・弁） 
新設 

差圧計 新設 

酸素濃度計 新設 

二酸化炭素濃度計 新設 

緊急時対策所 

可搬型エリアモニタ 
新設 

可搬型モニタリングポスト 新設 

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
の
確
保 

ガスタービン発電機 新設 

本文 

① 

② 

③ 

― ― ― ― ― ― 

ガスタービン発電設備 

軽油タンク 
新設 

ガスタービン発電設備 

燃料移送ポンプ 
新設 

ガスタービン発電設備 

燃料移送系 配管・弁 
新設 

ガスタービン発電機接続盤 新設 

緊急用高圧母線２Ｆ系 新設 

電源車 新設 

緊急時対策所軽油タンク 新設 

緊急時対策所燃料移送系 

配管・弁 
新設 

ホース 新設 

緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 新設 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

安全パラメータ表示システム

（SPDS) 
新設 

本文 

① 

② 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

送受話器（ペー

ジング）（警報

装置を含む。） 

常設 ― ― 

基準地震

動による

地震力に

対して十

分な耐震

性を有し

ていない

が設備が

健全であ

る場合

は，通信

連絡を行

うための

手段とし

て使用す

る。 

トランシーバ（固定） 新設 
電力保安通信

用電話設備 

常設/可

搬 
― ― 

トランシーバ（携帯） 新設 無線連絡装置 
常設/可

搬 
― ― 

衛星電話（固定） 新設 
局線加入電話

設備 
常設 ― ― 

衛星電話（携帯） 新設 
社内テレビ会

議システム 
常設 ― ― 

統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備 
新設 専用電話設備

（地方公共団

体向ホットラ

イン） 

常設 ― ― 無線通信装置 新設 

トランシーバ（屋外アンテナ） 新設 

― ― ― ― ― 

衛星電話（屋外アンテナ） 新設 

衛星無線通信装置 新設 

有線（建屋内） 新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4/4） 

 
基準解釈対応手順 

機能 整備する手順 基準解釈対応 備考 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

1.18.2.2(2) 重大事故等に対処するた

めの対策の検討に必要な資料の整備 

本文 

⑦ 

 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

1.18.2.3(1)b． チェンジングエリアの

設置及び運用手順 
本文 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

 

1.18.2.3(2) 飲料水，食料等 
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居住性を確保するための手順等の説明について 

 

添付 2-1 炉心損傷の判断基準について 

 

炉心損傷に至るケースとしては，注水機能喪失により原子炉水位が有効燃料棒頂部

（以下「TAF」という。）以上に維持できない場合において，原子炉水位が低下し，炉

心が露出し冷却不全となる場合が考えられる。 

非常時操作手順書（徴候ベース）では，原子炉への注水系統を十分に確保できず原

子炉水位が TAF未満となった際に，格納容器内雰囲気放射線モニタを用いて，ドライ

ウェル又はサプレッションチェンバ内のガンマ線線量率の状況を確認し，第１図に示

す設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合を，炉心損傷開始の判断

としている。 

炉心損傷等により燃料被覆管から原子炉内に放出される希ガス等の核分裂生成物

が，逃がし安全弁等を介して原子炉格納容器内に流入する事象進展を捉まえて，原子

炉格納容器内のガンマ線線量率の値の上昇を，運転操作における炉心損傷の判断及び

炉心損傷の進展割合の推定に用いているものである。 

また，格納容器内雰囲気放射線モニタの使用不能の場合は，「原子炉圧力容器表面

温度：300℃以上」を炉心損傷の判断基準として手順に追加する方針である。 

原子炉圧力容器表面温度は，炉心が冠水している場合には，逃がし安全弁動作圧力

（安全弁機能の最大 8.24MPa[gage]）における飽和温度約298℃を超えることはなく，

300℃以上にならない。一方，原子炉水位の低下により炉心が露出した場合には過熱

蒸気雰囲気となり，温度は飽和温度を超えて上昇するため，300℃以上になると考え

られる。上記より，炉心損傷の判断基準を 300℃以上としている。 

なお，炉心損傷判断は格納容器内雰囲気放射線モニタが使用可能な場合は，当該計

器にて判断を行う。 
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（１）ドライウェルのガンマ線線量率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サプレッションチェンバのガンマ線線量率 

 

第１図 シビアアクシデント導入条件判断図 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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添付 2-2 緊急時対策所換気空調系運転操作について 

１．操作概要 

緊急時対策建屋非常用フィルタ装置を通気することにより放射性物質の侵入を

低減し，必要な換気を確保するため，緊急時対策建屋非常用送風機を起動する。ま

た，放射性プルーム通過時においては，緊急時対策建屋非常用送風機から緊急時対

策所加圧設備（空気ボンベ）に切り替えることにより，緊急時対策所への外気の流

入を遮断する。 

 

２．必要要員数・実施可能時間 

（１）必要要員数：保修班１名 

（２）実施可能時間（非常用送風機の起動）：約５分 

（加圧設備（空気ボンベ）による加圧）：約３分 

 

３．系統構成 

プルーム通過前及び通過後の緊急時対策所換気空調系の系統概略図を第 1 図に，

プルーム通過中の緊急時対策所換気空調系の系統概略図を第 2 図に示す。 
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第１図 緊急時対策所換気空調系 系統概略図 

(プルーム通過前及び通過後：緊急時対策建屋非常用送風機による正圧化) 

屋外 屋内 

外気 

屋内 屋外 

SPDS 室 

緊急対策室 

緊急対策エリア用空調機械室 

 廊下 等 

空気ボンベ室，廊下 等 

    各室 

緊急時対策建屋 

非常用送風機 

緊急時対策建屋 

非常用フィルタ装置 

チェンジングエリア 

高圧空気ボンベ 

出口電動弁 給排気隔離弁 

（緊対室室圧調整） 

給排気隔離弁 

（建屋差圧排気隔離弁） 

給排気隔離弁 

（緊対室給気） 

緊急対策室 

空気流量調整弁 

給排気隔離弁 

（緊対室排気） 

調整開 

：緊急時対策建屋非常用送風機の空気の流れ 

：緊急時対策所加圧設備の空気の流れ 

：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ 

：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ及び 

緊急時対策所加圧設備加圧バウンダリ 

緊急時対策所加圧設備 

   

 

 

全閉 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第２図 緊急時対策所換気空調系 系統概略図 

(プルーム通過中：緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）による正圧化) 

屋外 屋内 

外気 

屋内 屋外 

SPDS 室 

緊急対策室 

緊急対策エリア用空調機械室 

 廊下 等 

空気ボンベ室，廊下 等 

    各室 

緊急時対策建屋 

非常用送風機 

緊急時対策建屋 

非常用フィルタ装置 

チェンジングエリア 

高圧空気ボンベ 

出口電動弁 給排気隔離弁 

（緊対室室圧調整） 

給排気隔離弁 

（建屋差圧排気隔離弁） 

給排気隔離弁 

（緊対室給気） 

緊急対策室 

空気流量調整弁 

給排気隔離弁 

（緊対室排気） 

調整開 

全閉 

調整開 緊急時対策所加圧設備 

 

 

 

全閉 
調整開 

：緊急時対策建屋非常用送風機の空気の流れ 
：緊急時対策所加圧設備の空気の流れ 
：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ 
：緊急時対策建屋非常用送風機加圧バウンダリ及び 

緊急時対策所加圧設備加圧バウンダリ 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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４．手順 

（１）プルーム通過前及び通過後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）プルーム通過中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 緊急時対策所換気空調系操作盤で，パネルの「通過前後」を選択することで，

自動シーケンスにて，運転モードが「通常モード」から「プルーム通過前後モ

ード」に切り替わる。 

  （自動シーケンスによる切替え動作は以下のとおり。） 

  給排気隔離弁（建屋差圧排気隔離弁）を調整開，給排気隔離弁（緊対室給気）

及び給排気隔離弁（緊対室排気）を開とすることで非常用換気ラインの系統を

構成する。その後，非常用送風機を起動することで，外気を非常用フィルタ装

置にてフィルタ処理し，緊急時対策所を含む緊急時対策建屋地下階を加圧す

る。 

① 緊急時対策所換気空調系操作盤で，パネルの「通過中」を選択することで，自

動シーケンスにて，運転モードが「プルーム通過前後モード」から「プルーム

通過中モード」に切り替わる。 

（自動シーケンスによる切替え動作は以下のとおり。） 

  給排気隔離弁（緊対室給気）及び給排気隔離弁（緊対室排気）を閉とすること

で加圧ラインの系統を構成する。その後，高圧空気ボンベ出口電動弁を開とし，

緊急時対策所の加圧を開始し，給排気隔離弁（緊対室室圧調整）を調整開とす

る。 

② 緊急時対策建屋地下階と地上階との差圧調整は給排気隔離弁（建屋差圧排気隔

離弁）にて自動制御する。また，緊急時対策所内のパネルにより，系統構成さ

れていること及び所定の差圧（約 20Pa）に加圧されていることを確認する。 

② 緊急時対策所と隣接区画との差圧調整は給排気隔離弁（緊対室室圧調整）にて

自動制御する。また，緊急時対策所内の差圧計又はパネルにより，系統構成さ

れていること及び所定の差圧（約 20Pa）に加圧されていることを確認する。 

③ プルーム通過中モード運転中においては，酸素濃度 18%以上及び二酸化炭素濃

度 1%以下であることを，酸素濃度計又は二酸化炭素濃度計で適時確認する。 
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添付 2-3 緊急時対策所の必要換気流量について 

 

１．緊急時対策建屋非常用送風機及び非常用フィルタ装置 

（１）設備仕様 

緊急時対策建屋非常用送風機及び非常用フィルタ装置は，第 1 表に示す数量，

仕様であり，非常用送風機 1台により，必要換気風量を確保している。 

 

第１表 緊急時対策建屋非常用送風機及び非常用フィルタ装置 

換気設備仕様 

設備名称 数量 仕様 

緊急時対策建屋

非常用送風機 

2台 

（うち予備1台） 
風量：1,000m3/h/台 

緊急時対策建屋

非常用フィルタ

装置 

2台 

（うち予備1台） 

高性能フィルタ総合捕集効率：99.99％ 

チャコールエアフィルタ総合捕集効

率：99.75％ 

 

（２）必要換気量の考え方 

 ａ．収容人数 

  緊急時対策建屋の換気設備は，重大事故等時において，収容人数として下記の

「①プルーム通過前後」及び「②プルーム通過中」の最大人数となる200名を収

容可能な設計とする。 

  ①プルーム通過前及び通過後 

   ・収容人数：200名 

    （本部要員：38名，現場要員：46名＋余裕） 

  ②プルーム通過中 

   ・収容人数：73名 

     （本部要員：36名，現場要員：30名，３号炉運転員：4名，運転検査官：3

名） 

 

 ｂ．許容二酸化炭素濃度，許容酸素濃度 

  許容二酸化炭素濃度は，労働安全衛生規則に記載の「坑内の作業場における炭

酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。（第583条抜粋）」

に余裕をみて1.0%以下とする。許容酸素濃度は，労働安全衛生法酸素欠乏症等防

止規則に定める18％以上とする。 

 

  ｃ．必要換気量の計算式 

   ①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量（Q1） 

・収容人数   ：n 名 

・許容二酸化炭素濃度 ：C＝1.0%（労働安全衛生規則に余裕をみた値） 

・大気二酸化炭素濃度 ：C0＝0.03%（標準大気の二酸化炭素濃度） 
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・呼吸による二酸化炭素排出量：M＝0.03m3/h/名（空気調和・衛生工学便覧

の軽作業の作業程度の吐出し量） 

・必要換気量      ：Q1＝100×M×n÷(C－C0)m
3/h（空気調和・衛生

工学便覧の二酸化炭素濃度基準必要換気量） 

Q1＝100×0.03×n÷(1.0－0.03)＝3.1×n[m3/h] 

 

②酸素濃度基準に基づく必要換気量（Q2） 

・収容人数       ：n 名 

・吸気酸素濃度         ：a＝20.95%（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度         ：b＝18%（労働安全衛生法 酸素欠乏症等防止規

則） 

・成人の呼吸量          ：c＝0.48m3/h/名（空気調和・衛生工学便覧） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4%（空気調和・衛生工学便覧） 

    ・必要換気量      ：Q2＝c×(a－d)×n÷(a－b)m3/h（空気調和・衛

生工学便覧の酸素濃度基準必要換気量） 

       Q2＝0.48×(20.95－16.4)×n÷(20.95－18.0)＝0.74×n[m3/h] 

 

ｄ．必要換気量 

 ①プルーム通過前及び通過後（非常用送風機の必要換気量） 

プルーム通過前及び通過後における非常用送風機運転時は，重大事故等時

における緊急時対策所への最大の収容人数である 200 名に対して，「ｃ．必

要換気量の計算式」でもとめた必要換気量の計算式から二酸化炭素濃度上昇

が支配的となった場合において窒息防止に必要な換気量を有する設計とす

る。 

よって必要換気量は，二酸化炭素濃度基準の必要換気量の計算式を用い以

下のとおりとする。 

     Q1＝3.1×200＝620[m3/h]以上 

 

   ②プルーム通過中（加圧設備の必要給気量） 

     プルーム通過中においては収容人数 73 名に対し緊急対策所の容量

（2,811.6m3）が大きいため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の上昇よりも緊急

時対策所の設計漏えい量が支配的となる。そのため，緊急時対策所の設計漏

えい量である 282m3/h 以上の空気ボンベ給気量 290m3/h 以上を有する設計と

する。 

 



1.18-43 

 

添付資料 1.18.2(9) 

２．緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 

（１）設備仕様 
必要ボンベ本数としては，以下に示す「ａ．正圧維持に必要となるボンベ本数」

に必要となる415本以上確保する設計とする。 

緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）換気設備仕様を第２表に示す。 
 

第２表  緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 換気設備仕様 

設備名称 数量 仕様 

緊急時対策所加

圧設備（空気ボン

ベ） 

415本以上 
容量：46.7L／本 

充填圧力：19.6MPa 

 

（２）必要ボンベ容量 
ａ．正圧維持に必要となるボンベ本数 

緊急時対策所を 10 時間正圧化する必要最低限のボンベ本数は，緊急時対策

所の設計漏えい量である 282m3/h以上の空気ボンベ給気量 290 m3/hを考慮する

と，ボンベ供給可能空気量である 7.0m3/本から下記のとおり 415本となる。現場

に設置するボンベ本数については，メンテナンス予備を考慮し 540本確保する

設計とする。 

なお，緊急時対策所に対する正圧化試験を実施し 10 時間正圧を維持するの

に十分である必要ボンベ本数を確認し，その結果を踏まえて適切な空気ボンベ

本数を確保する。 

 

・ボンベ初期充填圧力  ：19.6MPa（at 35℃） 

・ボンベ内容積   ：46.7L 

・圧力調整弁最低制御圧力    ：3.0MPa 

・ボンベ供給可能空気量  ：7.0m3/本（at -4.9℃） 

 

     以上より，必要ボンベ本数は下記のとおり 415本以上となる。 

      290 m3/h÷7.0 m3/本×10時間≒415本 

 

ｂ．酸素濃度及び二酸化炭素濃度維持に必要なボンベ本数 

緊急時対策所における加圧設備使用時の酸素濃度及び二酸化炭素濃度並

びに空気ボンベ本数について評価を行った。緊急時対策所内への空気の流入

はないものとし，プルーム通過中に収容する要員 73名による 10時間後の酸

素濃度及び二酸化炭素濃度の変化は，許容酸素濃度 18％以上及び許容二酸化

炭素濃度 1.0％以下を満足する結果となった。したがって，許容酸素濃度及

び許容二酸化炭素濃度を維持するのに必要な空気ボンベ本数は正圧維持に

必要な 415本で十分となる。 

 

（ａ）評価条件 

・在室人員：73名 

・加圧バウンダリ内体積：2,811.6m3 
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・空気流入はないものとする。 

・許容酸素濃度：18％以上（労働安全衛生規則） 

・許容炭酸ガス濃度：1.0%以下 

（労働安全衛生規則の許容炭酸ガス濃度 1.5%に余裕を見た値） 

・酸素消費量： 0.02184m3/h/人 

（「空気調和・衛生工学便覧」の作業強度分類の「静座」の作業強度に対す

る酸素消費量） 

・呼吸による炭酸ガス排出量：0.022m3/h/人 

（「空気調和・衛生工学便覧」の労働強度別二酸化炭素吐出し量の「極軽作

業」の作業程度に対する二酸化炭素吐出し量の値） 

・加圧開始時酸素濃度：20.56%（緊急時対策所内酸素濃度） 

・加圧開始時二酸化炭素濃度：0.2057%（緊急時対策所内二酸化炭素濃度） 

・空気ボンベ加圧時間：10時間 

 

（ｂ）評価結果 

10 時間加圧の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の時間変化を第３図に示す。

酸素濃度の最小値及び二酸化炭素濃度の最大値は以下のとおりであり，い

ずれも許容値を満足している。 

 

 酸素濃度（％） 二酸化炭素濃度（％） 

加圧 10時間後 20.46 0.4490 

 

 
 

第３図 緊急時対策所 プルーム放出期間中の酸素濃度及び二酸化炭素濃度変化 
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（３）必要差圧 
緊急時対策所は，配置上，風の影響を直接受けない屋内に設置されているた

め，緊急時対策所へのインリークは隣接区画との温度差によって生じる空気密

度の差に起因する差圧によるものが考えられる。隣接区画との境界壁間に隙間

がある場合は，両区画に温度差があると，空気の密度差に起因し，高温区画で

は上部の空気が低温側に，低温区画では下部の空気が高温側に流れ込む。これ

ら各々の方向に生じる圧力差の合計は，高温区画の境界で⊿P1，低温区画の境界

で⊿P2となる。 

緊急時対策所の設計に際しては，重大事故等時の室内の温度を，緊急時対策建

屋の設計最高温度40.0℃，隣接区画を設計最低温度-4.9℃と仮定し，生じる最大

圧力差⊿P3＝⊿P2－⊿P1以上に正圧化することにより，隣接区画から室内へのイ

ンリークを防止する設計とする。 

ここで，緊急時対策所の必要差圧は，下記の計算式より，⊿P3＝10.7Paに余裕

をもった20Pa以上とする。 

 

 ・緊急時対策所階高：H≦5.8m 

 ・外気（大気圧）の乾燥空気密度：ρ0 

 ・隣接区画（高温／低温）の乾燥空気密度ρ1，ρ2 

      隣接区画（高温）ρ1＝1.127[kg/m3]（設計最高温度40℃想定） 

      隣接区画（低温）ρ2＝1.316[kg/m3]（設計最低温度-4.9℃想定） 

    ・隣接区画（高温／低温）に対して生じる差圧：⊿P1，⊿P2 

隣接区画（高温）⊿P1＝｜ρ0－ρ1｜×H 

      隣接区画（低温）⊿P2＝｜ρ2－ρ0｜×H 

    ・室内へのインリークを防止するための必要差圧：⊿P3 

        ⊿P3＝⊿P2－⊿P1 

          ＝（ρ2－ρ1）×H 

          ＝（1.316－1.127）×5.8 

          ＝1.096[kg/m2]（＝10.7[Pa]） 
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必要な情報を把握するための手順等の説明について 

 

添付 3-1  SPDS表示装置にて確認できるパラメータについて 

緊急時対策所に設置する SPDS 伝送装置は，2 号炉の制御建屋に設置するデータ

収集装置からデータを収集し，SPDS表示装置にて確認できる設計とする。 

緊急時対策所に設置する SPDS伝送装置に入力されるパラメータ（SPDSパラメー

タ）は，緊急時対策所において，データを確認することができる。 

通常のデータ伝送ラインである有線系回線が使用できない場合，緊急時対策所

に設置する SPDS伝送装置は，主な ERSS 伝送パラメータ※をバックアップ伝送ライ

ンである無線系回線により２号炉の制御建屋に設置するデータ収集装置からデー

タを収集し，SPDS 表示装置にて確認できる設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）等のデータ伝送の概要を第 1図に示す。 

各パラメータは，SPDS 伝送装置に 2 週間分（1 分周期）のデータが保存され，

SPDS表示装置にて過去データ（2週間分）が確認できる設計とする。 

※一部のパラメータは，バックアップ伝送ラインを経由せず，SPDS 表示装置で確

認できる。 

 

SPDS パラメータについては，緊急時対策所において必要な指示を行うことがで

きるよう，プラント・系統全体の安定・変化傾向を把握し，それによって事故の

様相の把握とその復旧方策，代替措置の計画・立案・指揮・助言を行うために必

要な情報を選定する。すなわち，以下に示す対応活動が可能となるように必要な

パラメータが表示・把握できる設計とする。 

① 中央制御室（運転員）を支援する観点から「炉心反応度の状態」，「炉心冷却

の状態」，「格納容器の状態」，「放射能隔離の状態」，「非常用炉心冷却系（ECCS）

の状態等」の確認に加え，「使用済燃料プールの状態」の把握，並びに「環

境の情報」の把握。 

② 上記①を元にした設備・系統の機能が維持できているか，性能を発揮できて

いるか等プラント状況・挙動の把握。 

上記①②が可能となるパラメータを確認することで，中央制御室での弁開閉等

の操作の結果として予測されるプラント状況・挙動との比較を行うことができ，

前述の計画・立案・指揮・助言を行うことができることから，弁の開閉状態等に

ついては一部を除き SPDSパラメータとして選定しない。弁の開閉状態等につい

ての情報が必要な場合には，通信連絡設備を用いて中央制御室（運転員）に確認

する。 
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（例：中央制御室にて低圧代替注水操作を行った場合，緊急時対策所においては，

原子炉水位・残留熱除去系洗浄ライン流量を確認することで操作成功時の予

測との比較を行うことができる。） 

バックアップ伝送ラインでは，これらパラメータ以外にも，「水素爆発による原

子炉格納容器の破損防止」「水素爆発による原子炉建屋の損傷防止」に必要なパラ

メータ（バックアップ対象パラメータ）を収集し，緊急時対策所に設置する SPDS

表示装置において確認できる設計とする。 

SPDS表示装置で確認できるパラメータを第１表に示す。 

なお，ERSS 伝送パラメータ以外のバックアップ対象パラメータについては，緊

急時対策所に設置する衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークを用いた通信

連絡設備（テレビ会議システム，IP－電話機，IP－FAX）を使用し国等の関係各所

と情報共有することは可能である。 

 

 

 
 

第１図  安全パラメータ表示システム（SPDS）等のデータ伝送の概要 
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第 1表  SPDS表示装置で確認できるパラメータ 

（1/10） 

目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

炉心反応度

の状態確認 

ＡＰＲＭレベル（平均） ○ ○ ○ 

ＡＰＲＭ（Ａ）レベル ○ － ○ 

ＡＰＲＭ（Ｂ）レベル ○ － ○ 

ＡＰＲＭ（Ｃ）レベル ○ － ○ 

ＡＰＲＭ（Ｄ）レベル ○ － ○ 

ＡＰＲＭ（Ｅ）レベル ○ － ○ 

ＡＰＲＭ（Ｆ）レベル ○ － ○ 

ＳＲＮＭ（Ａ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｂ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｃ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｄ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｅ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｆ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｇ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｈ）対数計数率 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ａ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｂ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｃ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｄ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｅ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｆ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｇ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｈ）計数率高高 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ａ）線形％出力 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｂ）線形％出力 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｃ）線形％出力 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｄ）線形％出力 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｅ）線形％出力 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｆ）線形％出力 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｇ）線形％出力 ○ ○ ○ 

ＳＲＮＭ（Ｈ）線形％出力 ○ ○ ○ 

全制御棒全挿入 ○ ○ ○ 



1.18-49 

 

添付資料 1.18.3(4) 

 

（2/10） 

目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

炉心冷却の 

状態確認 

原子炉圧力(広帯域)ＢＶ ○ ○ ○ 

原子炉圧力(広帯域)Ａ ○ － ○ 

原子炉圧力(広帯域)Ｂ ○ － ○ 

原子炉水位(広帯域)ＰＢＶ ○ ○ ○ 

原子炉水位(広帯域)Ａ ○ － ○ 

原子炉水位(広帯域)Ｂ ○ － ○ 

原子炉水位(燃料域)ＰＢＶ ○ ○ ○ 

原子炉水位(燃料域)Ａ ○ － ○ 

原子炉水位(燃料域)Ｂ ○ － ○ 

ＰＬＲポンプ（Ａ）入口温度 ○ ○ ○ 

ＰＬＲポンプ（Ｂ）入口温度 ○ ○ ○ 

ＳＲＶ 開 ○ ○ ○ 

ＲＨＲポンプ（Ａ）出口流量 ○ ○ ○ 

ＲＨＲポンプ（Ｂ）出口流量 ○ ○ ○ 

ＲＨＲポンプ（Ｃ）出口流量 ○ ○ ○ 

ＬＰＣＳポンプ出口流量 ○ ○ ○ 

ＨＰＣＳポンプ出口流量 ○ ○ ○ 

ＲＣＩＣポンプ出口流量 ○ ○ ○ 

ＨＰＡＣポンプ出口流量 ○ － ○ 

ＲＨＲヘッドスプレイライン洗浄流量 ○ － ○ 

ＲＨＲＢ系格納容器冷却ライン洗浄流量 ○ － ○ 

ＲＨＲ熱交換器（Ａ）冷却水入口流量 ○ － ○ 

ＲＨＲ熱交換器（Ｂ）冷却水入口流量 ○ － ○ 

ＲＣＷ Ａ系 系統流量 ○ － ○ 

ＲＣＷ Ｂ系 系統流量 ○ － ○ 

６．９ｋＶ母線６－２Ａ電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２Ｂ電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－Ｅ電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２ＳＡ１電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２ＳＡ２電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２ＳＢ１電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２ＳＢ２電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２Ｃ電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２Ｄ電圧 ○ ○ ○ 

６．９ｋＶ母線６－２Ｈ電圧 ○ ○ ○ 

Ｄ／Ｇ ２Ａ しゃ断器投入 ○ ○ ○ 
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目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

炉心冷却の 

状態確認 

Ｄ／Ｇ ２Ｂ しゃ断器投入 ○ ○ ○ 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ しゃ断機投入 ○ ○ ○ 

復水貯蔵タンク水位 ○ － ○ 

原子炉圧力容器温度（原子炉圧力容器胴フランジ下部温度） ○ － ○ 

原子炉圧力容器温度（給水ノズルＮ４Ｂ温度） ○ － ○ 

原子炉圧力容器温度（給水ノズルＮ４Ｄ温度） ○ － ○ 

原子炉圧力容器温度（原子炉圧力容器下鏡上部温度） ○ － ○ 

原子炉圧力容器温度（原子炉圧力容器下鏡下部温度） ○ － ○ 

格納容器内

の状態確認 

ドライウェル圧力（広帯域）（最大） ○ ○ ○ 

ドライウェル圧力 ○ － ○ 

圧力抑制室圧力（最大） ○ ○ ○ 

圧力抑制室圧力 ○ － ○ 

ＲＰＶベローシール部周辺温度（最大） ○ ○ ○ 

圧力抑制室水位（ＢＶ） ○ ○ ○ 

圧力抑制室水位Ａ ○ － ○ 

圧力抑制室水位Ｂ ○ － ○ 

圧力抑制室内空気温度Ａ ○ － ○ 

圧力抑制室内空気温度Ｂ ○ － ○ 

圧力抑制室内空気温度Ｃ ○ － ○ 

圧力抑制室内空気温度Ｄ ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（最大） ○ ○ ○ 

サプレッションプール水温度（11°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（34°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（56°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（79°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（101°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（124°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（146°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（169°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（191°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（214°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（236°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（259°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（281°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（304°） ○ － ○ 

サプレッションプール水温度（326°） ○ － ○ 
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目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

格納容器内

の状態確認 

サプレッションプール水温度（349°） ○ － ○ 

ＣＡＭＳ水素濃度Ａ（０～３０％） ○ ○ ○ 

ＣＡＭＳ水素濃度Ｂ（０～３０％） ○ ○ ○ 

ＣＡＭＳ水素濃度Ａ（０～１００％） ○ － ○ 

ＣＡＭＳ水素濃度Ｂ（０～１００％） ○ － ○ 

格納容器内水素濃度Ａ（Ｄ／Ｗ） ○ － ○ 

格納容器内水素濃度Ａ（Ｓ／Ｃ） ○ － ○ 

格納容器内水素濃度Ｂ（Ｄ／Ｗ） ○ － ○ 

格納容器内水素濃度Ｂ（Ｓ／Ｃ） ○ － ○ 

ＣＡＭＳ酸素濃度Ａ ○ ○ ○ 

ＣＡＭＳ酸素濃度Ｂ ○ ○ ○ 

ＣＡＭＳ（Ａ）サンプル切替（Ｄ／Ｗ） ○ ○ ○ 

ＣＡＭＳ（Ｂ）サンプル切替（Ｄ／Ｗ） ○ ○ ○ 

Ｄ／Ｗ放射線モニタＡ ○ ○ ○ 

Ｄ／Ｗ放射線モニタＢ ○ ○ ○ 

Ｓ／Ｃ放射線モニタＡ ○ ○ ○ 

Ｓ／Ｃ放射線モニタＢ ○ ○ ○ 

ＲＨＲ Ａ系格納容器スプレイ隔離弁開 ○ ○ ○ 

ＲＨＲ Ｂ系格納容器スプレイ隔離弁開 ○ ○ ○ 

ＲＨＲポンプ（Ａ）出口圧力 ○ － ○ 

ＲＨＲポンプ（Ｂ）出口圧力 ○ － ○ 

ＲＨＲポンプ（Ｃ）出口圧力 ○ － ○ 

ＨＰＣＳポンプ出口圧力 ○ － ○ 

ＬＰＣＳポンプ出口圧力 ○ － ○ 

ＲＣＩＣポンプ出口圧力 ○ － ○ 

ＲＣＩＣポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力 ○ － ○ 

ＨＰＡＣポンプ出口圧力 ○ － ○ 

ＨＰＡＣタービン入口蒸気圧力 ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（ドライウェルフランジ部(0°)周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（ドライウェルフランジ部(180°)周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（ＳＲＶ搬出入口上部周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（所員用エアロック上部周囲温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（電気ペネ部(45°)周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（電気ペネ部(225°)周辺温度） ○ － ○ 
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目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

格納容器内

の状態確認 

ドライウェル雰囲気温度（機器搬出入用ハッチ下部(135°)周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（機器搬出入用ハッチ下部(315°)周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（制御棒駆動機構搬出入口下部周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（ペデスタル内(90°)周辺温度） ○ － ○ 

ドライウェル雰囲気温度（ペデスタル内(270°)周辺温度） ○ － ○ 

復水移送ポンプ出口圧力 ○ － ○ 

ドライウェル水位Ａ（2cm） ○ － ○ 

ドライウェル水位Ｂ（2cm） ○ － ○ 

ドライウェル水位Ａ（23cm） ○ － ○ 

ドライウェル水位Ｂ（23cm） ○ － ○ 

ドライウェル水位Ａ（44cm） ○ － ○ 

ドライウェル水位Ｂ（44cm） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ａ（0.5ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ｂ（0.5ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ａ（1.0ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ｂ（1.0ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ａ（1.5ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ｂ（1.5ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ａ（2.0ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ｂ（2.0ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ａ（2.5ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ｂ（2.5ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ａ（2.8ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部水位Ｂ（2.8ｍ） ○ － ○ 

原子炉格納容器下部注水流量 ○ － ○ 

原子炉格納容器代替スプレイ流量（Ａ） ○ － ○ 

原子炉格納容器代替スプレイ流量（Ｂ） ○ － ○ 

放射能隔離

の状態確認 

スタック放射線モニタ（ＩＣ）Ａ ○ ○ ○ 

スタック放射線モニタ（ＩＣ）Ｂ ○ ○ ○ 

スタック放射線モニタ（ＳＣＩＮ）Ａ ○ ○ ○ 

スタック放射線モニタ（ＳＣＩＮ）Ｂ ○ ○ ○ 

主蒸気管放射能高高Ａ１ ○ ○ ○ 

主蒸気管放射能高高Ａ２ ○ ○ ○ 

主蒸気管放射能高高Ｂ１ ○ ○ ○ 

主蒸気管放射能高高Ｂ２ ○ ○ ○ 
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目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

放射能隔離

の状態確認 

ＰＣＩＳ内側隔離 ○ ○ ○ 

ＰＣＩＳ外側隔離 ○ ○ ○ 

ＭＳＩＶ（第１）全弁開 ○ ○ ○ 

主蒸気第１隔離弁（Ａ）開 ○ ○ ○ 

主蒸気第１隔離弁（Ｂ）開 ○ ○ ○ 

主蒸気第１隔離弁（Ｃ）開 ○ ○ ○ 

主蒸気第１隔離弁（Ｄ）開 ○ ○ ○ 

ＭＳＩＶ（第２）全弁開 ○ ○ ○ 

主蒸気第２隔離弁（Ａ）開 ○ ○ ○ 

主蒸気第２隔離弁（Ｂ）開 ○ ○ ○ 

主蒸気第２隔離弁（Ｃ）開 ○ ○ ○ 

主蒸気第２隔離弁（Ｄ）開 ○ ○ ○ 

環境の情報

確認 

ＳＧＴＳ Ａ系動作 ○ ○ ○ 

ＳＧＴＳ Ｂ系動作 ○ ○ ○ 

ＳＧＴＳ放射線モニタ（ＩＣ）Ａ ○ ○ ○ 

ＳＧＴＳ放射線モニタ（ＩＣ）Ｂ ○ ○ ○ 

ＳＧＴＳトレイン出口流量（Ａ） ○ － ○ 

ＳＧＴＳトレイン出口流量（Ｂ） ○ － ○ 

原子炉建屋外気間差圧（北側） ○ － ○ 

原子炉建屋外気間差圧（西側） ○ － ○ 

原子炉建屋外気間差圧（南側） ○ － ○ 

原子炉建屋外気間差圧（東側） ○ － ○ 

放水口モニタ（２号機） ○ ○ ○ 

モニタリングポストＩＣ線量率Ｈ１ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＩＣ線量率Ｈ２ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＩＣ線量率Ｈ３ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＩＣ線量率Ｈ４ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＩＣ線量率Ｈ５ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＩＣ線量率Ｈ６ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＮａＩ線量率Ｌ１ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＮａＩ線量率Ｌ２ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＮａＩ線量率Ｌ３ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＮａＩ線量率Ｌ４ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＮａＩ線量率Ｌ５ ○ ○ ○ 

モニタリングポストＮａＩ線量率Ｌ６ ○ ○ ○ 
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目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

環境の情報

確認 

風向（ドップラーソーダ） ○ ○ ○ 

風向（露場観測） ○ ○ ○ 

風速（ドップラーソーダ） ○ ○ ○ 

風速（露場観測） ○ ○ ○ 

大気安定度 ○ ○ ○ 

可搬型モニタリングポスト１高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト２高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト３高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト４高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト５高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト６高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト７高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト８高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト９高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト１０高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト１１高レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト１低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト２低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト３低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト４低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト５低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト６低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト７低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト８低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト９低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト１０低レンジ ○ － －※ 

可搬型モニタリングポスト１１低レンジ ○ － －※ 

風向（可搬型） ○ － －※ 

風速（可搬型） ○ － －※ 

大気安定度（可搬型） ○ － －※ 

※：バックアップ伝送ラインを経由せず，ＳＰＤＳ表示装置にて確認できる。 
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目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

非常用炉心冷

却系（ＥＣＣ

Ｓ）の状態等 

ＡＤＳ Ａ系作動 ○ ○ ○ 

ＡＤＳ Ｂ系作動 ○ ○ ○ 

ＲＣＩＣタービン止め弁開 ○ ○ ○ 

ＬＰＣＳポンプ 運転中 ○ ○ ○ 

ＨＰＣＳポンプ 運転中 ○ ○ ○ 

ＲＨＲポンプ（Ａ） 運転中 ○ ○ ○ 

ＲＨＲポンプ（Ｂ） 運転中 ○ ○ ○ 

ＲＨＲポンプ（Ｃ） 運転中 ○ ○ ○ 

ＲＨＲ Ａ系ＬＰＣＩ注入隔離弁開 ○ ○ ○ 

ＲＨＲ Ｂ系ＬＰＣＩ注入隔離弁開 ○ ○ ○ 

ＲＨＲ Ｃ系ＬＰＣＩ注入隔離弁開 ○ ○ ○ 

総給水流量 ○ ○ ○ 

使用済燃料プ

ールの状態確

認 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+7,010mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+6,810mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+6,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+5,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+4,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+3,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+2,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端+1,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端-1,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端-2,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端-3,000mm）] 
○ － ○ 
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目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

使用済燃料プ

ールの状態確 

認 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（燃料ラック上端-4,000mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位・温度（ヒートサーモ式） 

[使用済燃料プール温度（プール底部付近）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

[使用済燃料プール水位（燃料ラック上端-4300mm～+7300mm）] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

[使用済燃料プール上部温度] 
○ － ○ 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

[使用済燃料プール下部温度] 
○ － ○ 

燃料プール上部空間放射線モニタ（低線量） ○ － ○ 

燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量） ○ － ○ 

水素爆発によ

る格納容器の

破損防止確認 

フィルタ装置出口水素濃度（０～３０％） ○ － ○ 

フィルタ装置出口水素濃度（０～１００％） ○ － ○ 

フィルタ装置水位（Ａ）（広帯域） ○ － ○ 

フィルタ装置水位（Ｂ）（広帯域） ○ － ○ 

フィルタ装置水位（Ｃ）（広帯域） ○ － ○ 

フィルタ装置入口圧力（広帯域） ○ － ○ 

フィルタ装置出口圧力（広帯域） ○ － ○ 

フィルタ装置水温度（Ａ） ○ － ○ 

フィルタ装置水温度（Ｂ） ○ － ○ 

フィルタ装置水温度（Ｃ） ○ － ○ 

フィルタ装置出口放射線モニタ（Ａ） ○ － ○ 

フィルタ装置出口放射線モニタ（Ｂ） ○ － ○ 
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（10/10） 

目 的 対象パラメータ 
SPDS 

パラメータ 

ERSS伝送 

パラメータ 

バック 

アップ対象 

パラメータ 

水素爆発によ

る原子炉建屋

の損傷防止確

認 

原子炉建屋内水素濃度 

（原子炉建屋オペレーティングフロア水素濃度Ａ） 
○ － ○ 

原子炉建屋内水素濃度 

（原子炉建屋オペレーティングフロア水素濃度Ｂ） 
○ － ○ 

原子炉建屋内水素濃度（バルブラッピング室） ○ － ○ 

原子炉建屋内水素濃度（所員用エアロック前室） ○ － ○ 

原子炉建屋内水素濃度（ＣＲＤ補修室） ○ － ○ 

原子炉建屋内水素濃度（計装ペネトレーション室） ○ － ○ 

原子炉建屋内水素濃度（トーラス室） ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 1動作監視装置入口温度 ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 1動作監視装置出口温度 ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 8動作監視装置入口温度 ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 8動作監視装置出口温度 ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 12動作監視装置入口温度 ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 12動作監視装置出口温度 ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 19動作監視装置入口温度 ○ － ○ 

静的触媒式水素再結合装置 19動作監視装置出口温度 ○ － ○ 
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添付 3-2 原子力災害対策活動で使用する主な資料 

緊急時対策所に以下の資料を保管する。 

資 料 名 

１．発電所周辺地図 

① 発電所周辺地域地図  （1／25,000）  

② 発電所周辺地域地図  （1／50,000）  

２．発電所周辺航空写真パネル  

３．発電所気象観測データ 

① 統計処理データ 

② 毎時観測データ 

４．発電所周辺環境モニタリング関連データ 

① 空間線量モニタリング配置図 

② 環境試料サンプリング位置図 

③ 環境モニタリング測定データ 

５．発電所周辺人口関連データ 

① 方位別人口分布図 

② 集落の人口分布図 

③ 市町村人口表 

④ 市町村市街図 

６．発電所主要系統模式図（各ユニット） 

７．原子炉設置許可申請書（各ユニット）  

８．系統図及びプラント配置図 

① 系統図 

② プラント配置図 

９．プラント関係プロセス及び放射線計測配置図（各ユニット） 

１０．プラント主要設備概要 

１１．原子炉安全保護系ロジック一覧表（各ユニット） 

１２．規定類 

 ① 原子炉施設保安規定  

 ② 原子力事業者防災業務計画  

１３．事故時操作手順書類 
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必要な数の要員の収容に係る手順等の説明について 

 

添付 4-1 女川原子力発電所の発電所対策本部体制と指揮命令及び情報の流れにつ

いて 

 

女川原子力発電所における原子力防災組織の体制について，以下に説明する。 

 

１．基本的な考え方 

女川原子力発電所の原子力防災組織を第１図に示す。 

発電所対策本部の体制の構築に伴う基本的な考え方は以下のとおり。 

・機能ごとの整理 

まず基本的な機能を以下の５つに整理し，機能ごとに責任者として「班長」

を配置する。さらに「班長」の下に機能班を配置する。 

① 情報収集・計画立案 

② 現場対応 

③ 対外対応 

④ 情報管理 

⑤ 資機材等リソース管理 

これらの班長の上に，組織全体を統括し，意思決定，指揮を行う「本部長

（所長）」を置く。 

このように役割，機能を明確に整理するとともに，階層化によって管理 

スパンを適正な範囲に制限する。 

  ・権限委譲と自律的活動 

    あらかじめ定める手順書等に記載された手順の範囲内において，本部長の権

限は各班長に委譲されており，各班長は上位職の指示を待つことなく，自律的

に活動する。 

    なお，各班長が権限を持つ作業が人身安全を脅かす状態となる場合において

は，本部長へ作業の可否判断を求めることとする。 

  ・戦略の策定と対応方針の確認 

    技術班長は，本部長のブレーンとして事故対応の戦略を立案し，本部長に進

言する。また，こうした視点から対応実施組織が行う事故対応の方向性の妥当

性を常に確認し，必要に応じて是正を助言する。 

  ・申請号炉と長期停止号炉の対応 

 長期停止号炉である１，３号炉の対応については，各号炉の中央制御室に常

駐している運転員，初期消火要員及び 12 時間以降の発電所外からの参集要員

にて対応可能であることから，申請号炉である２号炉の重大事故等の対応に影

響を与えない。 

 

２．役割・機能（ミッション） 

   発電所対策本部における各職位の役割・機能（ミッション）を，第 1表に示す。 

   この中で，特に緊急時にプラントの復旧操作を担当する発電管理班と保修班の

役割・機能について，以下のとおり補足する。 
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  ○発電管理班：プラント設備に関する運転操作について，当直による実際の対応

を確認する。この運転操作には，常設設備を用いた対応まで含む。 

         これらの運転操作の実施については，本部長から発電課長にその

実施権限が委譲されているため，発電管理班から特段の指示が無く

ても，当直が手順にしたがって自律的に実施し，発電管理班へは実

施の報告が上がって来ることになる。万一，当直の対応に疑義があ

る場合には，発電管理班長は当直に助言する。 

  ○保修班：  設備や機能の復旧や，可搬型設備を用いた対応を実施する。 

これらの対応の実施については，保修班にその実施権限が委譲さ

れているため，保修班が手順にしたがって自律的に準備し，保修班

長へ状況の報告を行う。 

また，火災の場合には，自衛消防隊の指揮を行う。 

 

３．指揮命令及び情報の流れについて 

   発電所対策本部において，指揮命令は基本的に本部長を頭に，階層構造の上位

から下位に向かってなされる。一方，下位から上位へは，実施事項等が報告され

る。これとは別に，常に横方向の情報共有が行われ，連携が必要な班の間には常

に綿密な情報の共有がなされる。 

   なお，あらかじめ定めた手順の範囲内において，本部長の権限は各班長に委譲

されているため，その範囲であれば特に本部長からの指示は要しない。複数号炉

にまたがる対応や，あらかじめ定めた手順を超えるような場合には，本部長が判

断を行い，各班に実施の指示を行う。 

 

   以上のような指揮命令及び情報の流れについて，具体例として以下の２つのケ

ースの場合を示す。 

 

（ケース１）可搬型代替注水ポンプによる２号炉への注水（定められた手順で対応が

可能な場合の例） 

 

  ・保修班長の指示の下，保修班が自律的に可搬型代替注水ポンプによる送水を準

備，開始する。 

  ・保修班長は，本部長に状況を報告するとともに発電管理班にも情報を共有する。 

  ・２号炉発電課長の指示の下，運転員が自律的に原子炉圧力容器への注水ライン

を構成する。 

  ・発電管理班長は，本部長に状況を報告するとともに保修班にも情報を共有する。 

  ・発電管理班長は保修班から共有された情報をもとに，原子炉圧力容器への注水

の準備ができたことを運転員に連絡する。 

  ・運転員は原子炉圧力容器への注水を開始する。 

  ・発電管理班長は本部長に，原子炉圧力容器への注水開始を報告する。 

 

（ケース２）複数個所の火災発生（自衛消防隊の指揮権が委譲される場合の例） 

  ・２号炉での火災消火のため，保修班長は自衛消防隊に出動を指示する。 
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  ・自衛消防隊が２号炉で活動中に３号炉で火災発生。３号炉発電課長は初期消火

要員にて対応する。 

  ・両火災の対応の優先度について保修班長を中心に本部にて協議し，本部長の判

断にて「２号炉での消火活動の継続」を決定する。 

  ・２号炉消火後，保修班長は，自衛消防隊に３号炉へ移動するよう指示する。 

  ・自衛消防隊は保修班長の指揮の下，３号炉の消火活動を実施する。 

 

４．その他 

（１）夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の体制 

    夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）については，上述した体制をベース

に，特に初動対応に必要な要員を中心に宿直体制をとり，常に必要な要員数を

確保することによって事故に対処できるようにする。その後に順次参集する要

員によって徐々に体制を拡大していく。 

 

（２）要員が負傷した際等の代行の考え方 

    特に夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において万一何らかの理由で要

員が負傷する等により役割が実行できなくなった場合には，平日の勤務時間帯

のように十分なバックアップ要員がいないことが考えられる。こうした場合に

は，同じ機能を担務する下位の職位の要員を速やかに召集する。 

具体的な代行者の選定については，上位職の者（例えば班長の代行者につ

いては本部長）が決定する。 
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第 1表 各職位のミッション 

職 位 ミッション 

本部長 
・防災体制の発令，変更の決定 
・対策本部の指揮・統括 
・重要な事項の意思決定 

原子炉主任技術者 ・原子炉安全に関する保安の監督，本部長への助言 

本部付 ・本部長及び各班長への助言 

情報班 

・発電所対策本部の運営支援 
・社外関係機関への通報連絡 
・事故対応に必要な情報（パラメータ，常設設備の状況・

可搬型設備の準備状況等）の収集 

総務班 

・要員の呼集，参集状況の把握，対策本部へインプット 
・食料・被服の調達 
・宿泊関係の手配 
・医療活動 
・所内の警備指示 
・一般入所者の避難指示 
・物的防護施設の運用指示 
・他の班に属さない事項 

広報班 
・社外対応情報の収集，本部長へインプット 
・マスコミ対応者への支援 

技術班 

・事故対応方針の立案 
・プラントパラメータ等の把握とプラント状態の進展予
測・評価 
・プラント状態の進展予測・評価結果の事故対応方針への
反映 
・アクシデントマネジメントの専門知識に関する検討 

放射線管理班 

・発電所内外の放射線・放射能の状況把握，影響範囲の評
価 
・被ばく管理，汚染拡大防止措置に関する重大事故等対策

要員への指示 
・影響範囲の評価に基づく対応方針に関する助言 

保修班 

・事故の影響緩和・拡大防止に関わる可搬型設備の準備と
操作 
・可搬型設備の準備状況の把握 
・不具合設備の復旧の実施 
・初期消火活動（初期消火要員） 

発電管理班 
・重要パラメータ及び常設設備の状況把握と操作 
・中央制御室内監視・操作の実施 
・事故の影響緩和，拡大防止に関わるプラントの運転操作 
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第 1 図 女川原子力発電所 原子力防災組織 体制図 
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添付 4-2 緊急時対策所に最低限必要な要員について 

 

プルーム通過中においても，重大事故等に対処するために緊急時対策所にとどまる

必要のある要員は，交替要員も考慮して，①重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員 36名と，②原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡

散を抑制するために必要な要員 37名のうち,中央制御室待避所にとどまる運転員 7名

を除く 30名の合計 66 名を想定している。 

 

１． 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 

要員 考え方 人数 合計 

本部長ほか  発電所対策本部を指揮・統括する本部

長，原子炉主任技術者，本部付3名は，重

大事故等において，指揮をとる要員として

緊急時対策所にとどまる。 

5名 36名 

各班長・班員 各班については，本部長からの指揮を受

け，重大事故等に対処するため，最低限必

要な要員を残して，緊急時対策所にとどま

る。 

 

13名 

交替要員 上記，本部長，原子炉主任技術者及び本部

付の交替要員については5名，班長，班員

クラスの交替要員については13名を確保

する。 

18名 
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２．原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために
必要な要員 
プルーム通過後に実施する作業は，重大事故等対策の有効性評価の重要事故シ

ーケンスのうち，全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉

失敗＋ＨＰＣＳ失敗を参考とし，重大事故等対応に加えて，放射性物質拡散防止

のための放水操作等が可能な要員数を確保する。交替要員については，順次，構

外に待機している要員を当てる。 
 
 

要員 考え方 人数 合計 

運転員 ２号炉中央制御室内の待避所が使用不能な場

合，緊急時対策所に退避するものの，プルー

ム通過後に中央制御室にて対応が可能な場合

は，復帰し運転操作を行う。 

7名 37名 

保修班

現場要

員 

重大事

故等対

応要員 

緊急時対策所の電

源確保 

 電源車（緊急時対策所

用）の運転操作，監視等

（交替要員を含む） 

3名 

大容量送水車によ

る復水貯蔵タンク

への水源確保及び

使用済燃料プール

への給水 

 可搬型大容量送水ポ

ンプによる注水操作等

（交替要員を含む） 

9名 

燃料確保 燃料タンクからタン

クローリーへの軽油抜

取り，可搬型大容量送水

ポンプ等への燃料補給

（交替要員含む） 

6名 

放射性

物質拡

散抑制

対応要

員 

放水砲対応 放射性物質の拡散を

抑制するために必要な

放水砲の放水再開，可搬

型大容量送水ポンプの

運転操作等（交替要員を

含む） 

6名 

モニタリング

要員 

 作業現場のモニタリング及びチェンジング

エリアの運営等（交替要員を含む） 

6名 

 

重大事故等に柔軟に対処できるよう，整備した設備等の手順書を制定するとと
もに，訓練により必要な力量を習得する。訓練は継続的に実施し，必要の都度運
用の改善を図っていく。
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緊急時対策所，中央制御室 事故発生からプルーム通過までの要員の動き 

 

 
 

：ＳＡ 

 

１号炉 中央制御室
１号炉

運転員

中央制御室
２号炉

運転員

重大事故等
対応要員

放射性物質拡散

抑制対応要員

初期消火要員

モニタリング
要員

３号炉 中央制御室
３号炉

運転員

緊急時
対策建屋

対策室 本部要員

各執務フロア 参集要員

格納容器破損
（プルーム通過後）

緊急時対策所

事務建屋

防災体制

重大事故等対策

２号炉

現場

事故前
（地震等）

事故発生，拡大 炉心露出，損傷，溶融
格納容器破損

（プルーム通過中：１０時間）

「居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」に
基づく事象進展時間

放射性物質拡散抑制対応

（7） （7）

運転操作・監視

（16）

（38）

(14)

現場対応炉心損傷防止対応，ＰＣＶ破損防止対応

事故拡大防止，炉心損傷防止対応・PCV破損防止対応

第１緊急体制（１０条）

第２緊急体制（１５条）

初動後初動

緊急時対策所へ移動
（6）

現場（22）
緊急時対策所（32）
へ移動

（6）

緊急時モニタリング対応緊急時モニタリング対応

(3)

構外へ

退避

▼可搬型モニタリングポスト設置

▼緊急時対策所立上げ

（非常用空調起動等）

(6)

必要により適宜招集

放射性物質拡散抑制対応

（36）

▼チェンジングエリア設置

（プルーム放出前までに設置）

（3）

(18)

（3）

ＳＦＰ水位，水温監視

待避所へ待避
(3)

※１号運転員３名含む

ＳＦＰ水位，水温監視

（5）

（4）

ＳＦＰ水位，水温監視 ＳＦＰ水位，水温監視

（7）

構外へ

退避(10 )

緊急時対策所

へ待避（18）

緊急時対策所

へ待避（6）

緊急時対策所

へ待避（6）

（36）

（10）※

待避

現場(30)，

3号運転員（4）

が待避
現場（20），

3号運転員（4）が

移動

緊急時対策所

へ待避（4）

（3）

（4）

（6）

２４時間 ３４時間

(6)

（4）

（30）

（10）

必要により適宜招集

構外へ

退避(2)

構外へ

退避
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添付 4-3 緊急時対策所レイアウトについて 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において中央制御室以外の場所からも

必要な対策指令又は連絡を行うため，約200名の要員が活動することを想定している。

緊急時対策所には，必要な各作業用の机や設備等を配置しても，活動に必要な広さを

十分有している。 

また，プルーム通過中においても,本部要員に加え，現場要員を含めた重大事故等

に対処するために必要な数の要員 66 名，運転検査官 3 名及び３号炉運転員 4 名の合

計 73名が緊急時対策所で活動することを想定し，十分な広さと機能を有している。 

第１図に示す仮眠等フリースペースにて，休憩・仮眠を行う。 
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(注)レイアウトについては，訓練等で有効性を確認し適宜見直していく。 

初期消火要員は状況に応じて発電所対策本部に入る。 

 

第１図 緊急時対策所レイアウトイメージ 

 

 

操
作
卓

F
A
X
他
通
信
機
器

総
務
班

広
報
班

検
査
官

保修班 発管班

仮眠等フリースペース

情報班 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ要員

技術班放管班

重大事故等対応要員・運転員
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【凡例】 

   ：机 

   ：本部要員 
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添付 4-4  放射線管理用資機材 

○防護具 

緊急時対策所に以下の数量を配備する。 

品名 

配備数※15 

緊急時対策所 中央制御室 
構内 

（参考） 

タイベック 2,100 着※１ 147着※８ 約 20,000 着 

下着（上下セット） 2,100 着※１ 147着※８ 約 6,000 着 

帽子 2,100 個※１ 147個※８ 約 20,000個 

靴下 2,100 足※１ 147足※８ 約 30,000足 

綿手袋 2,100 双※１ 147双※８ 約 40,000双 

ゴム手袋 4,200 双※２ 294双※９ 約 150,000双 

全面マスク 900個※３ 49 個※10 約 1,800 個 

マスク用チャコールフィルタ 

（2個／セット） 
2,100 セット※１ 147セット※８ 約 8,000 セット 

EVAスーツ（上下セット） 1,050 セット※４ 74 セット※11 約 3,000 セット 

汚染区域用靴 40 足※５ 8 足※12 約 500足 

自給式呼吸器 6 セット※６ 11 セット※13 約 30 セット 

タングステンベスト 20 着※７ 4 着※14 10 着 

※１：60名（本部要員38名＋余裕）×7日及び現場要員40名×6回／日×7日 

※２：※１×2 

※３：60名（本部要員38名＋余裕）×3日及び現場要員40名×6回／日×3日（除染による再使用を考慮） 

※４：（60名（本部要員38名＋余裕）×7日及び現場要員40名×6回／日×7日）×50％（年間降水日数を考慮） 

※５：現場要員20名（プルーム通過直後の現場要員）×2 

※６：初期対応用6セット 

※７：現場要員20名（プルーム通過直後の現場要員） 

※８：２号炉運転員7名×3回／日×7日 

※９：※８×2 

※10：２号炉運転員7名×7日 

※11：２号炉運転員7名×3回／日×7日×50％（年間降水日数を考慮） 

※12：２号炉運転員のうち現場要員2名×2班×2 

※13：２号炉運転員のうち現場要員2名×2班及び２号炉運転員7名 

※14：２号炉運転員のうち現場要員2名×2班 

※15：防護具類が不足する場合は，構内より適宜運搬することにより補充する 
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○計測器 

緊急時対策所に以下の数量を配備する。 

品名 
配備台数※９ 

緊急時対策所 中央制御室 

個人線量計 
電子式線量計 200台※１ 14 台※５ 

ガラスバッジ 200台※１ 14 台※５ 

表面汚染密度測定用 

サーベイメータ 
8 台※２ 4 台※６ 

ガンマ線測定用 

サーベイメータ 
8 台※３ 4 台※７ 

可搬型エリアモニタ 4 台※４ 4 台※８ 

※１：100名（本部要員 38名＋現場要員 40名＋余裕）×2 

※２：チェンジングエリア用 4台（身体サーベイを行う放射線管理班員 2名分＋余裕）＋緊急時対策建屋内及び

屋外用 4台（屋外等のモニタリングを行う放射線管理班員 2名分＋余裕） 

※３：チェンジングエリア用 4台（チェンジングエリアのモニタリングを行う放射線管理班員 2名分＋余裕）＋

緊急時対策建屋内及び屋外用 4台（屋外等のモニタリングを行う放射線管理班員 2名分＋余裕） 

※４：緊急時対策所内 2台（1台＋余裕）＋緊急時対策建屋内 2台（1台＋余裕） 

※５：２号炉運転員 7名×2 

※６：チェンジングエリア用 2台（身体サーベイを行う放射線管理班員 1名分＋余裕）＋中央制御室内外用 2台

（モニタリングを行う放射線管理班員 1名分＋余裕） 

※７：チェンジングエリア用 2台（モニタリングを行う放射線管理班員 1名分＋余裕）＋中央制御室内外用 2台

（モニタリングを行う放射線管理班員 1名分＋余裕） 

※８：中央制御室内 2台（1台＋余裕）＋待避所内 2台（1台＋余裕） 

※９：予備含む（今後，訓練等で見直しを行う） 
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添付 4-5  チェンジングエリアについて 

 

１． チェンジングエリアの基本的な考え方 

チェンジングエリアの設営に当たっては，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第 61条第１項（緊急時対策所）

並びに「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の解釈」第

76 条第１項（緊急時対策所）に基づき，緊急時対策所の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，緊急時対策所への汚染の持込みを防止するため，

モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考

え方とする。 

 

（実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の解釈第 76条第１

項（緊急時対策所）抜粋） 

 

 

 

 

 

２． チェンジングエリアの概要 

チェンジングエリアは，下足エリア，脱衣エリア，サーベイエリア，除染エリ

アからなり，要員の被ばく低減の観点から緊急時対策建屋内に設営する。概要は

第 1表のとおり。 

緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急

時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え

等を行うための区画を設けること。 
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第 1表  チェンジングエリアの概要 

 

項目 概要 

設 

営 

場 

所 

緊急時対策建屋 

    チェンジングエリア 

緊急時対策所の外側が放射性

物質により汚染したような状

況下において，緊急時対策所へ

の汚染の持込みを防止するた

め，モニタリング及び作業服の

着替え等を行うための区画を

設ける。 

設 

営 

形 

式 

エリア区画化 

緊急時対策建屋チェンジング

エリアスペースを区画化する。 

なお，平常時から養生シートに

よりあらかじめ養生しておく

ことにより，速やかな設置作業

を可能とする。 

手 

順 

着 
手 

の 

判 

断 

基 

準 

原子力災害対策特別措置法第

10条特定事象が発生した後，

放射線管理班長が，事象進展

の状況（格納容器雰囲気モニ

タ等により炉心損傷を判断し

た場合等），参集済みの要員

数及び放射線管理班が実施す

る作業の優先順位を考慮し

て，チェンジングエリアの設

営を行うと判断した場合。 

緊急時対策所の外側が放射性

物質により汚染するようなお

それが発生した場合，チェンジ

ングエリアの設営を行う。 

実 

施 

者 

放射線管理班 

チェンジングエリアを速やか

に設営できるよう定期的に訓

練を行っている放射線管理班

が設営を行う。 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 



1.18-76 

 

添付資料 1.18.4(18) 

 

３． チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルート 

チェンジングエリアは，緊急時対策建屋内に設営する。チェンジングエリアの

設営場所及び屋内のアクセスルートは，第 1図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図  緊急時対策所チェンジングエリアの 

設営場所及び屋内のアクセスルート 

 

 

 
枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

脱衣エリア 

 
  

            
除染エリア 

サーベイエリア 
    

  

下足エリア 

 
屋外へ 

【凡例】 
入室ルート 
退室ルート 
乾電池内蔵型照明 

緊急時対策建屋       

  

通路 
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４．チェンジングエリアの設営（考え方，資機材） 

ａ.考え方 

緊急時対策所への放射性物質の持込みを防止するため，第 2図の設営フローに従

い，第3図のとおりチェンジングエリアを設営する。チェンジングエリアの設営は，

放射線管理班員 2 名で約 20 分を想定している。なお，チェンジングエリアが速や

かに設営できるよう定期的に訓練を行い，設営時間の短縮及び更なる改善を図るこ

ととしている。 

チェンジングエリアの設営は，参集要員（12時間後までに参集）のうち，チェン

ジングエリアの設営に割り当てることができる要員で行う。設営の着手は，放射線

管理班長が，原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生した後，事象進展

の状況（格納容器雰囲気モニタ等により炉心損傷を判断した場合等），参集済みの

要員数及び放射線管理班が実施する作業の優先順位を考慮して判断し，速やかに実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図  チェンジングエリア設営フロー 

①チェンジングエリア用資機

材の移動・設置（乾電池内

蔵型照明の設置） 

②床，壁の養生状態の確認・

補修 

③表面汚染密度測定用サーベ

イメータの設置 
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第 3図  緊急時対策所チェンジングエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

脱衣エリア 

 

 
      

除染エリア 

サーベイエリア 

 
  

  
下足エリア 

緊急時対策建屋      チェンジングエリア 

フェンス区画 

積層シート 
靴に付着した放射性物質を 
持込まないように設置する。 

ヘルメット掛け 

EVA スーツ 

ゴム手袋（外側） 

約 4m 

マスク 

タイベック 

靴

下 

 通路 綿手袋 

ゴム手袋（内側） 

棚 

バリア 

緊急時 
対策所 約 22m 

約 8m 

簡易シャワー 
身体に付着した放射性物質の除染
は，原則拭き取りにより実施するが，
拭き取れない場合を考慮し，あらかじ
め準備する。 

 

乾電池内蔵型照明 
チェンジングエリア内の照度 
を確保する。 

通路 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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ｂ.チェンジングエリア用資機材 

チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチェンジングエリアの補

修や汚染によるシート張替え等も考慮して，第 2表，第 4図のとおりとする。チェ

ンジングエリア用資機材は，チェンジングエリア付近に保管する。 

 

第 2 表  緊急時対策所チェンジングエリア用資機材 

名称 数量 根拠 

養生シート（床用） 8 巻※１ 

チェンジングエリア設営 

及び補修に必要な数量 

養生シート（壁用） 12 巻※２ 

バリア 9 個※３ 

フェンス 24 個※４ 

積層シート 3 枚 

棚 2 台 

ヘルメット掛け 1 台 

ゴミ箱 7 個 

ポリ袋 100 枚 

テープ 5 巻 

ウエス 2 箱 

ウェットティッシュ 50 個 

はさみ 3 個 

カッター 3 個 

マジック 3 本 

除染エリア用ハウス 1 式※５ 

簡易シャワー 1 台※６ 

簡易タンク 1 台※７ 

トレイ 1 個 

バケツ 2 個 

乾電池内蔵型照明 6台（予備 2台） 

※１：仕様 1,800mm×50m／巻 

※２：仕様 2,100mm×25m／巻 

※３：仕様 900mm×240mm×235mm／個（アルミ製） 

※４：仕様 1,200mm×900mm×25mm／個（アルミ製） 

※５：仕様 1,100mm×1,100mm×1,950mm／式（折りたたみ式，布製） 

※６：仕様 タンク容量 7.5リットル（手動ポンプ式） 

※７：仕様 タンク容量 20リットル（ポリタンク） 
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第 4 図 緊急時対策所チェンジングエリア用資機材 

  

 
バリア 

＜仕様＞ 

900mm×240mm×235mm／個 

（アルミ製） 

 
フェンス 

＜仕様＞ 

1,200mm×900mm×25mm／個 

（アルミ製） 

 
除染エリア用ハウス 

＜仕様＞ 

1,100mm×1,100mm×1,950mm 

（折りたたみ式，ポリエステル製） 

 
簡易シャワー 

＜仕様＞ 

容量 7.5リットル 

（手動ポンプ式） 

 
ポリタンク 

＜仕様＞ 

容量 20リットル 

（ポリタンク） 

 
養生シート（床用） 

＜仕様＞ 

1,800mm×50m/巻 

 
養生シート（壁用） 

＜仕様＞ 

2,100mm×25m/巻 
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５．チェンジングエリアの運用 

（出入管理，脱衣，身体サーベイ，除染，着衣，汚染管理，廃棄物管理，環境管理） 

 

ａ.出入管理 

チェンジングエリアは，緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，緊急時対策所に待機していた要員が，緊急時対策所外で作業を行

った後，再度，緊急時対策所に入室する際等に利用する。緊急時対策所外は，放射

性物質により汚染しているおそれがあることから，緊急時対策所外で活動する要員

は防護具を着用し活動する。 

チェンジングエリアのレイアウトは第 3図のとおりであり，チェンジングエリア

には下記の①から④のエリアを設けることで緊急時対策所内への放射性物質の持

込みを防止する。 

 

① 下足エリア 

靴及びヘルメット等を着脱するエリア 

② 脱衣エリア 

防護具類を適切な順番で脱衣するエリア 

③ サーベイエリア 

防護具類を脱衣した要員の身体や物品のサーベイを行うエリア 

汚染が確認されなければ緊急時対策所内へ移動する。 

④ 除染エリア 

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行うエリア 
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ｂ.脱衣 

チェンジングエリアにおける防護具類の脱衣手順は以下のとおり。 

①下足エリアで，靴，ヘルメット，ゴム手袋外側，ＥＶＡスーツ等を脱衣する。 

②脱衣エリアで，タイベック，マスク，ゴム手袋内側，帽子，靴下，綿手袋を

脱衣する。 

なお，チェンジングエリアでは，放射線管理班員が要員の脱衣状況を適宜確認

し，指導，助言，防護具類の脱衣の補助を行う。 

 

ｃ. 身体サーベイ 

チェンジングエリアにおける身体サーベイ手順は以下のとおり。 

①脱衣後，サーベイエリアに移動する。 

②サーベイエリアにて身体サーベイを受ける。 

③汚染基準を満足する場合は，緊急時対策所へ入室する。汚染基準を超える場

合は，除染エリアに移動する。 

なお，放射線管理班員でなくても身体サーベイができるように身体サーベイの

手順について図示等を行う。また，放射線管理班員は身体サーベイの状況につい

て，適宜確認し，指導，助言をする。 

 

ｄ.除染 

チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。 

①身体サーベイにて汚染基準を超える場合は，除染エリアに移動する。 

②汚染箇所をウェットティッシュで拭き取りする。 

③再度汚染箇所について身体サーベイする。 

④汚染基準を超える場合は，簡易シャワーで除染する（簡易シャワーでも汚染基

準を超える場合は，汚染箇所を養生し，再度除染ができる施設へ移動する。）。 
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ｅ.着衣 

防護具類の着衣手順は以下のとおり。 

①緊急時対策所内で，綿手袋，靴下，帽子，タイベック，マスク，ゴム手袋内

側，ゴム手袋外側等を着衣する。 

②下足エリアで，ヘルメット，靴を着用する。放射線管理班員は，要員の作業

に応じて，ＥＶＡスーツ等の着用を指示する。 

 

ｆ.汚染管理 

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サーベイエリアに隣接し

た除染エリアで要員の除染を行う。 

要員の除染については，ウェットティッシュでの拭き取りによる除染を基本と

するが，拭き取りにて除染できない場合も想定し，汚染箇所への水洗によって除

染が行えるよう簡易シャワーを設ける。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，第 5 図のとおり必要に応じてウエスへ染み

込ませる等により固体廃棄物として処理する。 

 

 

第 5図  除染及び汚染水処理イメージ図 

サーベイエリアにて、汚染確認 

除染エリア 

緊急時 

対策所等 
【除染①】 

ウェットティッシュによる 

拭き取り 

【除染②】 

簡易シャワーによる洗浄 
汚染拡大防止処置 

     

テープ等で養生 

移動 

移
動
後
、
再
度
除
染
が
で
き
る
施
設
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ポリ袋 
ウエス 

除染不可 

ウェット 
ティッシュ 

ゴミ箱 

トレイ 

汚染エリア用 
ハウス 

除染不可 

表面汚染密度
測定用サーベ
イメータ 

汚染箇所 

移動 
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ｇ.廃棄物管理 

緊急時対策所外で活動した要員が脱衣した防護具については，チェンジングエ

リア内に留め置くとチェンジングエリア内の線量率の上昇及び汚染拡大へつなが

る要因となることから，適宜チェンジングエリア外に持ち出しチェンジングエリ

ア内の線量率の上昇及び汚染拡大防止を図る。 

 

ｈ. 環境管理 

放射線管理班員は，チェンジングエリア内の表面汚染密度，線量率及び空気中

放射性物質濃度を定期的（1 回/日以上）に測定し，放射性物質の異常な流入や拡

大がないことを確認する。 

プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開する際には，表面汚染

密度，線量率及び空気中放射性物質濃度の測定を実施し，必要に応じチェンジン

グエリアの除染を実施する。なお，測定及び除染を行った要員は，脱衣エリアに

て脱衣を行う。 

 



1.18-85 

 

添付資料 1.18.4(27) 

 

６．チェンジングエリアに係る補足事項 

ａ.チェンジングエリアの設営状況 

チェンジングエリアは，下足エリア，脱衣エリア及びサーベイエリアの境界をバ

リア等により区画する。チェンジングエリアの設営状況は第 6 図のとおりである。 

チェンジングエリア内は，必要に応じて汚染の除去の容易さの観点から養生シー

トを貼ることとし，一時閉鎖となる時間を短縮している。また，養生シート等に損

傷が生じた際は，速やかに補修が行えるよう補修用の資機材を準備する。 

 

 

 

 

第 6図  チェンジングエリア設営状況 
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ｂ.チェンジングエリアへの空気の流れ 

（a）緊急時対策所チェンジングエリア 

緊急時対策所チェンジングエリアは，一定の気密性が確保された緊急時対策

建屋内に設置し，第 7 図のように，汚染の区分ごとにエリアを区画し，汚染を

管理する。 

また，更なる被ばく低減のため，チェンジングエリアは，緊急時対策建屋非

常用送風機及び緊急時対策非常用フィルタ装置の運転による換気を行い，チェ

ンジングエリアに第 7 図のように空気の流れをつくることで脱衣を行うホット

エリア等の空気によるサーベイエリア側への汚染拡大を防止する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

第 7図  緊急時対策所チェンジングエリアの空気の流れ 
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ｃ.チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について 

緊急時対策所に入室しようとする要員に付着した汚染が，他の要員に伝播するこ

とがないようサーベイエリアにおいて要員の汚染が確認された場合は，汚染箇所を

養生するとともに，サーベイエリア内に汚染が移行していないことを確認する。 

サーベイエリア内に汚染が確認された場合は，一時的にチェンジングエリアを閉

鎖するが，速やかに養生シートを張り替える等により，要員の出入りに大きな影響

は与えないようにする。ただし，緊急時対策所から緊急に現場に行く必要がある場

合は，張り替え途中であっても，退室する要員は防護具を着用していることから，

退室することは可能である。 

また，緊急時対策所への入室の動線と退室の動線を分離することで，脱衣時の接

触を防止する。なお，緊急時対策所から退室する要員は，防護具を着用しているた

め，緊急時対策所に入室しようとする要員と接触したとしても，汚染が身体に付着

することはない。 

 

７．汚染の管理基準 

第 3表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準により運用する。 

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，第 3表の管理基準での運

用が困難となった場合は，バックグラウンドと識別できる値を設定する。 
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第 3表  汚染の管理基準 

状況 汚染の管理基準※１ 根拠等 

状
況
① 

屋外（発電所構内
全般）へ少量の放
射性物質が漏えい
又は放出されるよ
うな原子力災害時 

1,300cpm※2 

法令に定める表面汚染密
度限度（アルファ線を放出
しない放射性同位元素の
表 面 汚 染 密 度 限 度 ：
40Bq/cm2）の 1/10 

状

況
② 

大規模プルームが

放出されるような
原子力災害時 

40,000cpm※3 
原子力災害対策指針にお
けるＯＩＬ４に準拠 

13,000cpm※4 
原子力災害対策指針にお
けるＯＩＬ４【1ヶ月後の
値】に準拠 

※１：計測器の仕様や校正により計数率が異なる場合は，計測器ごとの数値を確
認しておく。また，測定する場所のバックグラウンドに留意する必要があ
る。 

※２：4Bq/cm2相当。 
※３：120Bq/cm2 相当。バックグラウンドが高い状況下に適用。バックグラウン

ドの影響が相対的に小さくなる数値のうち，最低の水準（バックグラウン
ドのノイズに信号が埋まらないレベルとして 3倍程度の余裕を見込む水準）
として設定（13,000×3≒40,000cpm）。 

※４：40Bq/cm2相当（放射性よう素の吸入により小児の甲状腺等価線量が 100mSv
に相当する内部被ばくをもたらすと想定される体表面密度）。 
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８．乾電池内蔵型照明 

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合に乾電池内蔵型照明

を使用する。乾電池内蔵型照明は，脱衣，身体サーベイ，除染時に必要な照度（1

ルクス以上）を確保するために第 4表に示す数量及び仕様とする。 

 

第 4 表  チェンジングエリアの乾電池内蔵型照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保管場所 数量 仕様 

乾電池内蔵型照明 

緊急時対策建屋内 6台（予備 2台） 

電源：乾電池（単一×4） 

点灯可能時間： 約11時間 

（ 消灯した場合，予備を 

点灯させ， 乾電池交換 

を実施する。）  



1.18-90 

 

添付資料 1.18.4(32) 

 

９．チェンジングエリアのスペースについて 

緊急時対策所における現場作業を行う要員は，プルーム通過直後に作業を行うこ

とを想定している要員数 20名を考慮し，同時に 20名の要員がチェンジングエリ

ア内に収容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に 20 名の要員が来た場

合，全ての要員が緊急時対策所に入りきるまで約 34分であり，全ての要員が汚染

している場合（局所的に汚染し，拭き取りによる除染を行う者を 14名，広範囲に

汚染し，簡易シャワーによる除染を行う者を 6名と想定）でも約 87分であること

を確認している。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリアに来た場合でもチェ

ンジングエリアは建屋内に設置しており，緊急時対策建屋入口からチェンジングエ

リアまでは要員が待機できる場所があることから，屋外での待機はなく不要な被ば

くを防止することができる。 

 

10．放射線管理班の緊急時対応のケーススタディー 

放射線管理班は，チェンジングエリアの設営以外に，可搬型代替モニタリング設

備の設置(最大 380 分)，可搬型モニタリング設備の設置（最大 90 分），代替気象観

測設備の設置(210 分)を行うことを想定している。これら対応項目の優先順位につ

いては，放射線管理班長が状況に応じ判断する。以下にタイムチャートの例を示す。 

例えば，平日の勤務時間帯に事故が発生した場合（ケース①）には，チェンジン

グエリアの設営を優先し，次に可搬型代替モニタリング設備等の設置を行うことに

なる。また，夜間・休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が発生した場合で，原子

力災害対策特別措置法第 10 条発生直後から周辺環境が汚染してしまうような事象

が発生した場合（ケース②）は，参集に 12 時間かかるとして，参集要員の放射線

管理班６名が参集後，チェンジングエリアの設営を優先し，次に可搬型代替モニタ

リングポスト等の設置を行うことになる。 
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・ケース①（平日の勤務時間帯の場合） 

 
 

 

・ケース②（夜間・休日（平日の勤務時間帯以外）に事故が発生した場合） 

 
 

 

 

対応項目 要員

状況把握（モニタリングポストなど） 放射線管理班 2(A)

可搬型代替モニタリング設備の設置 放射線管理班 2(A)

可搬型モニタリング設備の設置 放射線管理班 2(B)

代替気象観測設備の設置 放射線管理班 2(C)

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理班 2(B)

中央制御室チェンジングエリアの設営 放射線管理班 2(C)

経過時間［時間］ 126 7 8 9 10 110 1 2 3 4 5

60

参
集
前

参
集
後

事象発生
▼

要員参集
▼

１０条
▼

対応項目 要員

状況把握（モニタリングポストなど） 放射線管理班 2(A)

可搬型代替モニタリング設備の設置 放射線管理班 2(A)

可搬型モニタリング設備の設置 放射線管理班 2(B)

代替気象観測設備の設置 放射線管理班 2(C)

緊急時対策所チェンジングエリアの設営 放射線管理班 2(B)

中央制御室チェンジングエリアの設営 放射線管理班 2(C)

経過時間［時間］ 19 20 21 220 12 13 14 15 16 17 18

0 6

参
集
前

参
集
後

事象発生

▼

１０条
▼

要員参集

▼
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添付 4-6 飲料水，食料等 

１．飲料水，食料 

重大事故等対策要員が，少なくとも外部からの支援なしに 7日間の活動を可能と

するために，緊急時対策所に必要な資機材を配備することとしている。 

また，プルーム通過中に緊急時対策所から退出する必要がないように，余裕数を

見込んでとどまる要員の 1日分以上の食料及び飲料水を緊急時対策所内に保管する。 

緊急時対策所に以下の数量を保管する。 

 

品名 保管数 考え方 

食料 2,100食 
100名（60名（本部要員38名＋余裕）＋現場要

員40名）×７日×３食＝2,100 

飲料水（1.5リットル） 1,400本 
100 名（60 名（本部要員 38 名＋余裕）＋現場

要員 40名）×７日×２本＝1,400 

 

 

２．その他の資機材 

緊急時対策所に以下の数量を保管する。 

品名 保管数 考え方 

酸素濃度計 
２台 

（うち予備 1台） 

緊急時対策所に重大事故等対処設

備として設置する（予備を含む。）。 

二酸化炭素濃度計 
２台 

（うち予備 1台） 

緊急時対策所に重大事故等対処設

備として設置する（予備を含む。）。 

一般テレビ（回線，機器） 1式 

報道や気象情報等を入手するため，

一般テレビ（回線，機器）を配備す

る。 

社内パソコン（回線，機器） 1式 

社内情報共有必要な資料・書類等を

作成するため，社内用パソコンを配

備するともに,必要なインフラ（社

内回線）を整備する。 

簡易トイレ １式 

プルーム通過中に緊急時対策所か

ら退出する必要がないよう，また，

本設のトイレが使用できない場合

に備え，簡易トイレを配備する。 

ヨウ素剤 800錠 

100 名（60 名（本部要員 38 名＋余

裕）＋現場要員 40 名）×（初日 2

錠＋2 日目以降 1 錠／1 日×6 日）

＝800 
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代替電源設備からの給電を確保するための手順等の説明について 

 

添付 5-1  常設代替交流電源設備及び緊急時対策所用代替交流電源設備の起動及び受

電操作について 

 

１．常設代替交流電源設備の起動及び受電操作概要 

外部電源喪失時にガスタービン発電機が自動起動し，非常用ディーゼル発電機の

機能喪失により M/C J 系へ給電できない場合に，ガスタービン発電機からの受電へ

自動で切り替わる。そのため，起動及び受電操作は必要ない。 

 

２．緊急時対策所用代替交流電源設備の起動及び受電操作概要 

電源車を起動したのち,電源車から M/C J 系を受電するための遮断器を「入」と

することで，通常時に使用する所内電源から緊急時対策所用代替交流電源設備から

の受電に切り替える。 

 

３．電源車による給電の必要要員数・実施可能時間 

（１）必要要員数：重大事故等対応要員 3名 

（２）実施可能時間：約 120分 

 

４．系統構成 

緊急時対策所の電源構成は第１図のとおり。 

 

５．電源車による給電手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効性評価タイムチャート上の電源車の起動操作のタイミングについて，雰囲

気圧力・温度静的負荷（格納容器過圧・過温破損）の代替循環冷却を使用する場

合を代表例として記載したものを第２図に示す。 

① 電源車ケーブルを電源車接続口（緊急時対策建屋  ）へ接続するとともに，

燃料配管を電源車に接続を実施。 

② 電源車遮断器を「入」とする。 

③ M/C J系へ移動し，電源車からM/C J系を受電するための遮断器を「入」とす

る。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第１図  緊急時対策建屋 電源構成
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原
子

炉
急

速
減

圧
操

作
1
人

【
A

】
－

・
逃

が
し

安
全

弁
　

２
個

　
手

動
開

放
操

作
５

分

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
確

保
－

－
・
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

復
旧

（
復

旧
が

必
要

な
場

合
）

４
時

間

1
人

【
C

】
－

・
緊

急
送

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
水

位
制

御
適

宜
実

施

－
－

・
緊

急
送

水
ポ

ン
プ

の
監

視
以

降
監

視

減
圧

機
能

確
保

－
2
人

【
D

,E
】

・
高

圧
窒

素
ガ

ス
供

給
系

（
非

常
用

）
　

系
統

構
成

交
流

電
源

確
保

－
2
人

【
D

,E
】

・
交

流
電

源
現

場
調

査
適

宜
実

施

緊
急

時
対

策
所

（
解

析
上

考
慮

せ
ず

）
－

－
・
電

源
車

設
置

(緊
急

時
対

策
所

用
)

電
源

確
保

（
解

析
上

考
慮

せ
ず

）
－

－
・
電

源
車

設
置

(可
搬

型
代

替
交

流
電

源
設

備
用

)

－
－

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

等
　

機
能

回
復

－
－

・
外

部
電

源
　

回
復

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
／

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
系

回
復

操
作

（
解

析
上

考
慮

せ
ず

）

－
－

・
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

／
原

子
炉

補
機

冷
却

海
水

系
　

機
能

回
復

・
ス

キ
マ

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

水
位

調
整

3
0
分

・
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系
　

系
統

構
成

・
再

起
動

1
0
分

1
人

【
B

】
－

・
直

流
電

源
負

荷
切

り
離

し
（
中

央
制

御
室

）
（
１

時
間

以
内

に
実

施
）

５
分

－
2
人

【
D

,E
】

・
直

流
電

源
負

荷
切

り
離

し
（
現

場
）

6
0
分

－
－

・
大

容
量

送
水

ポ
ン

プ
（
タ

イ
プ

Ⅰ
）
の

設
置

，
ホ

ー
ス

の
敷

設
，

接
続

－
－

・
大

容
量

送
水

ポ
ン

プ
（
タ

イ
プ

Ⅰ
）
監

視
以

降
監

視

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）
に

よ
る

淡
水

貯

水
槽

か
ら

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ

の
補

給
－

－
・
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

補
給

適
宜

実
施

1
人

【
A

】
－

・
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

　
系

統
構

成
1
0
分

－
2
人

【
D

,E
】

・
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

　
系

統
構

成
（
現

場
操

作
）

1
.3

時
間

－
－

・
可

搬
型

設
備

保
管

場
所

へ
の

移
動

・
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

水
系

準
備

 （
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
及

び
大

容
量

送
水

ポ
ン

プ
（
タ

イ
プ

Ⅰ
）
の

設
置

，
ホ

ー

ス
敷

設
，

接
続

）

－
2
人

【
D

,E
】

・
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

水
系

接
続

後
の

原
子

炉
補

機
冷

却
水

空
気

抜
き

5
0
分

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
水

系

運
転

－
－

・
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
の

起
動

，
監

視
以

降
監

視

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備

受
電

操
作

2
人

【
A

,B
】

－
・
非

常
用

交
流

電
源

受
電

操
作

５
分

・
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
自

動
起

動
確

認
５

分

・
中

央
制

御
室

換
気

空
調

系
起

動
1
0
分

残
留

熱
除

去
系

起
動

操
作

1
人

【
B

】
－

・
残

留
熱

除
去

系
（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

冷
却

モ
ー

ド
）
起

動
1
0
分

残
留

熱
除

去
系

　
原

子
炉

注
水

操
作

1
人

【
B

】
－

・
残

留
熱

除
去

系
　

注
入

弁
操

作
適

宜
実

施

残
留

熱
除

去
系

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
冷

却
操

作

1
人

【
B

】
－

・
残

留
熱

除
去

系
　

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
冷

却
弁

操
作

適
宜

実
施

燃
料

補
給

準
備

－
－

・
可

搬
型

設
備

保
管

場
所

へ
の

移
動

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
移

送
（
緊

急
送

水
ポ

ン
プ

へ
の

補
給

準
備

）

燃
料

補
給

－
－

・
緊

急
送

水
ポ

ン
プ

へ
の

給
油

適
宜

実
施

燃
料

補
給

準
備

－
－

・
可

搬
型

設
備

保
管

場
所

へ
の

移
動

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
移

送
（
大

容
量

送
水

ポ
ン

プ
等

へ
の

補
給

準
備

）

－
－

・
大

容
量

送
水

ポ
ン

プ
(タ

イ
プ

Ⅰ
)へ

給
油

適
宜

実
施

－
－

・
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

水
系

へ
給

油
適

宜
実

施

直
流

電
源

確
保

- -

低
圧

代
替

注
水

系
（
可

搬
型

）
緊

急
送

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
原

子
炉

注
水

操
作

交
流

電
源

回
復

操
作

（
解

析
上

考
慮

せ
ず

）

低
圧

代
替

注
水

系
（
可

搬
型

）
緊

急
送

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
原

子
炉

注
水

準
備

操
作

２
時

間

1
人 J

6
人

K
,L

,O
～

R

-

3
人

【
P

～
R

】

-

3
人

【
O

～
Q

】

-

1
人

【
C

】
－

備
考

5
0
m

2
6
ｈ

作
業

項
目

状
況

判
断

3
人

A
,B

,C
－

2
8
ｈ

1
0
分

1
2
0
m

7
0
m

6
d

1
4
ｈ

2
5
ｈ

1
2
ｈ

2
0
ｈ

1
6
h

3
0
m

4
ｈ

2
0
m

被
ば

く
低

減
操

作

（
解

析
上

考
慮

せ
ず

）

低
圧

代
替

注
水

系
（
可

搬
型

）
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

と
す

る
た

め
の

原
子

炉
・
格

納
容

器
下

部
注

水
接

続
口

へ
の

接
続

を
含

む

-6
人

【
D

～
I】

2
人

【
B

,C
】

-

代
替

注
水

等
確

保

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
水

系

準
備

操
作

1
人

【
A

】
－

- --

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

残
量

に
応

じ
て

適
宜

軽
油

タ
ン

ク
か

ら
補

給

対
応

可
能

な
要

員
に

よ
り

対
応

す
る

対
応

可
能

な
要

員
に

よ
り

対
応

す
る

９
時

間

水
源

管
理

値
ま

で
は

余
裕

時
間

あ
り

６
時

間

2
3
ｈ

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

残
量

に
応

じ
て

適
宜

軽
油

タ
ン

ク
か

ら
補

給

1
8
h

作
業

時
間

が
最

大
と

な
る

ル
ー

ト
を

設
定

復
旧

が
不

要
な

場
合

は
以

降
の

作
業

の
余

裕
時

間
と

な
る

2
7
ｈ

-

4
0
m

-

2
人

【
M

,N
】

2
人

【
M

,N
】

- 2
人

M
,N

9
0
m

1
0
0
m

1
1
0
m

-

1
4
0
分

2
4
ｈ

8
0
m

燃
料

プ
ー

ル
水

温
「
6
5
℃

」
以

下
維

持

要
員

を
確

保
し

て
対

応
す

る

対
応

可
能

な
要

員
に

よ
り

対
応

す
る

燃
料

プ
ー

ル
水

温
「
6
5
℃

」
以

下
維

持

要
員

を
確

保
し

て
対

応
す

る

経
過

時
間

（
日

）
経

過
時

間
（
時

間
）

5
ｄ

4
d

2
ｄ

3
d

7
d

1
0
ｈ

実
施

箇
所

・
必

要
人

員
数

6
0
m

1
0
m

作
業

の
内

容

重
大

事
故

等
対

応
要

員

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

(分
）

1
人

【
A

】

1
4
0
分

2
人

【
P

,Q
】

3
人

【
G

～
I】

燃
料

補
給

6
ｈ

8
ｈ

－

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
　

再
開

（
解

析
上

考
慮

せ
ず

）
-

4
5
分

２
時

間

－ － -9
人

【
Ａ

～
Ｉ】

－－ -
5
0
分

3
0
分

適
宜

実
施

9
人

Ａ
～

Ｉ

▽
約

9
5
分

低
圧

代
替

注
水

系
（
可

搬
型

）

緊
急

送
水

ポ
ン

プ
準

備
完

了

逃
が

し
安

全
弁

に
よ

る
原

子
炉

減
圧

低
圧

代
替

注
水

系
（
可

搬
型

）緊
急

送
水

ポ
ン

プ

に
よ

る
原

子
炉

注
水

開
始

▽
追

而
原

子
炉

水
位

低

（
レ

ベ
ル

２
）
到

達

▽
事

象
発

生

▽
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

▽
約

1
0
時

間
大

容
量

送
水

ポ
ン

プ
（タ

イ
プ

Ⅰ
）

準
備

完
了

▽
約

1
9
時

間
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

水
系

準
備

完
了

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
に

よ
る

原
子

炉
注

水
開

始
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

補
給

開
始

▽
約

2
4
時

間
常

設
代

替
交

流
電

源
設

備
よ

り
受

電

▽
約

2
4
.8

時
間

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
水

系
起

動

▽
2
5
時

間
残

留
熱

除
去

系
（サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

冷
却

モ
ー

ド
）
開

始

レ
ベ

ル
８

ま
で

注
水

後
は

，
適

宜
原

子
炉

注
水

と
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

冷
却

の
切

替
え

を
繰

り
返

し
実

施

原
子

炉
水

位
は

レ
ベ

ル
３

～
レ

ベ
ル

８
で

維
持

▽
追

而
原

子
炉

圧
力

1
.0

4
M

P
a

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
機

能
喪

失
確

認

原
子

炉
注

水
喪

失

▽
約

１
時

間
直

流
電

源
負

荷
切

り
離

し

（
中

央
制

御
室

）

▽
約

８
時

間
直

流
電

源
負

荷
切

り
離

し
（現

場
）

第
２
図
 
有
効
性
評
価
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
格
納
容
器
破
損
・
加
温
破
損
）
上
の
電
源
車
起
動
タ
イ
ミ
ン
グ

 

２
時
間
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５．連続運転時間及び要求される負荷 

電源設備の仕様は，第 1表のとおり。また，緊急時対策建屋の必要な負荷は第 2

表のとおり。 

 

第１表  電源設備の仕様 

 

第２表  緊急時対策建屋 必要な負荷 

負荷名称 負荷容量(kVA) 

換気空調設備 約 212kVA 

照明設備（コンセント負荷含む） 約 47kVA 

通信連絡設備 約 5kVA 

充電器盤（安全パラメータ表示システム

（SPDS），通信連絡設備含む） 
約 79kVA 

その他負荷 約 28kVA 

合計 約 371kVA 

 

緊急時対策建屋の負荷リストは，最大約 371kVA であり，非常用ディーゼル発電

機 2B（7,625kVA），ガスタービン発電機２個（4,500kVA/個）電源車（400kVA）によ

り給電可能な設計としている。 

電源車の燃料系統は，緊急時対策所軽油タンク２個（20kL）配管等で構成される。

緊急時対策所軽油タンクは，緊急時対策建屋内に設置され，重大事故等時に電源車

を用いて緊急時対策建屋に電源供給（保守的に定格運転を想定）した場合，緊急時

対策所軽油タンク２個にて約７日間の連続運転が可能な容量を有する。 

  万一の故障への対応として，緊急時対策建屋の電源構成は２重化しており，片系

の電源系統の故障においても緊急対策所の機能を喪失することがない設計とする。 

 

  

 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設

備 

緊急時対策所用代替交流 

電源設備 

非常用ディーゼル発電

機 

ガスタービン発電機 電源車 

容

量 

7,625kVA/個 4,500kVA/個 400kVA/個 

電

圧 

6.9kV 6.9kV 6.9kV 

力

率 

0.8 0.8 0.85 

個

数 

1個 

備考：非常用ディーゼル

発電機 2B 

2個 2個（うち予備 1） 
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手順のリンク先について 

 

緊急時対策所の居住性等に関する手順等について，手順のリンク先を以下に取りま

とめる。 

 

１．1.18.1(2)ｂ．手順等 

・給電が必要になる設備 

＜リンク先＞ 1.19.1(2)ｃ．手順等（第 1.19.3表  審査基準における要求事項ご

との給電対象設備） 

 

２．1.18.2.1(2)ｂ．その他の手順項目にて考慮する手順 

＜リンク先＞ 1.17.2.1(1)  モニタリングポストによる放射線量の測定 

1.17.2.1(2)  可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及

び代替測定 

 

３．1.18.2.2(3) 通信連絡に関する手順等 

＜リンク先＞ 1.19.2.1(1)  発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うための手順等 

1.19.2.2(1)  発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うための手順等 

1.19.2.3     代替電源設備から給電する手順等 
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1.19 通信連絡関すࡿ手㡰等 

 

＜ 目  次 ＞ 

 

1.19.1 対応手段設備ࡢ選定 

㸦1㸧対応手段設備ࡢ選定ࡢ考え方 
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重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪発電所ࡢ内外ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢ

あࡿ場所通信連絡を行うࡵࡓ㸪必要࡞対処設備を整備し࡚ࡾ࠾㸪ࡣ࡛ࡇࡇ㸪

 。ࡿい࡚説明すࡘ手㡰等ࡓ対処設備を活用しࡢࡇ

࠙要求㡯ࠚ 

 発電用原子炉設置者࠾い࡚㸪重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚発電

用原子炉施設ࡢ内外ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行うࡓ

適ษࡀ方針ࡿࢀࡉ整備ࡣ㸪又ࡿい࡚ࢀࡉ整備適ษࡀ手㡰等࡞必要ࡵ

 。ࡇࡿい࡚ࢀࡉ示

 

࠙解釈ࠚ 

通信場所ࡿあࡢ必要ࡿ通信連絡をすࡢ内外ࡢ発電用原子炉施設ࠕ  1 

連絡を行うࡵࡓ必要࡞手㡰等ࠖࡣ㸪以ୗ掲ࡿࡆ措置又ࢀࡇࡣ

 。手㡰等をいうࡢࡵࡓ措置を行うࡿ効果を有すࡢ同等以ୖࡽ

a) 通信連絡設備ࡣ㸪代替電源設備㸦電池等ࡢ予備電源設備を含ࡴ。㸧 

 。ࡇࡿす給電をྍ能ࡢࡽ

継) 計測等を行ࡓࡗ特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を必要࡞場所࡛共有すࡿ

手㡰等を整備すࡇࡿ。 
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1.19.1 対応手段設備ࡢ選定 

㸦1㸧対応手段設備ࡢ選定ࡢ考え方 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪発電所ࡢ内外ࡢ通信連絡をすࡿ必要

重大故等対処設備対応手段࡞必要ࡵࡓ通信連絡を行う場所ࡿあࡢ

を選定すࡿ。 

 

重大故等対処設備ࡢほ㸪柔軟࡞故対応を行うࡢࡵࡓ対応手段及び

自主対策設備㸨1を選定すࡿ。 

  㸨1 自主対策設備：技術基準ୖࡢ全࡚ࡢ要求㡯を満ࡓすࡇや全࡚ࣉࡢ

ࣛンࢺ状況࠾い࡚使用すࡣࡇࡿ困難࡛あࡀࡿ㸪ࣉ

ࣛンࢺ状況ࡣ࡚ࡗࡼ㸪故対応有効࡞設備。 

 

選定しࡓ重大故等対処設備ࡾࡼ㸪技術的能力審査基準㸦以ୗࠕ審査  

基準ࠖいう。㸧࡞ࡣ࡛ࡅࡔく㸪設置許ྍ基準規則第භ十条及び技術基準

規則第七十七条㸦以ୗࠕ基準規則ࠖいう。㸧ࡢ要求機能を満足すࡿ設備ࡀ

網羅࡚ࢀࡉいࡇࡿを確認すࡶࡿ㸪自主対策設備ࡢ関係を明確す

          。ࡿ

㸦添付資料 1.19.1～1.19.1」㸧 

 

㸦「㸧対応手段設備ࡢ選定ࡢ結果 

審査基準及び基準規則ࡢ要求ࡾࡼ選定しࡓ対応手段㸪そࡢ対応使用 

すࡿ重大故等対処設備及び自主対策設備を以ୗ示す。 

 重大ࡿ使用す設計基準故対処設備㸪対応ࡿ㸪機能喪失を想定す࠾࡞

故等対処設備㸪自主対策設備及び整備すࡿ手㡰ࡘい࡚ࡢ関係を第1.19.1

表㸪第 1.19.「 表示す。 

 

㹟㸬発電所内ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行うࡵࡓ必要࡞

対応手段及び設備 

  㸦a㸧対応手段 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪発電所内ࡢ通信連絡をすࡿ必要 

 。ࡿあࡀ通信連絡を行う手段場所ࡿあࡢ

発電所内࡛㸪重大故等対処すࡵࡓࡿ必要ࢱ࣮ࢹ࡞を伝送し㸪ࣛࣃ

 。ࡿあࡀ手段ࡿを共有すࢱ࣮࣓

計測等を行ࡓࡗ特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を発電所内ࡢ必要࡞場所࡛共有

すࡿ手段ࡀあࡿ。 

発電所内ࡢ通信連絡を行うࡢࡵࡓ設備ࡣ以ୗࡾ࠾ࡢ。 

࣭衛星電話㸦固定㸧 

࣭衛星電話㸦携帯㸧 

 㸦固定㸧ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ࣭
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 㸦携帯㸧ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ࣭

࣭携行型通話装置 

࣭安全ࢱ࣮࣓ࣛࣃ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦SP）S㸧㸨「 

 㸧ࢼࢸ㸦屋外アンࣂ࣮ࢩンࣛࢺ࣭

࣭衛星電話㸦屋外アンࢼࢸ㸧 

࣭無線通信装置 

࣭有線㸦建屋内㸧 

࣭送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報装置を含ࡴ。㸧 

࣭電力保安通信用電話設備 

࣭無線連絡装置㸦固定㸧 

࣭無線連絡装置㸦車載㸧 

㸨「 安全ࢱ࣮࣓ࣛࣃ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦SP）S㸧ࡣ㸪ࢱ࣮ࢹ収集装置㸪SP）S

伝送装置及び SP）S 表示装置ࡾࡼ構成ࡿࢀࡉ。 

 

発電所内ࡢ通信連絡を行うࡵࡓ必要࡞設備ࡣ㸪代替電源設備ࡢࡽ 

給電をྍ能すࡿ手段ࡀあࡿ。 

代替電源設備ࡢࡽ給電を確保すࡢࡵࡓࡿ設備ࡣ以ୗࡾ࠾ࡢ。 

࣭常設代替交流電源設備 

࣭ྍ搬型代替交流電源設備 

࣭緊急時対策所用代替交流電源設備 

࣭代替所内電気設備 

࣭緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 

 

    まࡓ㸪重大故等時使用すࡿ重大故等対処設備㸦設計基準拡張㸧

 。ࡿあࡀ㸪非常用交流電源設備ࡣし࡚

 

  㸦継㸧重大故等対処設備及び自主対策設備 

審査基準及び基準規則要求ࡿࢀࡉ発電所内ࡢ通信連絡を行うࡢࡵࡓ

設備ࡢうࡕ衛星電話㸦固定㸧㸪衛星電話㸦携帯㸧㸪ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧㸪

࣒ࢸࢫࢩ表示ࢱ࣮࣓ࣛࣃ㸦携帯㸧㸪携行型通話装置㸪安全ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ

㸦SP）S㸧㸪ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦屋外アンࢼࢸ㸧㸪衛星電話㸦屋外アンࢼࢸ㸧㸪無

線通信装置㸪有線㸦建屋内㸧㸪常設代替交流電源設備㸪ྍ搬型代替交流電

源設備㸪緊急時対策所用代替交流電源設備㸪代替所内電気設備及び緊急時

対策所用高圧母線Ｊ系ࡣ㸪重大故等対処設備し࡚位置付ࡿࡅ㸦第

1.19.1 図㸧。 

設計基準故対処設備࡛あࡿ㸪非常用交流電源設備ࡣ重大故等対処設

備㸦設計基準拡張㸧し࡚位置付ࡿࡅ。 

以ୖࡢ重大故等対処設備࠾い࡚㸪発電所内ࡢ通信連絡を行うࡀࡇ

ྍ能࡛あࡽࡇࡿ㸪以ୗࡢ設備ࡣ自主対策設備し࡚位置付ࡿࡅ。あわ
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せ࡚そࡢ理由を示す。 

࣭送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報装置を含ࡴ。㸧 

࣭電力保安通信用電話設備 

࣭無線連絡装置㸦固定㸧 

࣭無線連絡装置㸦車載㸧 

ୖ記ࡢ設備ࡣ㸪設計基準対象施設࡛あࡾ基準地震動ࡿࡼ地震力 

対し࡚十ศ࡞耐震性を有し࡚い࡞いࡀ㸪設備ࡀ健全࡛あࡿ場合ࡣ㸪発電

所内ࡢ通信連絡を行うࡢࡵࡓ手段し࡚有効࡛あࡿ。 

 

㹠㸬発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行うࡓ

 対応手段及び設備࡞必要ࡵ

  㸦a㸧対応手段 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡を

すࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行う手段ࡀあࡿ。 

国ࡢ緊急時対策支援࣒ࢸࢫࢩ㸦＊RSS㸧等へ必要ࢱ࣮ࢹ࡞を伝送し㸪ࣛࣃ

 。ࡿあࡀ手段ࡿを共有すࢱ࣮࣓

計測等を行ࡓࡗ特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を発電所外㸦社内外㸧ࡢ必要࡞場

所࡛共有すࡿ手段ࡀあࡿ。 

発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡を行うࡢࡵࡓ設備ࡣ以ୗࡾ࠾ࡢ。 

 

࣭衛星電話㸦固定㸧 

࣭衛星電話㸦携帯㸧 

࣭統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備 

 「伝送設備㸨ࢱ࣮ࢹ࣭

࣭衛星電話㸦屋外アンࢼࢸ㸧 

࣭衛星通信装置 

࣭有線㸦建屋内㸧 

࣭局線加入電話設備 

࣭電力保安通信用電話設備 

࣭社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ 

࣭専用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧 

㸨」 ࢱ࣮ࢹ伝送設備ࡣ㸪SP）S 伝送装置ࡾࡼ構成ࡿࢀࡉ。 

 

発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡を行うࡵࡓ必要࡞設備ࡣ㸪代替電源

設備ࡢࡽ給電をྍ能すࡿ手段ࡀあࡿ。 

代替電源設備ࡢࡽ給電を確保すࡢࡵࡓࡿ設備ࡣ以ୗࡾ࠾ࡢ。 

࣭常設代替交流電源設備 

࣭ྍ搬型代替交流電源設備 

࣭緊急時対策所用代替交流電源設備 
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࣭代替所内電気設備 

࣭緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 

まࡓ㸪重大故等時使用すࡿ重大故等対処設備㸦設計基準拡張㸧

し࡚ࡣ㸪非常用交流電源設備ࡀあࡿ。 

 

  㸦継㸧重大故等対処設備及び自主対策設備 

審査基準及び基準規則要求ࡿࢀࡉ発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡を

行うࡢࡵࡓ設備ࡢうࡕ衛星電話㸦固定㸧㸪衛星電話㸦携帯㸧㸪統合原子力防

災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備㸪ࢱ࣮ࢹ伝送設備㸪衛星電話㸦屋外

アンࢼࢸ㸧㸪衛星通信装置㸪有線㸦建屋内㸧㸪常設代替交流電源設備㸪ྍ搬

型代替交流電源設備㸪緊急時対策所用代替交流電源設備㸪代替所内電気設

備及び緊急時対策所用高圧母線Ｊ系ࡣ㸪重大故等対処設備し࡚位置付

㸦第ࡿࡅ 1.19.1 図㸧。 

設計基準故対処設備࡛あࡿ㸪非常用交流電源設備ࡣ重大故等対処設

備㸦設計基準拡張㸧し࡚位置付ࡿࡅ。 

以ୖࡢ重大故等対処設備࠾い࡚㸪発電所外ࡢ通信連絡を行うࡇ

あ。ࡿࡅし࡚位置付自主対策設備ࡣ設備ࡢ㸪以ୗࡽࡇࡿ能࡛あྍࡀ

わせ࡚そࡢ理由を示す。 

࣭局線加入電話設備 

࣭電力保安通信用電話設備 

࣭社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ 

࣭専用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧 

ୖ記ࡢ設備ࡣ㸪設計基準対象施設࡛あࡾ基準地震動ࡿࡼ地震力 

対し࡚十ศ࡞耐震性を有し࡚い࡞いࡀ㸪設備ࡀ健全࡛あࡿ場合ࡣ㸪発

電所内ࡢ通信連絡を行うࡢࡵࡓ手段し࡚有効࡛あࡿ。 

 

㹡㸬手㡰等 

ୖ記 a.及び 継.ࡾࡼ選定しࡓ対応手段係ࡿ手㡰を整備すࡿ。 

し࡚重大故等対応要領書対応ࡢ㸪重大故等対策要員㸨4ࡣ手㡰ࡢࡽࢀࡇ

㸦第ࡿࡵ定 1.19.1 表㸪第 1.19.「 表㸧。 

まࡓ㸪給電ࡀ必要ࡿ࡞設備ࡘい࡚ࡶ整備すࡿ㸦第 1.19.」 表㸧。 

㸨4 重大故等対策要員：重大故等時࠾い࡚発電所࡚原子力災害対

策活動を行う要員。 
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1.19.「 重大故等時ࡢ手㡰等 

1.19.「.1  発電所内ࡢ通信連絡 

㸦1㸧発電所内ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行うࡢࡵࡓ手㡰等 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡾࡼ㸪

発電所内ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行う。 

まࡓ㸪安全ࢱ࣮࣓ࣛࣃ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦SP）S㸧ࡾࡼ㸪発電所内ࡢ必要࡞場

所へ重大故等対処すࡵࡓࡿ必要ࢱ࣮ࢹ࡞を伝送し㸪ࢱ࣮࣓ࣛࣃを共有

すࡿ。 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡾࡼ㸪

重大故等対策要員ࡀ㸪中央制御室㸪中央制御室待避所㸪屋内外ࡢ現場㸪緊

急時対策所ࡢ間࡛相互通信連絡を行うࡵࡓ㸪衛星電話設備㸪無線連絡

設備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧㸪携行型通話装置㸪送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報装置

を含ࡴ。㸧㸪電力保安通信用電話設備及び無線連絡設備㸦無線連絡装置㸧を使

用すࡿ手㡰を整備すࡿ。 

まࡓ㸪安全ࢱ࣮࣓ࣛࣃ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦SP）S㸧ࡾࡼ㸪緊急時対策所へ重大

故等対処すࡵࡓࡿ必要ࢱ࣮ࢹ࡞を伝送し㸪ࢱ࣮࣓ࣛࣃを共有すࡵࡓࡿ

 。ࡿ手㡰を整備すࡿ㸦SP）S㸧を使用す࣒ࢸࢫࢩ表示ࢱ࣮࣓ࣛࣃ㸪安全

 

a. 作業着手ุࡢ断基準 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪通信連絡設備㸦発電所内㸧及び安全

ࡢ必要ࡿ通信連絡をすࡢ㸪発電所内ࡾࡼ㸦SP）S㸧࣒ࢸࢫࢩ表示ࢱ࣮࣓ࣛࣃ

あࡿ場所通信連絡を行う場合。 

 

継. 操作手㡰 

 (a)衛星電話設備 

 中央制御室又ࡣ中央制御室待避所ࡢ運転員及び緊急時対策所ࡢ重大

故等対策要員ࡣ㸪衛星電話㸦固定㸧を使用すࡿ。現場㸦屋外㸧ࡢ重大

故等対策要員並び放射能観測車࡛ࣔࣜࢱࢽンࢢを行う重大故等対策

要員ࡣ㸪衛星電話㸦携帯㸧を使用すࡢࡽࢀࡇ。ࡿ衛星電話設備を用い࡚

相互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. 衛星電話㸦固定㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪一般ࡢ電話機

 。ࡿイࣖࣝし㸪連絡すࢲ電話番号をࡢ㸪通信先ࡾࡼ操作ࡢ同様

Ϲ. 衛星電話㸦携帯㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪屋外࡛電源を

 。ࡿ信状態を確認すཷࡢ入ࠖ操作し㸪電波ࠕ

ղ 充電式電池ࡢ残量ࡀ少࡞い場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ予備ࡢ充電式電池

 。ࡿ交換す
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ճ 一般ࡢ携帯型電話機同様ࡢ操作ࡾࡼ㸪通信先ࡢ電話番号をࢲイࣖ

ࣝし㸪連絡すࡿ。 

մ 使用中充電式電池ࡢ残量ࡀ少࡞くࡓࡗ࡞場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ予

備ࡢ充電式電池交換すࡿ。 

յ 使用後ࡣ㸪屋外࡛電源をࠕษࠖ操作すࡿ。 

 

(継)無線連絡設備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧 

中央制御室又ࡣ中央制御室待避所ࡢ運転員及び緊急時対策所ࡢ重大故

等対策要員ࡣ㸪ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧を使用すࡿ。現場㸦屋外㸧ࡢ重大

故等対策要員ࡣ㸪ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦携帯㸧を使用すࡢࡽࢀࡇ。ࡿ無線連絡設

備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧を用い࡚相互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪以

ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪電源をࠕ入ࠖ

操作し㸪使用前ࡾྲྀ決ࡓࡵ通話ࣕࢳンネࣝ設定し࡛ୖࡓ通話࣎

 。ࡿンを押し㸪連絡すࢱ

 

Ϲ. ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦携帯㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪屋外࡛電源

をࠕ入ࠖ操作し㸪電波ཷࡢ信状態を確認すࡿ。 

ղ 充電式電池ࡢ残量ࡀ少࡞い場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ予備ࡢ充電式電

池交換すࡿ。 

ճ 使用前ࡾྲྀ決ࡓࡵ通話ࣕࢳンネࣝ設定し࡛ୖࡓ㸪通話ࢱ࣎ンを

押し㸪連絡すࡿ。 

մ 使用中充電式電池ࡢ残量ࡀ少࡞くࡓࡗ࡞場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ

予備ࡢ充電式電池交換すࡿ。 

յ 使用後ࡣ㸪屋外࡛電源をࠕษࠖ操作すࡿ。 

 

(続)携行型通話装置 

中央制御室ࡢ運転員及び現場㸦屋内㸧ࡢ運転員ࡣ㸪携行型通話装置を使

用すࡢࡽࢀࡇ。ࡿ携行型通話装置を用い࡚相互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対

応し࡚㸪以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

i. 携行型通話装置 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪使用すࡿ

携行型通話装置ࡶ予備ࡢ乾電池を携行すࡿ。 

ղ 使用場所࡚㸪最寄ࡢࡾ壁面設置࡚ࢀࡉいࡿ専用接⥆箱ࡾࡼ接

入ࠖࠕ後㸪電源をࡓ出し㸪携行型通話装置へ接⥆しࡁを引ࣝࣈ࣮ࢣ⥆

操作すࡿ。 
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ճ 携行型通話装置ࠕࡢ（ALLࠖࢫイッࢳを押し࡚相手先を呼び出し㸪

連絡すࡿ。 

մ 使用中乾電池ࡢ残量ࡀ少࡞くࡓࡗ࡞場合ࡣ㸪予備ࡢ乾電池交

換すࡿ。 

 

㸦こ)安全ࢱ࣮࣓ࣛࣃ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦SP）S㸧 

収集装置及びࢱ࣮ࢹ SP）S 伝送装置ࡾࡼ㸪緊急時対策所ࡢ SP）S 表示装

置へ㸪必要ࡢࢱ࣮ࢹ࡞伝送を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. ࢱ࣮ࢹ収集装置及び SP）S 伝送装置 

常時伝送を行うࡵࡓ㸪通常操作ࡣ必要࡞い。࠾࡞㸪中央制御室等࡛警

報を常時監視すࡿ。 

 

Ϲ. SP）S 表示装置 

操作手㡰ࡣ㸪1.18ࠕ 緊急時対策所ࡢ居住性等関すࡿ手㡰等 整࡚ࠖ

備すࡿ。 

 

㸦ご)送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報装置を含ࡴ。㸧 

中央制御室又ࡣ中央制御室待避所ࡢ運転員㸪緊急時対策所ࡢ重大故等

対策要員㸪現場㸦屋内外㸧ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪ࣁンࢻセッࢺを使用

すࣁࡢࡽࢀࡇ。ࡿンࢻセッࢺを用い࡚㸪相互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対応

 。ࡿあࡀ手㡰ࡢし࡚㸪以ୗ

 

i. ࣁンࢻセッࢺ 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪ཷ話器を

持ࡆୖࡕ㸪使用ࣕࢳンネࣝを選択し㸪連絡すࡿ。 

 

㸦さ)電力保安通信用電話設備 

中央制御室又ࡣ中央制御室待避所ࡢ運転員㸪緊急時対策所ࡢ重大故等

対策要員㸪現場㸦屋内外㸧ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪電力保安通信用電話

設備࡛あࡿ固定電話機㸪P－S 端ᮎ及び 切AX を使用すࡢࡽࢀࡇ。ࡿ固定電話

機㸪P－S 端ᮎ及び 切AX を用い࡚相互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪

以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

i. 固定電話機㸪P－S 端ᮎ及び 切AX 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪一般ࡢ電

話機㸪携帯型電話機又ࡣ 切AX 電話ࡢ㸪通信先ࡾࡼ操作ࡢ同様

番号をࢲイࣖࣝ又ࡣ短縮ࢲイࣖࣝࢱ࣎ンを押し㸪連絡すࡿ。 

ղ P－S 端ᮎࡢ充電式電池ࡢ残量࡞ࡀくࡓࡗ࡞場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ

予備ࡢ充電式電池交換すࡿ。 
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㸦g)無線連絡設備㸦無線連絡装置㸧 

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪無線連絡装置㸦固定㸧を使用す

㸪無線連絡ࡣを行う重大故等対策要員ࢢンࣜࢱࢽ放射能測定車࡛ࣔ。ࡿ

装置㸦車載㸧を使用すࡿ。 

し࡚㸪対応ࡢࡵࡓ通信連絡を行う無線連絡設備を用い࡚相互ࡢࡽࢀࡇ 

以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

i. 無線連絡装置㸦固定㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪ཷ話器を

持ࡆୖࡕ㸪通話ࢱ࣎ンを押し㸪連絡すࡿ。 

ii. 無線連絡装置㸦車載㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪屋外࡛電

源をࠕ入ࠖ操作すࡿ。 

ղ 通話ࢱ࣎ンを押し㸪連絡すࡿ。 

ճ 使用後ࡣ㸪電源をࠕษࠖ操作すࡿ。 

 

続. 操作ࡢ成立性 

衛星電話設備㸪無線連絡設備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧㸪送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置を含ࡴ。㸧㸪電力保安通信用電話設備及び無線連絡設備㸦無線連絡装置㸧

㸪必要ࡶࡿ能࡛あྍࡀ操作く㸪容易࡞ࡇࡿ技量を要す࡞㸪特ูࡣ

必ࡿい࡚通信連絡をす࠾㸪使用場所ࡾࡼࡇࡿ保管すࡣ個数を設置又࡞

要ࡢあࡿ場所確実接⥆及び通信連絡を行うࡇをྍ能すࡿ。 

携行型通話装置ࡣ㸪使用場所࠾い࡚携行型通話装置専用接⥆箱内ࡢ端

子を容易ࡘ確実接⥆ྍ能すࡶࡿ㸪必要࡞個数を設置又ࡣ保管す

接⥆及び通信連絡を確実場所ࡿあࡢ必要ࡿ㸪通信連絡をすࡾࡼࡇࡿ

行うࡇをྍ能すࡿ。 

 

こ.重大故等時ࡢ対応手段ࡢ選択 

 重大故等対策要員ࡀ㸪中央制御室㸪中央制御室待避所㸪屋内外ࡢ現場㸪緊

急時対策所ࡢ間࡛操作࣭作業等ࡢ通信連絡を行う場合ࡣ㸪屋内外࡛使用ྍࡀ

能࡛あࡾ㸪通常時ࡽ使用すࡿ自主対策設備ࡢ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報

装置を含ࡴ。㸧㸪電力保安通信用電話設備及び無線連絡設備㸦無線連絡装置㸧を

優先し࡚使用すࡿ。自主対策設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪衛星電話設備㸪無線

連絡設備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧及び携行型通話装置を使用すࡿ。 

 まࡓ㸪緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪重大故等対処すࡵࡓࡿ

必要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を共有すࡿ場合ࡣ㸪安全ࢱ࣮࣓ࣛࣃ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦SP）S㸧を

使用すࡿ。 

 。㸪今後㸪訓練等を通し࡚見直しを行うࡣい࡚ࡘ㸪優先㡰位࠾࡞ 
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㸦「㸧計測等を行ࡓࡗ特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を発電所内ࡢ必要࡞場所࡛共有すࡿ

手㡰等 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を計測し㸪そࡢ結果を発電所内ࡢ必要࡞場所࡛共有

すࡵࡓࡿ㸪通信連絡設備㸦発電所内㸧を使用すࡿ。 

直流電源喪失時等㸪ྍ搬型ࡢ計測器࡚㸪炉心損傷防止及び格納容器破損

防止必要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞㸪使用済燃料࣮ࣝࣉ水位㸪使用済燃料࣮ࣝࣉ周辺線

量率㸪発電所周辺ࡢ放射線量等ࡢ特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を計測し㸪そࡢ結果

を通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡾࡼ発電所内ࡢ必要࡞場所࡛共有すࡿ場合ࡣ㸪

現場㸦屋内㸧中央制御室ࡢ連絡ࡣ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報装置を

含ࡴ。㸧㸪電力保安通信用電話設備及び携行型通話装置を使用すࡿ。現場㸦屋

外㸧緊急時対策所ࡢ連絡ࡣ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報装置を含ࡴ。㸧㸪

電力保安通信用電話設備及び無線連絡設備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧を使用すࡿ。中

央制御室緊急時対策所ࡢ連絡ࡣ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警報装置を含

ࢩンࣛࢺ㸧㸪電力保安通信用電話設備㸪衛星電話設備及び無線連絡設備㸦。ࡴ

衛星電話ࡣ連絡ࡢ緊急時対策所中央制御室待避所。ࡿ㸧を使用すࣂ࣮

設備及び無線連絡設備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧を使用すࡿ。まࡓ㸪放射能観測車

緊急時対策所ࡢ連絡ࡣ㸪無線連絡設備㸦無線連絡装置㸧及び衛星電話設

備を使用すࡿ手㡰を整備すࡿ。 

 

a. 手㡰着手ุࡢ断基準 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞をྍ搬型ࡢ計測器࡚計測し㸪そࡢ結果を通信連絡設

備㸦発電所内㸧ࡾࡼ㸪発電所内ࡢ必要࡞場所࡛共有すࡿ場合。 

 

継. 操作手㡰 

操作手㡰ࡘい࡚ࡣ㸪(1)1.」.1.19ࠕ発電所内ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場

所通信連絡を行うࡢࡵࡓ手㡰等࡚ࠖ整備すࡿ。 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を計測すࡿ手㡰等ࡣ㸪1.15ࠕ 故時ࡢ計装関すࡿ手

㡰等ࠖ及び1.1ࠕ】 監視測定等関すࡿ手㡰等࡚ࠖ整備すࡿ。 

 

続. 操作ࡢ成立性 

通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡾࡼ㸪特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を発電所内ࡢ必要

 。ࡿすをྍ能ࡇࡿ場所࡛共有す࡞

 

こ.重大故等時ࡢ対応手段ࡢ選択 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞をྍ搬型ࡢ計測器࡚計測し㸪そࡢ結果を通信連絡設

備㸦発電所内㸧ࡾࡼ発電所内ࡢ必要࡞場所࡛共有すࡿ場合ࡣ㸪屋内外࡛使用

㸧㸦警ࢢンࢪ࣮࣌送ཷ話器㸦ࡢ自主対策設備ࡿ使用すࡽ㸪通常時ࡾ能࡛あྍࡀ

報装置を含ࡴ。㸧及び電力保安通信用電話設備を優先し࡚使用すࡿ。自主対策

設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪衛星電話設備㸪無線連絡設備㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸧及
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び携行型通話装置を使用すࡿ。 

 。㸪今後㸪訓練等を通し࡚見直しを行うࡣい࡚ࡘ㸪優先㡰位࠾࡞

 

1.19.「.「 発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡 

㸦1㸧発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行うࡓ

 手㡰等ࡢࡵ

 重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡾࡼ㸪

発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連絡を行う。 

まࡓ㸪ࢱ࣮ࢹ伝送設備ࡾࡼ㸪国ࡢ緊急時対策支援࣒ࢸࢫࢩ㸦＊RSS㸧等へ㸪

必要ࢱ࣮ࢹ࡞を伝送し㸪ࢱ࣮࣓ࣛࣃを共有すࡿ。 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡾࡼ㸪

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡀ㸪ᮏ店㸪国㸪地方බ共団体㸪そࡢ他関

係箇所㸦警察㸪消防等㸧及び社内関係箇所ࡢ間࡛通信連絡を行うࡵࡓ㸪

衛星電話設備㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備㸪局線加

入電話設備㸪電力保安通信用電話設備㸪社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ及び専用電

話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧を使用すࡿ手㡰を整備すࡿ。 

 まࡓ㸪ࢱ࣮ࢹ伝送設備ࡾࡼ㸪国ࡢ緊急時対策支援࣒ࢸࢫࢩ㸦＊RSS㸧等へ㸪

必要ࢱ࣮ࢹ࡞を伝送し㸪ࢱ࣮࣓ࣛࣃを共有すࡵࡓࡿ㸪ࢱ࣮ࢹ伝送設備を使

用すࡿ手㡰を整備すࡿ。 

 

a. 作業着手ุࡢ断基準 

重大故等ࡀ発生しࡓ場合࠾い࡚㸪通信連絡設備㸦発電所外㸧及び࣮ࢹ

場所ࡿあࡢ必要ࡿ通信連絡をすࡢ㸪発電所外㸦社内外㸧ࡾࡼ伝送設備ࢱ

通信連絡を行う場合。 

 

継. 操作手㡰 

(a)衛星電話設備 

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪衛星電話㸦固定㸧を使用し㸪ᮏ店㸪

国㸪地方බ共団体㸪そࡢ他関係箇所㸦警察㸪消防等㸧及び社内関係箇所へ通

信連絡を行う。まࡓ㸪社内関係箇所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪衛星電話㸦携

帯㸧を使用し緊急時対策所へ通信連絡を行う。ࡢࡽࢀࡇ衛星設備を用い࡚相

互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. 衛星電話㸦固定㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪一般ࡢ電話機

 。ࡿイࣖࣝし㸪連絡すࢲ電話番号をࡢ㸪通信先ࡾࡼ操作ࡢ同様

Ϲ. 衛星電話㸦携帯㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪屋外࡛電源を

 。ࡿ信状態を確認すཷࡢ入ࠖ操作し㸪電波ࠕ
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ղ 充電式電池ࡢ残量ࡀ少࡞い場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ予備ࡢ充電式電池

 。ࡿ交換す

ճ 一般ࡢ携帯型電話機同様ࡢ操作ࡾࡼ㸪通信先ࡢ電話番号をࢲイࣖ

ࣝし㸪連絡すࡿ。 

մ 使用中充電式電池ࡢ残量ࡀ少࡞くࡓࡗ࡞場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ予

備ࡢ充電式電池交換すࡿ。 

յ 使用後ࡣ㸪屋外࡛電源をࠕษࠖ操作すࡿ。 

 

(継)統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備 

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用

いࣞࢸࡓビ会議࣒ࢸࢫࢩ㸪．P 電話及び ．P㸫切AX を使用し㸪ᮏ店㸪国及び地方

බ共団体へ通信連絡を行う。ࡢࡽࢀࡇ統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ

㸪．P࣒ࢸࢫࢩビ会議ࣞࢸ 電話及び ．P㸫切AX を用い࡚相互通信連絡を行うࡓ

 。ࡿあࡀ手㡰ࡢし࡚㸪以ୗ対応ࡢࡵ

 

i. ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪ࣞࢸビ会議ࢩ

ࡅ待ཷࡢ࣒ࢸࢫࢩビ会議ࣞࢸ入ࠖ操作後㸪ࠕ電源をࡢࢱࢽ࣒ࣔࢸࢫ

画面を確認し㸪通信ྍࡀ能࡞状態すࡿ。 

ղ ࣜࣔコン操作ࡾࡼ㸪通信先接⥆すࡿ。 

ճ 使用後ࡣ㸪ࣞࢸビ会議ࡢࢱࢽ࣒ࣔࢸࢫࢩ電源をࠕษࠖ操作すࡿ。 

 

Ϲ. ．P 電話 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪一般ࡢ電話機

 。ࡿイࣖࣝし㸪連絡すࢲ電話番号をࡢ㸪通信先ࡾࡼ操作ࡢ同様

 

Ϻ. ．P㸫切AX 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪一般ࡢ 切AX 

同様ࡢ操作ࡾࡼ㸪通信先ࡢ電話番号等をࢲイࣖࣝ又ࡣ短縮ࢲイࣖࣝ

 。ࡿンを押し㸪連絡すࢱ࣎

 

(続)ࢱ࣮ࢹ伝送設備 

SP）S 伝送装置ࡾࡼ㸪国ࡢ緊急時対策支援࣒ࢸࢫࢩ(＊RSS)等へ㸪必要ࢹ࡞

 。ࡿあࡀ手㡰ࡢし࡚㸪以ୗ対応ࡢࡵࡓ伝送を行うࡢࢱ࣮

 

 

i. SP）S 伝送装置 

常時伝送を行うࡵࡓ㸪通常操作ࡣ必要࡞い。࠾࡞㸪中央制御室等࡛警報

を常時監視すࡿ。 
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(こ)局線加入電話設備 

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪加入電話機㸪加入 切AX を使用し㸪

ᮏ店㸪国㸪地方බ共団体㸪そࡢ他関係箇所㸦警察㸪消防等㸧へ通信連絡を行

う。局線加入電話設備を用い࡚㸪相互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪

以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. 加入電話機㸪加入 切AX 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪一般ࡢ電話機㸪

切AX イࢲ短縮ࡣイࣖࣝ又ࢲ電話番号をࡢ㸪通信先ࡾࡼ操作ࡢ同様

 。ࡿンを押し㸪連絡すࢱ࣎ࣝࣖ

 

(ご)電力保安通信用電話設備 

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪電力保安通信用電話設備࡛あࡿ固

定電話機㸪P－S 端ᮎ㸪切AX 及び衛星保安電話㸦固定㸧を使用すࡢࡽࢀࡇ。ࡿ固

定電話機㸪P－S 端ᮎ㸪切AX 及び衛星保安電話㸦固定㸧を用い࡚㸪ᮏ店等へ通信

連絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. 固定電話機㸪P－S 端ᮎ㸪切AX 及び衛星保安電話㸦固定㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪一般ࡢ電話機㸪

携帯型電話機又ࡣ 切AX イࢲ電話番号をࡢ㸪通信先ࡾࡼ操作ࡢ同様

ࣖࣝ又ࡣ短縮ࢲイࣖࣝࢱ࣎ンを押し㸪連絡すࡿ。 

ղ P－S 端ᮎࡢ充電器式電池ࡢ残量࡞ࡀくࡓࡗ࡞場合ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ又ࡣ

予備ࡢ充電式電池交換すࡿ。 

 

(さ)社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ 

    緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩを使用し㸪

ᮏ店等へ通信連絡を行う。社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩを用い࡚㸪相互通信連

絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. 社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪ࣞࢸビ会議ࢩ

ཷࡕ待ࡢ࣒ࢸࢫࢩビ会議ࣞࢸ入ࠖ操作後㸪ࠕ電源をࡢࢱࢽ࣒ࣔࢸࢫ

 。ࡿす状態࡞能ྍࡀ画面を確認し㸪通信ࡅ

ղ ࣜࣔコン操作又ࡣ操作端ᮎࡾࡼ㸪通信先接⥆すࡿ。 

ճ 使用後ࡣ㸪ࣞࢸビ会議ࡢࢱࢽ࣒ࣔࢸࢫࢩ電源をࠕษࠖ操作すࡿ。 

 

(g)専用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧 

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪専用電話設備㸦地方බ共団体向࣍
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ッࣛࢺイン㸧を使用し㸪地方බ共団体㸪そࡢ他関係箇所㸦警察㸪消防等㸧へ

通信連絡を行う。専用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧を用い࡚㸪

相互通信連絡を行うࡢࡵࡓ対応し࡚㸪以ୗࡢ手㡰ࡀあࡿ。 

 

i. 専用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧 

ձ 手㡰着手ุࡢ断基準基࡙ࡁ㸪通信連絡を行う場合ࡣ㸪通話先ࡢ呼出

しࢱ࣎ンを押し㸪連絡すࡿ。 

 

続. 操作ࡢ成立性 

衛星電話設備㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備㸪局線

加入電話設備㸪電力保安通信用電話設備㸪社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ及び専用

電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧ࡣ㸪特ู࡞技量を要す࡞ࡇࡿく㸪

容易操作ྍࡀ能࡛あࡶࡿ㸪必要࡞個数を設置又ࡣ保管すࡼࡇࡿ

接⥆及び通信確実場所ࡿあࡢ必要ࡿい࡚通信連絡をす࠾㸪使用場所ࡾ

連絡を行うࡇをྍ能すࡿ。 

 

こ. 重大故等時ࡢ対応手段ࡢ選択 

緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡀᮏ店ࡢ間࡛通信連絡を行う場合ࡣ㸪

自主対策設備ࡢ社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ㸪電力保安通信用電話設備又ࡣ局線加

入電話設備を優先し࡚使用すࡿ。自主対策設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪衛星電

話設備又ࡣ統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備を使用すࡿ。国

ࡣ電力保安通信用電話設備又ࡢ㸪自主対策設備ࡣ間࡛通信連絡を行う場合ࡢ

局線加入電話設備を優先し࡚使用すࡿ。自主対策設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪

統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備又ࡣ衛星電話設備を使用

すࡿ。地方බ共団体㸪そࡢ他関係箇所㸦警察㸪消防等㸧ࡢ間࡛通信連絡を行

う場合ࡣ㸪自主対策設備ࡢ電力保安通信用電話設備㸪局線加入電話設備又ࡣ専

用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧を優先し࡚使用すࡿ。自主対策設

備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備

又ࡣ衛星電話設備を使用すࡿ。社内関係箇所ࡢ間࡛通信連絡を行う場合ࡣ㸪

自主対策設備ࡢ電力保安通信用電話設備又ࡣ局線加入電話設備を優先し࡚使

用すࡿ。自主対策設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪衛星電話設備を使用すࡿ。 

まࡓ㸪緊急時対策所ࡢ重大故等対策要員ࡣ㸪国ࡢ緊急時対策支援࣒ࢸࢫࢩ

(＊RSS)等へ必要ࢱ࣮ࢹ࡞を伝送し㸪ࢱ࣮࣓ࣛࣃを共有すࡿ場合ࡣ㸪ࢱ࣮ࢹ伝送

設備を使用すࡿ。 

 。㸪今後㸪訓練等を通し࡚見直しを行うࡣい࡚ࡘ㸪優先㡰位࠾࡞

 

㸦「㸧計測等を行ࡓࡗ特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を発電所外㸦社内外㸧ࡢ必要࡞場所

࡛共有すࡿ手㡰等 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を計測し㸪そࡢ結果を発電所外㸦社内外㸧ࡢ必要࡞
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場所࡛共有すࡵࡓࡿ㸪通信連絡設備㸦発電所外㸧を使用すࡿ。 

直流電源喪失時等㸪ྍ搬型ࡢ計測器࡚㸪炉心損傷防止及び格納容器破損

防止必要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞㸪使用済燃料࣮ࣝࣉ水位㸪使用済燃料࣮ࣝࣉ周辺線

量率㸪発電所周辺ࡢ放射線量等ࡢ特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を計測し㸪そࡢ結果

を通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡾࡼ発電所外㸦社内外㸧ࡢ必要࡞場所࡛共有

すࡿ場合ࡣ㸪緊急時対策所ᮏ店ࡢ連絡ࡣ社内ࣞࢸビ会議࣒ࢸࢫࢩ㸪電

力保安通信用電話設備㸪局線加入電話設備㸪衛星電話設備及び統合原子力ネ

ッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設備を使用すࡿ。国ࡢ連絡ࡣ電力保安通信

用電話設備㸪局線加入電話設備㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信

連絡設備及び衛星電話設備を使用すࡿ。地方බ共団体㸪そࡢ他関係箇所㸦警

察㸪消防等㸧ࡢ連絡ࡣ電力保安通信用電話設備㸪局線加入電話設備㸪専

用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを

用いࡓ通信連絡設備及び衛星電話設備を使用すࡿ。社内関係箇所ࡢ連絡

ࡿ電力保安通信用電話設備㸪局線加入電話設備及び衛星電話設備を使用すࡣ

手㡰を整備すࡿ。 

 

a. 手㡰着手ุࡢ断基準 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞をྍ搬型ࡢ計測器࡚計測し㸪そࡢ結果を通信連絡設

備㸦発電所外㸧ࡾࡼ㸪発電所外㸦社内外㸧ࡢ必要࡞場所࡛共有すࡿ場合。 

 

継. 操作手㡰 

操作手㡰ࡘい࡚ࡣ㸪(1)」.」.1.19ࠕ発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡をすࡿ必

要ࡢあࡿ場所通信連絡を行うࡢࡵࡓ手㡰等࡚ࠖ整備すࡿ。 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を計測すࡿ手㡰等ࡣ㸪1.15ࠕ 故時ࡢ計装関すࡿ手

㡰等ࠖ及び1.1ࠕ】 監視測定等関すࡿ手㡰等࡚ࠖ整備すࡿ。 

 

続. 操作ࡢ成立性 

通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡾࡼ㸪特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞を発電所外㸦社内

外㸧ࡢ必要࡞場所࡛共有をྍ能すࡿ。 

 

こ. 重大故等時ࡢ対応手段ࡢ選択 

特重要ࢱ࣮࣓ࣛࣃ࡞をྍ搬型ࡢ計測器࡚測定し㸪そࡢ結果を通信連絡設

備㸦発電所外㸧ࡾࡼ発電所外㸦社内外㸧ࡢ必要࡞場所࡛共有すࡿ場合㸪ᮏ店

㸪電࣒ࢸࢫࢩビ会議ࣞࢸ社内ࡢ㸪自主対策設備ࡣ間࡛通信連絡を行う場合ࡢ

力保安通信用電話設備㸪局線加入電話設備を優先し࡚使用すࡿ。自主対策設備

を用いࢡワ࣮ࢺ統合原子力防災ネッࡣ㸪衛星電話設備又ࡣい場合࡞ࡁ使用࡛ࡀ

㸪自主対策設備ࡣ間࡛通信連絡を行う場合ࡢ国。ࡿ通信連絡設備を使用すࡓ

自主対策。ࡿ電力保安通信用電話設備㸪局線加入電話設備を優先し࡚使用すࡢ

設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いࡓ通信連絡設
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備又ࡣ衛星電話設備を使用すࡿ。地方බ共団体㸪そࡢ他関係箇所㸦警察㸪消防

等㸧ࡢ間࡛通信連絡を行う場合ࡣ㸪自主対策設備ࡢ電力保安通信用電話設備㸪

局線加入電話設備㸪専用電話設備㸦地方බ共団体向࣍ッࣛࢺイン㸧を優先し࡚

使用すࡿ。自主対策設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡ

を用いࡓ通信連絡設備又ࡣ衛星電話設備を使用すࡿ。社内関係箇所ࡢ間࡛通

信連絡を行う場合ࡣ㸪自主対策設備ࡢ電力保安通信用電話設備㸪局線加入電話

設備を優先し࡚使用すࡿ。自主対策設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合ࡣ㸪衛星電話設備

を使用すࡿ。 

 。㸪今後㸪訓練等を通し࡚見直しを行うࡣい࡚ࡘ㸪優先㡰位࠾࡞

  

1.19.「.」 代替電源設備ࡽ給電すࡿ手段等 

全交流動力電源喪失時ࡣ㸪代替電源設備ࡾࡼ㸪衛星電話㸦固定㸧㸪ࣛࢺン

ࣃ通信連絡設備㸪安全ࡓを用いࢡワ࣮ࢺ㸦固定㸧㸪統合原子力防災ネッࣂ࣮ࢩ

 。ࡿ伝送設備へ給電すࢱ࣮ࢹ㸦SP）S㸧及び࣒ࢸࢫࢩ表示ࢱ࣮࣓ࣛ

給電ࡢ手㡰1.14ࠕࡣ 電源ࡢ確保関すࡿ手㡰等ࠖ及び1.18ࠕ 緊急時対策所

 。ࡿ整備す࡚手㡰等ࠖࡿ関す居住性等ࡢ

衛星電話㸦携帯㸧㸪ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦携帯㸧及び携行型通話装置ࡣ㸪充電式電

池又ࡣ乾電池を使用すࡿ。 

充電式電池を用いࡘࡢࡶࡿい࡚ࡣ㸪ほࡢ端ᮎ若しくࡣ予備ࡢ充電式電池

㸪中央ࡣ充電式電池ࡢし㸪使用後し࡚通話をྍ能⥆⥅ࡾࡼࡇࡿ交換す

制御室又ࡣ緊急時対策所ࡢ電源ࡽ充電すࡿ。乾電池を用いࡘࡢࡶࡿい࡚ࡣ㸪

予備ࡢ乾電池交換すࡾࡼࡇࡿ 】 日間以ୖ⥅⥆し࡚通話をྍ能すࡿ。
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第 1.19.1 表  機能喪失を想定すࡿ設計基準故対処設備整備すࡿ手㡰 

 

㸦発電所内ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所ࡢ通信連絡㸧 

分
類 

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対
応
手
段 

対処設備 手順書 

－

－ 

発
電
所
内
の
通
信
連
絡 

衛星電話㸦固定㸧
㸨1

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等対応要領書 

トランࢩーࣂ㸦固定㸧
㸨1

 

衛星電話㸦携帯㸧 

トランࢩーࣂ㸦携帯㸧 

携行型通話装置 

安全ࣃラ࣓ータ表示ࢫࢩテ࣒㸦SP）S㸧
㸨1

 

トランࢩーࣂ㸦屋外アンテナ㸧 

－ 
衛星電話㸦屋外アンテナ㸧 

無線通信装置 

有線㸦建屋内㸧 

送受話器㸦ペーࢪング㸧㸦警報装置を含

む。㸧 
自
主
対
策
設
備 

重大事故等対応要領書 

電力保安通信用電話設備 

無線連絡装置 

全交流電力電源 

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
の
確
保 

緊急時対策所用代替交流電源設備
＊2

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

緊急時対策所用高圧母線 J 系
㸨「

 

可搬型代替交流電源設備
㸨」

 

常設代替交流電源設備
㸨」

 
非常時操作手順書 

㸦設備別㸧 
代替所内電気設備

㸨」
 

㸨1：代替電源設備から給電する。 

㸨「：手順1.18ࠕࡣ 緊急時対策所ࡢ居住性に関する手順等ࠖにて整備する。 

㸨」：手順1.14ࠕࡣ 電源ࡢ確保に関する手順等ࠖにて整備する。 
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第 1.19.「 表  機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

㸦発電所外㸦社内外㸧ࡢ通信連絡をする必要ࡢある場所とࡢ通信連絡㸧 

分
類 

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対
応
手
段 

対処設備 手順書 

―

― 

発
電
所
外

䥹社
内
外
䥺
の
通
信
連
絡 

衛星電話㸦固定㸧
㸨1

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等対応要領書 
衛星電話㸦携帯㸧 

統合原子力防災ネッࢺワークを用いた

通信連絡設備
㸨1

 

ータ伝送設備ࢹ
㸨1

 

― 
衛星電話㸦屋上アンࢸナ㸧 

衛星通信装置 

有線㸦建屋内㸧 

局線加入電話設備 自
主
対
策
設
備 

重大事故等対応要領書 

電力保安通信用電話設備 

社内テレビ会議システム 

専用電話設備㸦地方公共団体向ホットラ

イン㸧 

全交流動力電源 

代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
の
確
保 

緊急時対策所用代替交流電源設備
＊2

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

緊急時対策所用高圧母線 J 系
㸨「

 

可搬型代替交流電源設備
㸨」

 

常設代替交流電源設備
㸨」

 
非常時操作手㡰書㸦設備

別㸧 
代替所内電気設備

㸨」
 

㸨1：代替電源設備ら給電すࡿ。 

㸨「：手㡰1.18ࠕࡣ 緊急時対策所ࡢ居住性等関すࡿ手㡰等࡚ࠖ整備すࡿ。 

㸨」：手㡰1.14ࠕࡣ 電源ࡢ確保関すࡿ手㡰等࡚ࠖ整備すࡿ。
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第 1.19.」 表 審査基準ࡿࡅ࠾要求事㡯ࡢࡈ給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

 ࠚ1.19࠙

通信連絡関すࡿ

手㡰等 

衛星電ヰ㸦固定㸧 

1「5V 直流主母線盤 「A-1 

1「5V 直流主母線盤 「B-1 

1「5V 直流主母線盤 J-1 

1「5V 直流主母線盤 J-「 

 㸦固定㸧ࣂランシ࣮ࢺ

1「5V 直流主母線盤 「A-1 

1「5V 直流主母線盤 「B-1 

1「5V 直流主母線盤 J-1 

1「5V 直流主母線盤 J-「 

統合原子力防災ネッࢺワ࣮クを用いた通信連絡設備 
1「5V 直流主母線盤 J-1 

1「5V 直流主母線盤 J-「 

安全ࣃラ࣓࣮タ表示

シス࣒ࢸ㸦SP）S㸧 

 タ収集装置࣮ࢹ

1「5V 直流主母線盤 「A-1 

1「5V 直流主母線盤 「B-1 

SP）S 表示装置 

1「5V 直流主母線盤 J-1 

1「5V 直流主母線盤 J-「 

SP）S 伝送装置 

1「5V 直流主母線盤 J-1 

1「5V 直流主母線盤 J-「 

タ伝送設備 SP）S࣮ࢹ 伝送装置 

1「5V 直流主母線盤 J-1 

1「5V 直流主母線盤 J-「 
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第第 1.19.1 図 通信連絡設備

 

通信連絡設備ࡢ系統概要図系統概要図
 



 

1
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9-
「「 

 

重大事故時使用すࡿ通信連絡設備ࡢ対処手段࣭設備

：所内へ䛾通信連絡

：所外へ䛾通信連絡

：警報連絡
：重大事故等対処設備

：代替電源設備䛾回復操作に䜘䜛対応

䛆凡例䛇

䛆 中央制御室䛇

衛星電話䠄固定䠅

送受話器䠄ペ䞊䝆ン䜾䠅

䝖ラ ン䝅䞊䝞䠄固定䠅

携行型通話装置

䛆 緊急時対策所䛇

統合原子力防災ﾈ䡫䢀䢘䡬ｸを

用い た通信連絡設備

社内䝔䝺ビ会議䝅䝇䝔䝮

衛星電話䠄固定䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 固定電話機䠅

送受話器䠄ペ䞊䝆ン䜾䠅

䝖ラ ン䝅䞊䝞䠄固定䠅

㻿P 㻰㻿表示装置

㻿P 㻰㻿伝送装置

無線連絡装置䠄固定䠅

㻞 号炉非常用

䝕䜱䞊䝊䝹発電機

専用電話設備

電力保安通信用電話設備

䠄 㻲㻭 X䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 固定電話機䠅

局線加入電話設備

䠄 加入㻲㻭X䠅

局線加入電話設備

䠄 加入電話機䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 衛星保安電話䠄固定䠅䠅

緊急時対策所用

電気設備

常設代替交流電源設備

䠄 ガ䝇タ䞊ビン発電機䠅

緊急時対策所用

代替交流電源設備䠄電源車䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 P 㻴㻿端末䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 P 㻴㻿端末䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 㻲㻭X䠅

局線加入電話設備

䠄 加入㻲㻭X䠅

局線加入電話設備

䠄 加入電話機䠅

㻞 号炉非常用

所内電気設備

䛆 現場䠄屋外䠅䛇

送受話器䠄ペ䞊䝆ン䜾䠅

衛星電話䠄携帯䠅

䝖ラ ン䝅䞊䝞䠄携帯䠅

無線連絡装置䠄車載䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 P 㻴㻿端末䠅

䛆 プ䝻䝉䝇計算機室䛇

䝕䞊タ収集装置

通信用

電源装置

㻝 㻞 㻡V

充電器盤

通信事業者

回線か䜙䛾

給電

㻞 号炉非常用

䝕䜱䞊䝊䝹発電機

常設代替交流電源設備

䠄 ガ䝇タ䞊ビン発電機䠅

可搬型代替交流電源設備
䠄 電源車䠅

䛆 現場䠄屋内䠅䛇

送受話器䠄ペ䞊䝆ン䜾䠅

携行型通話装置

電力保安通信用電話設備

䠄 P 㻴㻿端末䠅

電力保安通信用電話設備

䠄 固定電話機䠅

㻝 㻞 㻡V

充電器盤

通信用

電源装置

通信事業者

回線か䜙䛾

給電

代替所内電気設備

添付資料 1.19.1 
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添付資料 1.19.「 

 

審査基準，基準規則対処設備ࡢ対応表㸦1/「㸧 

 

 

 

  

技術的能力審査基準㸦1.19㸧 番号

࠙本文ࠚ

発電用原子炉設置者࠾い࡚，重

大事故等ࡀ発生した場合࠾い࡚

発電用原子炉施設ࡢ内外ࡢ通信連

絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信連

絡を行うたࡵ必要࡞手㡰等ࡀ適

切整備࡚ࢀࡉいࡿ，又ࡣ整備
ࡿい࡚ࢀࡉ示適切ࡀ方針ࡿࢀࡉ

。ࡇ

ձ

࠙解釈ࠚ

通ࡢ内外ࡢ発電用原子炉施設ࠕ１
信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通

信連絡を行うたࡵ必要࡞手㡰
等ࠖࡣ，以ୗ掲ࡿࡆ措置又ࡣ
ࡿ効果を有すࡢ等以ୖྠらࢀࡇ

措置を行うたࡢࡵ手㡰等をいう。

―

a㸧通信連絡設備ࡣ，代替電源設備

㸦電池等ࡢ予備電源設備を含
ࡇࡿす給電を可能ࡢら㸧。ࡴ

。

ղ

け㸧計測等行った特重要ࣃ࡞ラ

࣓࣮タを必要࡞場所࡛共有すࡿ手
㡰等を整備すࡇࡿ。

ճ

設置許可基準規則㸦【「条㸧 技術基準規則㸦】】条㸧 番号

࠙本文ࠚ

発電用原子炉施設ࡣ，重大
事故等ࡀ発生した場合࠾い

࡚当ヱ発電用原子炉施設ࡢ内
外ࡢ通信連絡をすࡿ必要ࡢあ
ࡵ通信連絡を行うた場所ࡿ

ࡤࢀࡅ࡞ࡅ設備を設࡞必要
。い࡞ら࡞

࠙本文ࠚ

発電用原子炉施設ࡣ，重大事
故等ࡀ発生した場合࠾い࡚当

ヱ発電用原子炉施設ࡢ内外ࡢ通
信連絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所
通信連絡を行うたࡵ必要࡞設

備を施設し࡞ࡤࢀࡅ࡞ら࡞い。

մ

࠙解釈ࠚ

１ 第【「条規定すࠕࡿ発電
用原子炉施設ࡢ内外ࡢ通信連

絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通
信連絡を行うたࡵ必要࡞設
備ࠖࡣ，以ୗ掲ࡿࡆ措置

又ྠࢀࡇࡣ等以ୖࡢ効果を
有すࡿ措置を行うたࡢࡵ設備

をいう。

࠙解釈ࠚ

１ 第】】条規定すࠕࡿ当ヱ発
電用原子炉施設ࡢ内外ࡢ通信連

絡をすࡿ必要ࡢあࡿ場所通信
連絡を行うたࡵ必要࡞設備ࠖ
ࡇࡣ措置又ࡿࡆ掲以ୗ，ࡣ

措ࡿ効果を有すࡢ等以ୖྠࢀ
置を行うたࡢࡵ設備をいう。

―

a㸧通信連絡設備ࡣ，代替電源

設備㸦電池等ࡢ予備電源設備
を含ࡴ。㸧らࡢ給電を可能

。ࡇࡿす

a㸧通信連絡設備ࡣ，代替電源

設備㸦電池等ࡢ予備電源設備を
含ࡴ。㸧らࡢ給電を可能す

。ࡇࡿ

յ



1.19-「4 

審査基準，基準規則対処設備ࡢ対応表㸦「/「㸧 

 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準ࡢ要求適合すࡿたࡢࡵ手段 
自主対策設備 

機能 機器ྡ称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器ྡ称 

常設 

可搬 

必要時間内

使用可能 

対応可能࡞人数

࡛使用可能 
備考 

通
信
連
絡
設
備 

衛星電話㸦固定㸧 新設 

①
ճ
մ 

通
信
連
絡
設
備 

送受話器㸦࣌ーࢪ

ンࢢ㸧㸦警報装置

を含ࡴ。㸧 

常設 㸫 㸫 
設計基準対

象施設࡛あ

基準地震ࡾ

動よࡿ地

震力対し

࡚十分࡞耐

震性を有し

࡚い࡞いが㸪

設備が健全

࡛あࡿ場合

㸪通信連絡ࡣ

を行うたࡵ

し手段ࡢ

࡚使用すࡿ。 

衛星電話㸦携帯㸧 新設 
電力保安通信用

電話設備 

常設／ 

可搬 
㸫 㸫 

 㸦固定㸧 新設 無線連絡装置ࣂーࢩランࢺ
常設／ 

可搬 
㸫 㸫 

 㸦携帯㸧 新設ࣂーࢩランࢺ
局線加入電話設

備 
常設 㸫 㸫 

携行型通話装置 新設 
社内ࢸレビ会議

 ࣒ࢸࢫࢩ
常設 㸫 㸫 

統合原子力防災ネッࢺワー

 を用いた通信連絡設備ࢡ
新設 

専用電話設備㸦地

方公共団体向࣍

ッࢺライン㸧 

常設 㸫 㸫 

安全ࣃラ࣓ータ表示ࢸࢫࢩ

 㸦SP）S㸧࣒
新設 

㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 

 ータ伝送設備 新設ࢹ

ࢸ㸦屋外アンࣂーࢩランࢺ

ナ㸧 
新設 

衛星電話㸦屋外アンࢸナ㸧 新設 

無線通信装置 新設 

衛星通信装置 新設 

有線㸦建屋内㸧 
既設／ 

新設 

代
替
電
源
か
ら
の
給
電
の
確
保 

常設代替交流電源設備 新設 

ձ
ղ
մ
յ 

－ 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 

ྍ搬型代替交流電源設備 新設 

緊急時対策所用代替交流電

源設備 
新設 

代替所内電気設備 新設 

緊急時対策所用高圧母線／系 新設 

非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 既設 

 

㸸重大事故等対処設備     㸸重大事故等対処設備㸦設計基準拡張㸧 



1.19-「5 

  

添付資料 1.19.」 

 

重大事故等対処設備࠾けࡿ点検頻度 

重大事故等対処設備 点検㡯目 点検頻度 

衛星電話設備 

衛星電話㸦固定㸧 
外観点検 

通信確認 
1 回㸭6 ヶ᭶ 

衛星電話㸦携帯㸧 
外観点検 

通信確認 
1 回㸭6 ヶ᭶ 

無線連絡設備 

 㸦固定㸧ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ
外観点検 

通信確認 
1 回㸭6 ヶ᭶ 

 㸦携帯㸧ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ
外観点検 

通信確認 
1 回㸭6 ヶ᭶ 

携行型通話装置 
外観点検 

通信確認 
1 回㸭6 ヶ᭶ 

統合原子力防災ネッ

を用いた通ࢡワ࣮ࢺ

信連絡設備 

 ࣒ࢸࢫࢩ会議ࣅࣞࢸ
外観点検 

通信確認 

1 回㸭6 ヶ᭶ ．５ 電話 
外観点検 

通信確認 

．５㸫FAX 
外観点検 

通信確認 

Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示

 㸦８５）８㸧࣒ࢸࢫࢩ

 タ収集装置࣮ࢹ
外観点検 

機能確認 
1 回㸭年 

８５）８ 伝㏦装置 
外観点検 

機能確認 
1 回㸭年 

８５）８ 表示装置 
外観点検 

機能確認 
1 回㸭年 

タ伝㏦設備 ８５）８࣮ࢹ 伝㏦装置 
外観点検 

機能確認 
1 回㸭年 
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添付資料 1.19.4 

通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢ一覧㸦1/」㸧 
主要設備 ྎ数࣭保管場所㸨1 電源設備㸦連⥆利用時間㸧 

㏦受話器㸦ࢪ࣮࣌ン
 㸧ࢢ
㸦警報装置を含ࡴ。㸧 

7」5 ࢺッࢭࢻンࣁ ྎ 
࣭中央制御室㸸17 ྎ 
࣭緊急時対策所㸸「ྎ 
࣭事務建屋等㸸508 ྎ 

࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞
࣭電源車 
࣭通信用電源装置㸨「 

5「9 ࣮࢝ࣆࢫ ྎ 
࣭中央制御室㸸11 ྎ 
࣭緊急時対策所㸸「ྎ 
࣭事務建屋等㸸9「「 ྎ 

࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞
࣭電源車 
࣭通信用電源装置㸨「 

電力保Ᏻ通信用 
電話設備 

固定電話機 」「9 ྎ 
࣭中央制御室㸸5ྎ 
࣭緊急時対策所㸸1「 ྎ 
࣭事務建屋等㸸」1「 ྎ 

࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞
࣭電源車 
࣭通信用電源装置㸦連⥆約 「時間使用ྍ能㸧 

Ｐ㹆Ｓ端ᮎ 507 ྎ 
࣭中央制御室㸸6ྎ 
࣭緊急時対策所㸸1「 ྎ 
࣭事務建屋等㸸489 ྎ 

࣭充電式電池㸦連⥆約㸵時間使用ྍ能㸧㸨」 

ＦＡＸ 1「 ྎ 
࣭中央制御室㸸1ྎ 
࣭緊急時対策所㸸1ྎ 
࣭事務建屋等㸸10 ྎ 

࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞
࣭電源車 

携行型通話装置 
 

携行型通話装置 
 

」0 ྎ 
࣭中央制御室㸸10 ྎ 
࣭緊急時対策所㸸10 ྎ 
࣭事務建屋㸸10 ྎ 

࣭単 」乾電池 「ᮏ㸦約 1「 時間使用ྍ能㸧㸨4 
 

㸨1 ྎ数ࡘい࡚ࡣ今後訓練等を通࡚ࡋ見直ࡋを行う。 
㸨「 緊急時対策所ࡣ連⥆約 」時間使用ྍ能。中央制御室ࡣ連⥆約 「時間使用ྍ能。 
㸨」 ほࡢ端ᮎ若ࡋくࡣ予備ࡢ充電式電池交換ࡾࡼࡇࡿࡍ 7 日間以ୖ⥅⥆ࡢ࡚ࡋ通話ྍࡀ能࡛あࡾ㸪使用後ࡢ充電式電池ࡣ代替電源設備࡚充電ྍ能。 
㸨4 必要࡞予備ࡢ乾電池を保᭷ࡋ㸪予備ࡢ乾電池交換ࡾࡼࡇࡿࡍ 7日間以ୖ⥅⥆ࡢ࡚ࡋ通話ྍࡀ能。 
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通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢ一覧㸦「/」㸧 

主要設備 ྎ数࣭保管場所㸨1 電源設備㸦連⥆利用時間㸧 
衛星電話設備 衛星電話㸦固定㸧 7 ྎ 

࣭中央制御室㸸「ྎ 
࣭緊急時対策所㸸4ྎ 
࣭事務建屋㸸1ྎ 

࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞
࣭電源車 
࣭1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧㸨「 

衛星電話㸦携帯㸧 18 ྎ 
࣭中央制御室㸸5ྎ 
࣭緊急時対策所㸸10 ྎ 
࣭事務建屋㸸」ྎ 

࣭充電式電池㸦連⥆約㸲時間使用ྍ能㸧㸨」 

無線連絡設備 無線連絡装置㸦固定㸧 5 ྎ 
࣭中央制御室㸸1ྎ 
࣭緊急時対策所㸸1ྎ 
࣭事務建屋㸸」ྎ 

࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞
࣭電源車 
࣭通信用電源装置㸨4 

無線連絡装置㸦車載㸧 1 ྎ 
   放射能観測車 

࣭車載電源㸨5 

㸦固定㸧 7ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ ྎ 
࣭中央制御室㸸「ྎ 
࣭緊急時対策所㸸4ྎ 
࣭事務建屋㸸1ྎ 

࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞
࣭電源車 
࣭1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧㸨「 

「㸦携帯㸧 4ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ ྎ 
࣭中央制御室㸸5ྎ 
࣭緊急時対策所㸸「0 ྎ 
࣭事務建屋㸸18 ྎ 

࣭充電式電池㸦連⥆ 11 時間使用ྍ能㸧㸨」 

㸨1 ྎ数ࡘい࡚ࡣ今後訓練等を通࡚ࡋ見直ࡋを行う。 
㸨「 緊急時対策所ࡣ連⥆約 」時間使用ྍ能。中央制御室ࡣ連⥆ 「4 時間以ୖ使用ྍ能。 
㸨」 ほࡢ端ᮎ若ࡋくࡣ予備ࡢ充電式電池交換ࡾࡼࡇࡿࡍ 7 日間以ୖ⥅⥆ࡢ࡚ࡋ通話ྍࡀ能࡛あࡾ㸪使用後ࡢ充電式電池ࡣ代替電源設備࡚充電ྍ能。 
㸨4 緊急時対策所ࡣ連⥆約 」時間使用ྍ能。中央制御室ࡣ連⥆約 「時間使用ྍ能。 
㸨5 放射能観測車㸦ࣔニタࣜン࣮࢝ࢢ㸧ࡢ車載型電源ࡾࡼ連⥆通話ྍ能。 
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通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢ一覧㸦」/」㸧 
主要設備 ྎ数࣭保管場所㸨1 電源設備㸦連⥆利用時間㸧 

Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示ࢩ

 㸦８５）８㸧࣒ࢸࢫ

 タ収集装置࣮ࢹ

 

㸯式 

࣭㸰号炉制御建屋ࢫࢭࣟࣉ計算機室 
࣭「号炉非常用所内電気設備 

࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

࣭1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧㸨「 

８５）８ 伝㏦装置 㸯式 

࣭緊急時対策所 
࣭緊急時対策所用電気設備 

࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

࣭1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧㸨」 

８５）８ 表示装置 㸯式㸨4 

࣭緊急時対策所 

㸨1 ྎ数ࡘい࡚ࡣ今後訓練等を通࡚ࡋ見直ࡋを行う。 

㸨「 連⥆ 「4 時間以ୖ使用ྍ能。 

㸨」 連⥆約 」 時間使用ྍ能。 

㸨4 保Ᏺ点検又ࡣ故障時ࣂࡢッࢡッࣉ用࡚ࡋ㸪自主的㸯式を保管ࡿࡍ。 
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通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡢ一覧㸦1/「㸧 
主要設備 ྎ数࣭保管場所㸨1 電源設備㸦連⥆利用時間㸧 

局線加入電話設備 加入電話機 47 ྎ㸦10 ྎ㸧㸨「 

࣭中央制御室㸸1ྎ㸦1ྎ㸧㸨「 

࣭緊急時対策所㸸1「 ྎ㸦1 ྎ㸧㸨「 

࣭事務建屋㸸」4 ྎ㸦8ྎ㸧㸨「 

࣭通信事業者回線ࡢࡽ給電 

加入 FAX 1「 ྎ㸦4ྎ㸧㸨「 

࣭中央制御室㸸1ྎ㸦0ྎ㸧㸨「 

࣭緊急時対策所㸸1ྎ㸦1ྎ㸧㸨「 

࣭事務建屋等㸸10 ྎ㸦」ྎ㸧㸨「 

࣭通信事業者回線ࡢࡽ給電 
࣭「号炉非常用所内電気設備 
࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

社内ࣅࣞࢸ会議7 ࣒ࢸࢫࢩ ྎ 

࣭緊急時対策所㸸1ྎ 

࣭事務建屋等㸸6ྎ 

࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

専用電話設備 専用電話設備㸦地

方公共団体向࣍ッ

 ン㸧ࣛࢺ

「0 ྎ 

࣭緊急時対策所㸸10 ྎ 

࣭事務建屋㸸10 ྎ 

࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

衛星電話設備 衛星電話㸦固定㸧 発電所内同様 

衛星電話㸦携帯㸧 

㸨1 ྎ数ࡘい࡚ࡣ今後訓練等を通࡚ࡋ見直ࡋを行う。 

㸨「 㸦  㸧ࡣ災害時優ඛ契約あྎࡢࡾ数。
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通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡢ一覧㸦「/「㸧 

主要設備 ྎ数࣭保管場所㸨1 電源設備㸦連⥆利用時間㸧 

統合原子力防災ネッࢺ

ワ࣮ࢡを用いた通信連

絡設備 

．５ 電話 14 ྎ 

࣭緊急時対策所㸸6ྎ 

࣭事務建屋㸸8ྎ 

࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

࣭1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧㸨「 
．５-FAX 7 ྎ 

࣭緊急時対策所㸸」ྎ 

࣭事務建屋㸸4ྎ 

ࢸࢫࢩ会議ࣅࣞࢸ

 ࣒

㸯式 

࣭緊急時対策所 

࣭事務建屋 

タ伝㏦設備 ８５）８࣮ࢹ 伝㏦装置 㸯式 

࣭緊急時対策所 

 

࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

࣭1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧㸨「 

電力保Ᏻ通信用電話設

備 

固定電話機 発電所内同様 

５－８ 端ᮎ 

FAX 

衛星保Ᏻ電話㸦固

定㸧 

「 ྎ 

࣭緊急時対策所㸸1ྎ 

࣭事務建屋㸸1ྎ 

࣭緊急時対策所用電気設備 
࣭非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機ࣅタ࣮ࢫ࣭࢞

࣭電源車 

࣭1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧㸨「 

㸨1 ྎ数ࡘい࡚ࡣ今後訓練等を通࡚ࡌ見直ࡋを行う。 

㸨「 連⥆約 」 時間使用ྍ能。  



 

1.19-」1 

添付資料 1.19.5 

通信連絡設備ࡢ概要 

 

1㸬通信連絡設備ࡢ概要 

  発電所内及び発電所外ࡢ通信連絡設備࡚ࡋ㸪以ୗࡢ通信連絡設備を設

置ࡿࡍ設計ࡿࡍ。通信連絡設備ࡢ概要を第㸯図示ࡍ。 

 

㸦1㸧通信連絡設備㸦発電所内㸧 

中央制御室等ࡽ建屋内外各所ࡢ者対ࡋ㸪必要࡞操作㸪作業又ࡣ㏥避ࡢ

指示等ࡢ連絡を行う。 

㸦「㸧通信連絡設備㸦発電所外㸧 

発電所外ࡢ必要箇所へ事故ࡢ発生等係ࡿ連絡を音声等ࡾࡼ行う。 

㸦」㸧Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦８５）８㸧 

重大事故等時対処ࡿࡍたࡵ必要࡞情報㸦ࣛࣉン࣮࣓ࣛࣃࢺタ㸧を把握

 。ࡿࡍタを伝㏦࣮ࢹ㸪緊急時対策所へࡵたࡿࡍ

㸦4㸧࣮ࢹタ伝㏦設備 

発電所内ࡽ発電所外ࡢ緊急時対策支援࣒ࢸࢫࢩ㸦＊７８８㸧等へ必要࣮ࢹ࡞

タを伝㏦ࡿࡍ。 
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第㸯図  通信連絡設備

 

通信連絡設備ࡢࡢ概要
 



 

1.19-」」 

「. 通信連絡設備㸦発電所内㸧 

  中央制御室等ࡽ人ࡀ立ち入ྍࡿ能性ࡢあࡿ原子炉建屋㸪タ࣮ࣅン建屋等ࡢ建

屋内外各所ࡢ者へࡢ必要࡞操作㸪作業又ࡣ㏥避ࡢ指示等ࡢ連絡を行うࡁ࡛ࡀࡇ

㸧㸪電力保Ᏻ通信用電。ࡴ㸧㸦警報装置を含ࢢンࢪ࣮࣌㸪㏦受話器㸦࡚ࡋ設備ࡿ

話設備㸪携行型通話装置㸪無線連絡設備及び衛星電話設備ࡢ多様性を確保ࡋた通

信連絡設備㸦発電所内㸧を設置又ࡣ保管ࡿࡍ設計ࡿࡍ。概要を第㸰図示ࡍ。 

  通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢ多様性を第㸯表示ࡍ。 

  また㸪通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢうち㸪重大事故等対処設備࡛あࡿ衛星電話

設備㸪無線連絡設備及び携行型通話装置ࡣ㸪重大事故等時࠾い࡚ࡶ使用ࡋ㸪重

大事故等ࡀ発生ࡋた場合࠾い࡚ࡶ機能維持を図ࡿ設計ࡿࡍ。 

  電力保Ᏻ通信用電話設備࠾けࡿ建屋間ࡢ᭷線系回線ࡢ構成ࡣ㸪㸰号炉設置

固定電話機ࡿࡍ設置緊急時対策所内電力保Ᏻ通信用電話設備㸦交換機㸧ࡿࡍ

を接⥆ࡿࡍ設計ࡿࡍ。 

  万ࡀ一㸪᭷線系回線ࡀ損傷ࡋ㸪電力保Ᏻ通信用電話設備ࡢ機能ࡀ喪失ࡋた場合㸪

発電所建屋外ࡣ無線連絡設備又ࡣ衛星電話設備㸪発電所建屋内ࡣ携行型通話装置

 。ࡿࡍ設計࡞能ྍࡀ通信連絡ࡢ必要箇所ࡢ㸪発電所内ࡾࡼ

  通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡘい࡚ࡣ㸪定期的࡞外観点検及び通信連絡ࡢ確認

。ࡿࡍを確認ࡇࡿࡁ保Ᏺ管理を行い㸪常時使用࡛࡞適切ࡾࡼ
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第㸰㸰図  通信連絡設備

 

通信連絡設備㸦発電所内発電所内㸧ࡢ概要  
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第㸯表 通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢ多様性 

 

主要設備 機能 通信回線種別 通信連絡ࡢ場所㸨1 

㏦受話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧 

㸦警報装置を含ࡴ。㸧 

 ࣭ࢺッࢭࢻンࣁ

 ࣮࢝ࣆࢫ
電話 ᭷線系回線 

࣭緊急時対策所㸫中央制御室 

࣭緊急時対策所㸫現場㸦屋外㸧 

࣭中央制御室㸫現場㸦屋内㸧 

࣭中央制御室㸫現場㸦屋外㸧 

電力保Ᏻ通信用 

電話設備 

固定電話機 電話 ᭷線系回線 
࣭緊急時対策所㸫中央制御室 

࣭中央制御室㸫現場㸦屋内㸧 

５－８ 端ᮎ 電話 
᭷線系㸭 

無線系回線 

࣭緊急時対策所㸫中央制御室 

࣭緊急時対策所㸫現場㸦屋外㸧 

࣭中央制御室㸫現場㸦屋内㸧 

࣭中央制御室㸫現場㸦屋外㸧 

FAX ＦＡＸ ᭷線系回線 ࣭緊急時対策所㸫中央制御室 

衛星電話設備 
衛星電話㸦固定㸧㸪 

衛星電話㸦携帯㸧 
電話 衛星系回線 

࣭緊急時対策所㸫中央制御室 

࣭緊急時対策所㸫現場㸦屋外㸧 

無線連絡設備 

無線連絡装置㸦固定㸧㸪 

無線連絡装置㸦車載㸧 

電話 無線系回線 

࣭緊急時対策所㸫現場㸦屋外㸧 

 㸦固定㸧㸪ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ

 㸦携帯㸧ࣂ࣮ࢩンࣛࢺ

࣭緊急時対策所㸫中央制御室 

࣭緊急時対策所㸫現場㸦屋外㸧 

࣭中央制御室㸫現場㸦屋外㸧 

携行型通話装置 電話 ᭷線系回線 ࣭中央制御室㸫現場㸦屋内㸧 

㸨1 現場㸦屋内㸧㸸制御建屋㸪原子炉建屋㸪タ࣮ࣅン建屋 
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」. 通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡢ概要  

発電所外ࡢ必要箇所事故ࡢ発生等係ࡿ連絡を音声等ࡾࡼ行うた

㸪電力保Ᏻ通信用電話設備㸪社内࡚ࡋ㸪通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡵ

㸪局線加入電話設備㸪専用電話設備㸪衛星電話設備࣒ࢸࢫࢩ会議ࣅࣞࢸ

及び統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いた通信連絡設備を設置又ࡣ保管

通信方式ࡿࡼ衛星系回線ࡣ㸪᭷線系回線㸪無線系回線又ࡋ設計ࡿࡍ

ࡿ制限を受けࡿࡼ㸪輻輳等ࡋ⥆接た専用通信回線ࡋ多様性を確保ࡢ

概要を第㸱図㸪第㸲図及び第㸳図。ࡿࡍ設計ࡿࡁく常時使用࡛࡞ࡇ

 。ࡍ示

また㸪通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡢうち㸪重大事故等対処設備࡛あࡿ

統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いた通信連絡設備及び衛星電話設備ࡣ㸪

重大事故等ࡀ発生ࡋた場合࠾い࡚ࡶ使用ࡋ㸪重大事故等ࡀ発生ࡋた場

合࠾い࡚ࡶ機能維持を図ࡿ設計ࡿࡍ。 

 

㸦1㸧電力保Ᏻ通信用電話設備 

専用ࡢ電力保Ᏻ通信用回線㸦᭷線系及び無線系㸧接⥆࡚ࡋいࡿ固 

定電話機㸪５－８ 端ᮎ㸪FAX 及び通信事業者回線㸦衛星系㸧接⥆࡚ࡋい

 衛星保Ᏻ電話㸦固定㸧ࡿ

㸦「㸧社内ࣅࣞࢸ会議࣒ࢸࢫࢩ 

専用ࡢ電力保Ᏻ通信用回線㸦᭷線系㸧及び通信事業者ࡀ提供ࡿࡍ通信

事業者回線㸦衛星系㸧接⥆࡚ࡋいࣅࣞࢸࡿ会議࣒ࢸࢫࢩ 

㸦」㸧局線加入電話設備 

通信事業者ࡀ提供ࡿࡍ災害時優ඛ加入契約ࢀࡉた通信事業者回線㸦᭷

線系㸧接⥆࡚ࡋいࡿ加入電話機及び加入 FAX 

㸦4㸧専用電話設備 

通信事業者ࡀ提供ࡿࡍ専用通信回線㸦᭷線系㸧接⥆ࡿࡍ専用電話設

備㸦地方公共団体向࣍ッࣛࢺン㸧 

㸦5㸧衛星電話設備 

通信事業者ࡀ提供ࡿࡍ通信事業者回線㸦衛星系㸧接⥆࡚ࡋいࡿ衛星

電話㸦固定㸧㸪衛星電話㸦携帯㸧 

㸦6㸧統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いた通信連絡設備 

通信事業者ࡀ提供ࡿࡍ特定顧客専用ࡢ統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡ

㸦᭷線系及び衛星系㸧を用いた ．５ 電話㸪．５㸫FAX㸪ࣅࣞࢸ会議ࢸࢫࢩ

 ࣒

 

᭷線系回線ࡿࡍ配備㸪㏦電鉄塔ࡣ電力保Ᏻ通信用回線ࡢ㸪専用࠾࡞

及び排気筒固定設置ࡿࡍ無線系回線࡚ࡗࡼ構成ࡋ㸪発電所外ࡢ必要

箇所通信連絡ࡿࡍ設計ࡿࡍ。万ࡀ一㸪電力保Ᏻ通信用回線ࡿࡼ通

信連絡ࡢ機能ࡀ喪失ࡋた場合㸪統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを用いた通
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信連絡設備等ࡢ衛星系回線ࡾࡼ㸪発電所外ࡢ必要箇所ࡢ通信連絡ࡀ

ྍ能࡞設計ࡿࡍ。 

通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡘい࡚ࡣ㸪定期的࡞外観点検及び通信連

絡ࡢ確認ࡾࡼ適切࡞保Ᏺ管理を行い㸪常時使用࡛ࡇࡿࡁを確認ࡿࡍ。
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㸦電力保Ᏻ通信用電話設備

第㸱図 通信連絡設備

電力保Ᏻ通信用電話設備

通信連絡設備㸦発電所外

電力保Ᏻ通信用電話設備㸪社内ࣅࣞࢸ会議

 

発電所外［社内関係箇所

会議࣒ࢸࢫࢩ㸪局線加入電話設備

社内関係箇所］㸧ࡢ概要㸦そࡢ㸯

局線加入電話設備

そࡢ㸯㸧 

局線加入電話設備㸪衛星電話設備㸧㸧 
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第㸲図 通信連絡設備

㸦統合原子力防災

通信連絡設備㸦発電所外

統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを

 

発電所外［社内関係箇所

ネッࢺワ࣮ࢡを用

 

社内関係箇所］㸧ࡢ概要㸦そࡢ㸰

用いた通信連絡設備

そࡢ㸰㸧 

通信連絡設備㸧 
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㸦衛星電話設備

第㸳図 

衛星電話設備㸪専用電話設備

 通信連絡設備㸦

専用電話設備㸦࣍ッࣛࢺン

 

㸦発電所外［社外関係箇所

ン㸧㸪統合原子力防災ࣛࢺッ࣍

社外関係箇所］㸧ࡢ概要

統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡを

概要 

ネッࢺワ࣮ࢡを用いた通信連絡設備通信連絡設備㸧 
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4. Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示(８（８５)࣒ࢸࢫࢩ及び࣮ࢹタ伝㏦設備 

緊急時対策所へ事故状態等ࡢ把握必要࣮ࢹ࡞タを伝㏦࡛ࡿࡁ設備ࡋ

࡚㸪࣮ࢹタ収集装置㸪８５）８ 伝㏦装置及び ８５）８ 表示装置ࡽ構成ࡿࡍᏳ全

また㸪発電所内。ࡿࡍ設計ࡿࡍを設置(８（８５)࣒ࢸࢫࢩタ表示࣮࣓ࣛࣃ

ࡁタを伝㏦࡛࣮ࢹ࡞等へ必要(７８８＊)࣒ࢸࢫࢩ緊急時対策支援ࡢ発電所外ࡽ

㸪８５）８࡚ࡋ設備ࡿ 伝㏦装置࡛構成࣮ࢹࡿࡍタ伝㏦設備を設置ࡿࡍ設計

 。ࡿࡍ

 

㸪緊急時対策支ࡋタを収集࣮ࢹࡽタ収集装置࣮ࢹ㸪ࡣタ伝㏦設備࣮ࢹ

援(７８８＊)࣒ࢸࢫࢩ等へ必要࣮ࢹ࡞タを伝㏦ྍ能࡞設計ࡋ㸪常時使用࡛ࡁ

ワ࣮ࢺ統合原子力防災ネッࡢ特定顧客専用ࡿࡍ提供ࡀう㸪通信事業者ࡼࡿ

電力ࡢ㸪専用ࡶࡿࡍ多様性を確保ࡋ⥆接㸦᭷線系及び衛星系㸧ࢡ

保Ᏻ通信用回線㸦᭷線系及び無線系㸧及び通信事業者ࡀ提供ࡿࡍ専用ࡢ衛

星無線回線㸦衛星系㸧ࡶ接⥆ࡋ多様性を確保ࡿࡍ設計ࡿࡍ。概要を第

㸴図示ࡍ。 

うち㸪ࡢタ伝㏦設備࣮ࢹ及び(８（８５)࣒ࢸࢫࢩタ表示࣮࣓ࣛࣃ㸪Ᏻ全࠾࡞

重大事故等対処設備࡛あ࣮ࢹࡿタ収集装置㸪８５）８ 伝㏦装置及び ８５）８ 表示

装置ࡣ㸪重大事故等時࠾い࡚ࡶ使用ࡋ㸪重大事故等ࡀ発生ࡋた場合࠾

い࡚ࡶ機能維持を図ࡿ設計ࡿࡍ。 

 

Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示࠾(８（８５)࣒ࢸࢫࢩけࡿ発電所内建屋間ࡢ᭷線系回

線ࡢ構成ࡣ 「 号炉緊急時対策所を直接接⥆ࡿࡍ設計ࡿࡍ。 

万ࡀ一㸪᭷線系回線損傷ࡀ発生ࡋ᭷線系回線࣮ࢹࡿࡼタ伝㏦ࡢ機能

⥅ࡀタ伝㏦࣮ࢹࡢ㸪発電所内建屋間ࡾࡼた場合㸪衛星通信装置ࡋ喪失ࡀ

⥆ྍ能࡞設計ࡿࡍ。 

Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示(８（８５)࣒ࢸࢫࢩ及び࣮ࢹタ伝㏦設備ࡘい࡚ࡣ㸪定

期的࡞外観点検及び通信連絡ࡢ確認ࡾࡼ適切࡞保Ᏺ管理を行い㸪常時使

用࡛ࡇࡿࡁを確認ࡿࡍ。 
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第第㸴図 Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ࣮࣓ࣛࣃタ表示࣒ࢸࢫࢩ

 

概要概要ࡢタ伝㏦設備伝㏦設備࣮ࢹ㸦８５）８８５）８㸧及び࣒ࢸࢫࢩ
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添付資料 1.19.6 

 

多様性を確保ࡋた通信回線 

 

通信連絡設備㸦発電所外㸧及び࣮ࢹタ伝㏦設備ࡘい࡚ࡣ㸪᭷線系回線㸪無

線系回線又ࡣ衛星系回線ࡿࡼ通信方式ࡢ多様性を確保ࡋた通信回線接⥆

主要設備。ࡿࡍ設計ࡿࡁく常時使用࡛࡞ࡇࡿ制限を受けࡿࡼ㸪輻輳等ࡋ

示㸪概要を第㸵図ࡶࡿࡍ記載通信回線種別を第㸰表ࡿࡍ⥆接ࡈ

 。ࡍ

第㸰表 多様性を確保ࡋた通信回線 

通信回線種別 主要設備 機能 専用 
通信ࡢ 

制限㸨「 

電力保Ᏻ 

通信用回線 

᭷線系回線 

㸦ගࣝࣈ࣮ࢣ㸧 

電力保Ᏻ通信用 

電話設備㸨1 

固定電話機㸪５－８ 端ᮎ 電話 ○ ◎ 

FAX FAX ○ ◎ 

社内ࣅࣞࢸ会議ࣅࣞࢸ ࣒ࢸࢫࢩ会議 ○ ◎ 

タ伝㏦設備 ８５）８࣮ࢹ 伝㏦装置 ࣮ࢹタ伝㏦ ○ ◎ 

無線系回線 

㸦多重無線㸧 

電力保Ᏻ通信用 

電話設備㸨1 

固定電話機㸪５－８ 端ᮎ 電話 ○ ◎ 

FAX FAX ○ ◎ 

タ伝㏦設備 ８５）８࣮ࢹ 伝㏦装置 ࣮ࢹタ伝㏦ ○ ◎ 

通信 

事業者回線 

᭷線系回線 

㸦࣓ タࣝ ࢣ࣮ ࣝࣈ 㸧 

局線加入電話設備 

㸦災害時優ඛ契約あࡾ㸧 

加入電話機 電話 㸫 ○ 

加入 FAX FAX 㸫 ○ 

局線加入電話設備 

㸦災害時優ඛ契約ࡋ࡞㸧 

加入電話機 電話 㸫 ×㸨」 

加入 FAX FAX 㸫 ×㸨」 

衛星系回線 

衛星電話設備 衛星電話㸦固定㸪携帯㸧 電話 㸫 ○ 

電力保Ᏻ通信用電話設備 衛星保Ᏻ電話㸦固定㸧 電話 ○ ◎ 

社内ࣅࣞࢸ会議ࣅࣞࢸ ࣒ࢸࢫࢩ会議 ○ ◎ 

タ伝㏦設備 ８５）８࣮ࢹ 伝㏦装置 ࣮ࢹタ伝㏦ ○ ◎ 

᭷線系回線 

㸦ගࣝࣈ࣮ࢣ㸧 
専用電話設備 

専用電話設備 

㸦地方公共団体向࣍ッࣛࢺ

 ン㸧

電話 ○ ◎ 

通信 

事業者回線 

㸦統合原子力

防災ネッࢺ 

ワ࣮ࢡ㸧 

᭷線系回線 

㸦ගࣝࣈ࣮ࢣ㸧 統合原子力防災 

ネッࢺワ࣮ࢡを用いた 

通信連絡設備 

．５ 電話 電話 ○ ◎ 

．５-FAX FAX ○ ◎ 

 ◎ ○ 会議ࣅࣞࢸ ࣒ࢸࢫࢩ会議ࣅࣞࢸ

衛星系回線 

．５ 電話 電話 ○ ◎ 

．５-FAX FAX ○ ◎ 

 ◎ ○ 会議ࣅࣞࢸ ࣒ࢸࢫࢩ会議ࣅࣞࢸ

᭷線系回線 

㸦ගࣝࣈ࣮ࢣ㸧 ࣮ࢹタ伝㏦設備 ８５）８ 伝㏦装置 ࣮ࢹタ伝㏦ ○ ◎ 

衛星系回線 

㸨1㸸局線加入電話設備接⥆ࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸪発電所外へࡢ連絡ྍࡶ能 

㸨「㸸通信ࡢ制限ࡣ㸪輻輳ࡢほ㸪災害発生時等ࡢ通信事業者ࡿࡼ通信規制を想定 

㸨」㸸通信ࡢ制限時ࡣ㸪ほࡢ通信連絡設備࡛発電所外へࡢ連絡ྍࡀ能 

凡例 ࣭専用 ○㸸専用回線㸪㸫㸸非専用回線 

࣭輻輳 ◎㸸制限ࡋ࡞㸪○㸸制限ࡢ恐ࡀࢀ少࡞い㸪×㸸制限ࡢ恐ࡀࢀあࡿ 



 

1
.1
9-
44 

第第㸵図 多様性

 

多様性を確保ࡋた通信回線通信回線ࡢ概要

 



 

1.19-45 

添付資料 1.19.7 

通信連絡設備ࡢ電源設備 

 㸯㸬中央制御室 

中央制御室࠾けࡿ通信連絡設備ࡣ㸪外部電源喪失時㸪非常用所内電源設備࡛

あࡿ非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機又ࡣ無停電電源装置㸦充電器等を含ࡴ。㸧ࡽ受電

ྍ能࡞設計ࡿࡍ。 

常設代替交࡚ࡋ㸪代替電源設備ࡣ通信連絡設備ࡿけ࠾㸪中央制御室ࡽࡉ

流電源設備࡛あࢫ࢞ࡿタ࣮ࣅン発電機又ྍࡣ搬型代替交流電源設備࡛あࡿ電源

車ࡽ受電ྍ能࡞設計ࡿࡍ。概要を第㸶図示ࡍ。 

また㸪通信連絡設備ࡢ電源設備を第㸱表㸪第㸲表及び第㸳表示ࡍ。 
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第㸶図 中央制御室࠾けࡿ通信連絡設備ࡢ電源構成 

125V直流
主母線盤2A

460V C/B MCC 2C-1

125V

充電器盤2A 125V

充電器盤2B

125V蓄電池2B

6,000Ah

125V直流
主母線盤2B

125V蓄電池2A

8,000Ah

動力変圧器
6-2PD

非常用
䝕䜱䞊䝊䝹
発電機䠄B䠅

動力変圧器
6-2PC

非常用
䝕䜱䞊䝊䝹
発電機䠄A䠅

ガ䝇タ䞊ビン
発電機䠄A䠅

※1
※2

6.9kV M/C 6-2F-1 6.9kV M/C 6-2F-2

6.9kV M/C 6-2G6.9kV M/C  6-2C

外部電源䜘䜚 外部電源䜘䜚

460V P/C 4-2C

D/GD/G

䞉M/C  ： 䝯タ䝹䜽ラ ッ䝗

䝇䜲 ッチ䜼䜰

䞉P/C   ： 䝟ワ䞊䝉ンタ
䞉MCC ：䝰䞊タコン䝖䝻䞊䝹

䝉ンタ

䞉R/B   ：原子炉建屋

䞉C/B ：制御建屋

ガ䝇タ䞊ビン
発電機䠄B䠅

電源車

電源車

GTG

※2
※1

GTG
外部電源䜘䜚

ガ䝇タ䞊ビン
発電機䠄A䠅

接続盤

ガ䝇タ䞊ビン
発電機䠄B䠅

接続盤

外部電源䜘䜚

6.9kV M/C 6-2D

125V

直流ศ電盤
2B-1

125V

直流ศ電盤
2A-1

460V P/C 4-2D

中央制御室120V

交流ศ電盤2A
中央制御室120V

交流ศ電盤2B

䝕䞊タ収集装置 衛星電話設備

䠄衛星電話䠄固定䠅䠅

無線連絡設備

䠄䢀ﾗ䢙䡸䡬䢆䢚䠄固定䠅䠅

通信用電源装置
䠄直流48V䠅

電力保安通信用電話設備

䠄固定電話機䠅

送受話器䠄䢉䢛䡬䡸䢚䢙ｸ䢚䠅

通信用ศ電盤

電源車

電源車

460V C/B MCC 2D-1

蓄電池
700Ah

䠄略語䠅

：配線用遮断器

：高圧遮断器

䛆凡例䛇

：低圧遮断器

：変圧器

電源車接続口 電源車接続口

：非常用所内電源設備又䛿

無停電電源装置䠄充電器等を含む䠅

：代替電源設備

䠄重大事故等対処設備䠅

：重大事故等対処設備

：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

として使用す䜛設備

䛆凡例䛇

䠄ａ䠅へ
䠄第9図へ䠅
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㸰㸬緊急時対策所 

緊急時対策所࠾けࡿ通信連絡設備ࡣ㸪外部電源喪失時㸪非常用所内電源設

備࡛あࡿ非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機又ࡣ無停電電源装置㸦充電器等を含ࡴ。㸧

 。ࡿࡍ設計࡞受電ྍ能ࡽ

常設代࡚ࡋ㸪代替電源設備ࡣ通信連絡設備ࡿけ࠾㸪緊急時対策所ࡽࡉ

替交流電源設備࡛あࢫ࢞ࡿタ࣮ࣅン発電機又ࡣ緊急時対策所用代替交流電源

設備࡛あࡿ電源車ࡽ受電ྍ能࡞設計ࡿࡍ。概要を第㸷図示ࡍ。 

また㸪通信連絡設備ࡢ電源設備を第㸱表㸪第㸲表及び第㸳表示ࡍ。 
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第㸷図 緊急時対策所࠾けࡿ通信連絡設備ࡢ電源構成 

㻢㻚㻥kV M㻛㻯
㻢㻙J㻙㻝

㻳
P
T

母
線
接
地
装
置

予
備

予
備

母
線
接
地
装
置

㻳
P
T

動力変圧器
㻢㻙PJ㻙㻝

㻝㻞㻡V直流主母線盤

Ｊ㻙㻝

㻝㻞㻡V直流主母線盤

J㻙㻞

㻝㻞㻡V蓄電池
J㻙㻝

㻞㻘㻜㻜㻜㻭h

㻠㻢㻜V 緊急時対策建屋

M㻯㻯 Ｊ㻙㻝

㻢㻚㻥kV M㻛㻯 㻢㻙㻞㻲㻙㻝

※2

※1

GTG

㻢㻚㻥kV M㻛㻯 㻢㻙㻞㻲㻙㻞

※1

※2

GTG

㻢㻚㻥kV M㻛㻯 㻢㻙㻞㻰

電源車

㻢㻚㻥kV M㻛㻯
㻢㻙J㻙㻞

動力変圧器
㻢㻙PJ㻙㻞

㻠㻢㻜V 緊急時対策建屋

M㻯㻯 Ｊ㻙㻞

㻞号 㻾㻛㻮

外部電源䜘䜚外部電源䜘䜚

ガ䝇タ䞊ビン
発電機(A)

ガ䝇タ䞊ビン
発電機(B)

ガ䝇タ䞊ビン

発電機䠄㻭䠅
接続盤

ガ䝇タ䞊ビン

発電機䠄㻮䠅
接続盤

衛星電話設備

䠄衛星電話䠄固定䠅䠅

無線連絡設備

䠄䢀ﾗ䢙䡸䡬䢆䢚䠄固定䠅䠅

社内䡿ﾚ䢇䢚会議

䡸䡹䡿ﾑ

局線加入電話

設備
䠄加入FAX䠅

電力保安通信用

電話設備
䠄FAX䠅統合原子力防災

ネッ䝖ワ䞊䜽を
用いた通信連絡設備

䠄䡿ﾚ䢇䢚会議䡸䡹䡿ﾑ，
IP電話，IP-FAX䠅

電力保安通信用

電話設備
䠄固定電話機䠅

電力保安通信用電話設備

䠄衛星保安電話䠄固定䠅䠅

㻿P㻰㻿伝送装置

緊急時対策建屋内

緊急時対策所

非常用
䝕䜱䞊䝊䝹発電機(B)

D/G

㻝㻞㻡V蓄電池

J㻙㻞
㻞㻘㻜㻜㻜㻭h

㻿P㻰㻿表示装置

専用電話設備

䠄地方公共団
体向䢊䡫䢀ﾗｲ䢙䠅

㻝㻞㻡V充電器盤

J㻙㻞
㻝㻞㻡V充電器盤

J㻙㻝

：配線用遮断器

：高圧遮断器

䛆凡例䛇

：低圧遮断器

：変圧器

䞉M/C  ： 䝯タ䝹䜽ラッ䝗
䝇䜲 ッチ䜼䜰

䞉MCC ：䝰䞊タコン䝖䝻䞊䝹
䝉ンタ

䞉R/B   ：原子炉建屋

䠄略語䠅

緊急時対策建屋
電灯䞉作業用ศ電盤

緊急時対策建屋

電灯䞉作業用
ศ電盤用ษ替盤

緊急時対策建屋

㻝㻜㻡V交流電源
ษ替盤

緊急時対策建屋

㻝㻜㻡V交流ศ電盤
J㻙㻟

送受話器

䠄䢉䢛䡬䡸䢚䢙ｸ䢚䠅
無線連絡設備

䠄無線連絡装置䠄固定䠅䠅

Ａ系
通信用ศ電盤

Ａ系 通信用

電源装置
㻔直流㻠㻤V㻕

Ａ系蓄電池

㻤㻜㻜㻭h

Ａ系
通信用受電盤

：非常用所内電源設備又䛿

無停電電源装置䠄充電器等を含む䠅

：代替電源設備

䠄重大事故等対処設備䠅

：重大事故等対処設備

：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

として使用す䜛設備

䛆凡例䛇

䠄ａ䠅
䠄第8図か䜙䠅
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第㸱表 通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢ電源設備 

通信種別 主要施設 
非常用所内電源設備 

又ࡣ無停電電源装置等 
代替電源設備 

発電所内 

携行型通話装置 中央制御室 乾電池㸨1 㸦乾電池㸧 

㏦受話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧 

㸦警報装置含ࡴ。㸧 

 㸪ࢺッࢭࢻンࣁ

 ࣮࢝ࣆࢫ

中央制御室 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

通信用電源装置 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

通信用電源装置 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

無線連絡装置㸦固定㸧 緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

通信用電源装置 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

無線連絡装置㸦車載㸧 屋外 車載電源*「 㸫 

ﾄﾗ㺻ｼｰﾊ㺼㸦固定㸧 

中央制御室 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

ﾄﾗ㺻ｼｰﾊ㺼㸦携帯㸧 

中央制御室 

充電式電池㸦ᮏ体内蔵㸧㸨」 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 
 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

  㸨1㸸乾電池ࡾࡼ約 1「 時間通話ྍ能。また㸪必要࡞予備ࡢ乾電池を保᭷ࡋ㸪予備ࡢ電池を確保ࡾࡼࡇࡿࡍ 7 日間以ୖ⥅⥆ࡢ࡚ࡋ通話ྍࡀ能。 

㸨「㸸放射能観測車㸦ࣔニタࣜン࣮࢝ࢢ㸧ࡢ車載型電源ࡾࡼ連⥆通話ྍ能。 

 㸨」㸸充電式電池ࡾࡼ約 11 時間通話ྍ能。また㸪ほࡢ端ᮎ若ࡋくࡣ予備ࡢ充電式電池交換ࡾࡼࡇࡿࡍ 7 日間以ୖ⥅⥆ࡢ࡚ࡋ通話ྍࡀ能࡛あࡾ㸪使用後ࡢ充電式電池ࡣ 

代替電源設備࡚充電ྍ能。 

＝重大事故等対処設備 
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第㸲表 通信連絡設備㸦発電所内及び発電所外㸧ࡢ電源設備 

通信種別 主要施設 
非常用所内電源設備 

又ࡣ無停電電源装置等 
代替電源設備 

発電所内外 
電力保Ᏻ通信用電話設備 

 

固定電話機 

中央制御室 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

通信用電源装置 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

通信用電源装置 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

Ｐ㹆Ｓ端ᮎ 

中央制御室 

充電式電池㸦ᮏ体内蔵㸧㸨1 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 
 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

ＦＡＸ 

中央制御室 非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

発電所内外 

Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示ࢫࢩ

 㸦８５）８㸧࣒ࢸ

 

 タ伝㏦設備࣮ࢹ

 タ収集装置࣮ࢹ
 ࢫࢭࣟࣉ

計算機室 

非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

８５）８ 伝㏦装置 緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

８５）８ 表示装置 緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

衛星電話設備 

衛星電話㸦固定㸧 

中央制御室 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

衛星電話㸦携帯㸧 

中央制御室 

充電式電池㸦ᮏ体内蔵㸧㸨「 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦ྍ搬型代替交流電源設備㸧 

緊急時対策所 
 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

  㸨1㸸充電式電池ࡾࡼ約 8.5 時間連⥆通話ྍ能。また㸪ほࡢ端ᮎ若ࡋくࡣ予備ࡢ充電式電池交換ࡾࡼࡇࡿࡍ 7日間以ୖ⥅⥆ࡢ࡚ࡋ通話ྍࡀ能࡛あࡾ㸪使用後ࡢ充電式電池ࡣ 

代替電源設備࡚充電ྍ能。 

  㸨「㸸充電式電池ࡾࡼ約 4時間連⥆通話ྍ能。また㸪ほࡢ端ᮎ若ࡋくࡣ予備ࡢ充電式電池交換ࡾࡼࡇࡿࡍ 7日間以ୖ⥅⥆ࡢ࡚ࡋ通話ྍࡀ能࡛あࡾ㸪使用後ࡢ充電式電池ࡣ 

代替電源設備࡚充電ྍ能。 

＝重大事故等対処設備 
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第㸳表  通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡢ電源設備 

通信種別 主要施設 
非常用所内電源設備 

又ࡣ無停電電源装置等 
代替電源設備 

発電所外 

局線加入電話設備 

加入電話機 緊急時対策所 通信事業者回線ࡢࡽ給電 㸫㸦通信事業者回線ࡢࡽ給電㸧 

加入ＦＡＸ 緊急時対策所 
通信事業者回線ࡢࡽ給電㸪 

非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢡ 

を用いた通信連絡設備 

 ࣒ࢸࢫࢩ会議ࣅࣞࢸ

㸦᭷線系㸪衛星系㸧 

緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機㸪 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

㹇Ｐ電話 

㸦᭷線系㸪衛星系㸧 

㹇Ｐ㸫ＦＡＸ 

㸦᭷線系㸪衛星系㸧 

専用電話設備 

専用電話設備 

㸦地方公共団体向 

 ン㸧ࣛࢺッ࣍

緊急時対策所 非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

社内ࣅࣞࢸ会議࣒ࢸࢫࢩ 緊急時対策所 非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 
 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

電力保Ᏻ通信用電話設備 衛星保Ᏻ電話㸦固定㸧 緊急時対策所 
非常用ࣝࢮ࣮ࢹ発電機 

1「5V 充電器盤㸦1「5V 蓄電池㸧 

 ン発電機㸦常設代替交流電源設備㸧ࣅタ࣮ࢫ࢞

電源車㸦緊急時対策所用代替交流電源設備㸧 

 

＝重大事故等対処設備 



 

1.19-5「 

添付資料 1.19.8 

緊急時対策所ࡢ通信連絡設備係ࡿ耐震措置ࡘい࡚ 

 

緊急時対策所内設置又ࡣ保管ࡿࡍ通信連絡設備ࡣ㸪転倒防止措置等を施ࡍ

設計ࡽࡉ。ࡿࡍ㸪緊急時対策所内設置又ࡣ保管ࡿࡍ重大事故等対処設備

地震力ࡿࡼ基準地震動ࡾࡼ加振試験等ࡶࡍ㸪転倒防止措置等を施ࡣ

 。ࡿࡍい設計࡞ࡋ機能を喪失࡚ࡋ対

緊急時対策所へ事故状態等ࡢ把握必要࣮ࢹ࡞タを伝㏦ࡿࡍたࡢࡵᏳ全ࣃ

࣓࣮ࣛタ表示࣒ࢸࢫࢩ㸦８５）８㸧及び緊急時対策所内࠾け࣮ࢹࡿタ伝㏦設備

ࡿࡼ基準地震動ࡾࡼ加振試験等ࡶࡍ㸪転倒防止措置等を施ࡣい࡚ࡘ

地震力対࡚ࡋ機能を喪失࡞ࡋい設計ࡿࡍ。 

また㸪建屋間ࡢ伝㏦࣮ࣝࡣࢺ㸪無線系回線ࡾࡼ基準地震動ࡿࡼ地震力

対ࡿࡍ耐震性を確保ࡿࡍ設計ࡋ㸪᭷線系回線ࡘい࡚ྍࡣう性を᭷ࡿࡍ

 。ࡿࡍ設計ࡿࡍ影響をప減ࡿࡼ㸪地震力ࡾࡼࡇࡿࡍ㸪余長を確保ࡶ

概要を第 10 図及び第 11 図示ࡍ㸦８５）８ 表示装置ࡘい࡚ࡣ㸪1.18ࠕ 緊急

時対策所ࡢ居ఫ性等関ࡿࡍ手㡰等࡚ࠖ整理ࡿࡍ。㸧。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 100 図 緊急時対策所緊急時対策所ࡢ

1.19-5」 

通信連絡設備ࡢ

 

通信連絡設備係ࡿࡿ耐震措置ࡢࡢ概要
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第 11 図 Ᏻ全Ᏻ全࣮࣓ࣛࣃタ表示表示࣒ࢸࢫࢩ㸦㸦８５）８㸧及び࣮ࢹタ࣮ࢹタ伝㏦設備係ࡿ耐震装置耐震装置ࡢ概要

 



 

1.19-55 

添付資料 1.19.9 

機能ࡈ必要࡞通信連絡設備 

 

発電所内࠾けࠕࡿ避難ࡢ指示 及ࠖびࠕ操作࣭作業ࡢ連絡 㸪ࠖ発電所外へࠕࡢ連

絡࣭通報等ࠖ必要࡞通信連絡設備ࡢ種類㸪配備ྎ数等ࡘい࡚㸪通信連絡ࡀ

必要࡞箇所ࡈ整理ࡋた通信連絡ࡢ指揮系統を第 1「 図㸪第 1」 図㸪第 14 図㸪

第 15 図及び第 16 図示ࡍ。 

通信連絡設備ࡣ㸪使用ࡿࡍ要員㸪連絡ඛ㸦地方公共団体㸪そࡢ他関係箇所㸦警

察㸪消防等㸧㸧㸪ࡾࡼ㏿や連絡ࡀ実施࡛ࡼࡿࡁう必要ྎ࡞数を整備ࡿࡍ。

また㸪予備品ྎࡢ数ࡣ㸪ࢀࡇま࡛ࡢ使用実績や新規購入時ࡢ納期ࡢ実績等を踏

まえ㸪設備ࡀ故障ࡋた場合ࡶ㏿や代替機器を準備࡛ྎࡿࡁ数を整備ࡿࡍ。 
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機能 使用ࡿࡍ通信連絡設備 

発
電
所
内 

㏥避ࡢ指示 

 

࣭台数についてࡣ，配備台数を示す。また，今後，訓練等を通して見直しを行う。 

第 1「 図 ࠕ㏥避ࡢ指示ࠖにおける通信連絡ࡢ指揮系統図 

○発電所構内設置台数㸦上記台数を除く㸧 

࣭㏦受話器：509 台 

࣭固定電話機：」1「 台 

 ࣭PHS 端末：489 台 

 ࣭衛星電話㸦携帯㸧：18台 

 ࣭ﾄﾗ㺻ｼｰﾊ㺼㸦携帯㸧：4」台 

 

㸨：制御建屋，原子炉建屋，タ࣮ビン建屋等 

緊急時対策所 

࣭㏦受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼)：「台 

࣭電力保安通信用電話設備 

(固定電話機：1「 台,PHS 端末：1「 台) 

࣭衛星電話㸦固定㸧：4台 

࣭ﾄﾗ㺻ｼｰﾊ㺼㸦固定㸧：4台 

 

中央制御室 

࣭㏦受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼)：17 台 

࣭電力保安通信用電話設備 

(固定電話機:5 台,PHS 端末:6 台) 

࣭衛星電話㸦固定㸧：「台 

࣭ﾄﾗ㺻ｼｰﾊ㺼㸦固定㸧：「台 

 

現場㸦屋内㸧㸨 

࣭㏦受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼) 

࣭電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機，PHS 端末㸧 

 

現場㸦屋外㸧 

࣭㏦受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼) 

࣭電力保安通信用電話設備 

㸦PHS 端末㸧 

࣭衛星電話㸦携帯㸧 

࣭ﾄﾗ㺻ｼｰﾊ㺼㸦携帯㸧 
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機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
内 

操作࣭作業 

 連絡ࡢ

○送受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼)及び電力保安通信用電話設備㸦固定電話機，PHS 端末㸧ࡀ使用࡛ࡁる場合 

࣭台数につい࡚ࡣ，配備台数を示す。また，今後，訓練等を通し࡚見直しを行う。 

第 1」 図 ࠕ操作࣭作業ࡢ連絡ࠖにおける通信連絡ࡢ指揮系統図㸦1／「㸧 

○発電所構内設置台数㸦上記台数を除く㸧 

࣭送受話器：509 台 

࣭固定電話機：」1「 台 

࣭PHS 端末：489 台 

緊急時対策所 

࣭送受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼)：「台 

࣭電力保安通信用電話設備 

(固定電話機:1「 台,PHS 端末:1「 台) 

࣭無線連絡装置㸦固定㸧：1台 

 

中央制御室 

࣭送受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼)：17 台 

࣭電力保安通信用電話設備 

(固定電話機:5 台,PHS 端末 6台) 

 

現場㸦屋内㸧㸨㸯 

࣭送受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼) 

࣭電力保安通信用電話設備 

(固定電話機，PHS 端末) 

 

現場㸦屋外㸧㸨㸰 

࣭送受話器(ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼) 

࣭電力保安通信用電話設備 

(PHS 端末) 

 

放射能観測車(ﾓﾆﾀﾘ㺻ｸ㺼ｶｰ) 

࣭無線連絡装置㸦車載㸧：㸯台 

 

㸨㸯：制御建屋，原子炉建屋，タ࣮ビン建屋等 

㸨㸰：モニタリングに係る作業を含む 
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機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
内 

操作࣭作業ࡢ 

連絡 

○送受話器㸦ﾍ㺽ｰｼ㺼㺻ｸ㺼㸧及び電力保安通信用電話設備㸦固定電話機㸪PHS 端末㸧ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合 

࣭台数つい࡚ࡣ㸪配備台数を示す。また㸪今後㸪訓練等を通し࡚見直しを行う。 

第 14 図 ࠕ操作㸪作業ࡢ連絡ࠖおけࡿ通信連絡ࡢ指揮系統図㸦「／「㸧 

緊急時対策所 

࣭衛星電話㸦固定㸧：4台 

࣭ﾄ㺵㺻ｼｰﾊ㺼㸦固定㸧：4台 

 

中央制御室 

࣭携行型通話装置：10 台 

࣭衛星電話㸦固定㸧：「台 

࣭ﾄ㺵㺻ｼｰﾊ㺼㸦固定㸧：「台 

 

現場㸦屋内㸧㸨㸯
 

࣭携行型通話装置 

 

現場㸦屋外㸧㸨㸰
 

࣭衛星電話㸦携帯㸧 

࣭ﾄ㺵㺻ｼｰﾊ㺼㸦携帯㸧 

 

放射能観測車㸦ﾓﾆﾀ㺶㺻ｸ㺼ｶｰ㸧 

࣭衛星電話㸦携帯㸧 

 

重大事故等ࡀ発生した場合おい࡚も㸪現在配備し࡚いࡿ通信連絡設備よࡾ十分対応࡛ࡿࡁ。 

重大事故等ࡀ発生した場合㸦全交流動力電源喪失㸦外部電源喪失㸩）， 失敗㸧㸩SRV 再閉失敗+HP（S 失敗㸧おけࡿ必要࡞通信連

絡設備ࡣ以下ࡢお࡛ࡾあࡿ。 

 

トࣛンシ࣮バ㸦固定㸧 衛星電話㸦固定㸧 トࣛンシ࣮バ㸦携帯㸧 携行型通話装置 

࣭緊急時対策所：1台 

࣭中央制御室：1台 

࣭緊急時対策所：1台 

࣭中央制御室：1台 
࣭現場㸦屋外㸧：19 台 ࣭中央制御室：「台 

 

㸨㸯：制御建屋㸪原子炉建屋㸪タ࣮ビン建屋等 

㸨㸰：モニタࣜング係ࡿ作業を含む 
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機能 使用すࡿ通信連絡設備 

発
電
所
外 

通報࣭連絡等 

○電力保安通信用電話設備㸦固定電話機，PHS 端ᮎ㸧及び局線加入電話設備等ࡀ使用࡛ࡁる場合 

࣭台数につい࡚ࡣ，配備台数を示す。また今後，訓練等を通し࡚見直しを行う。 

第 15 図 ࠕ通報࣭連絡等ࠖにおける通信連絡ࡢ指揮系統図㸦1／「㸧 

発電所構内設置台数㸦上記台数を除く㸧 

࣭固定電話機：」」6 台 

࣭PHS 端ᮎ：489 台 

࣭加入電話：」4 台 

࣭専用電話設備：10 台 

 

そࡢ他関係箇所㸦警察，消防等㸧 

国㸦原子力規制委員会等㸧 

地方公共団体㸦宮城県等㸧 

緊急時対策所 

࣭電力保安通信用電話設備 

(固定電話機:1「 台,PHS 端ᮎ:1「 台,衛星保安電話㸦固

定㸧:1 台) 

࣭局線加入電話設備 

㸦加入電話機：1「 台，加入ＦＡＸ：1台㸧 

࣭専用電話設備：10 台 

࣭統合原子力防災ネットワ࣮クを用いた通信連絡設備 

㸦テレビ会議システム：1式，IP 電話㸦有線系㸧：4台，

IP-FAX㸦有線系㸧：「台㸧 

 

中央制御室 

࣭電力保安通信用電話設備 

(固定電話機:5 台,PHS 端ᮎ:1「 台) 

࣭局線加入電話設備 

㸦加入電話機：1台，加入ＦＡＸ：1台㸧 

 

ᮏ店㸦即応センタ࣮㸧 

࣭電力保安通信用電話設備 

࣭局線加入電話設備 

࣭統合原子力防災ネットワ࣮クを用

いた通信連絡設備 

㸦テレビ会議システム，IP 電話㸦有

線系㸧,IP-FAX㸦有線系㸧㸧 

 

社内関係箇所 

࣭電力保安通信用電話設備 

࣭局線加入電話設備 
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機能 使用する通信連絡設備 

発
電
所
外 

通報࣭連絡等 

○電力保安通信用電話設備㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧及び局線加入電話設備等ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合 

 

࣭ྎ数ࡘい࡚ࡣ㸪配備ྎ数ࢆ示す。ࡲた今後㸪訓練等ࢆ通し࡚見直しࢆ行う。 

第 1盤 ᅗ ࠕ通報࣭連絡等ࠖ࠾けࡿ通信連絡ࡢ指揮系統ᅗ㸦「㸭「㸧

そࡢ他関係箇所㸦警察㸪消防等㸧 

国㸦原子力規制委員会等㸧 

地方公共団体㸦宮城県等㸧 

緊急時対策所 

࣭衛星電話㸦固定㸧：4ྎ 

࣭統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢆࢡ用いた通信連絡設備 

㸦テࣞビ会議ࢫࢩテ1：࣒ 式㸪．P 電話㸦衛星系㸧：「

ྎ㸪．P-＋AX㸦衛星系㸧：1ྎ㸧 

 

中央制御室 

࣭衛星電話㸦固定㸧：「ྎ 

 

ᮏ店㸦༶応センタ࣮㸧 

࣭衛星電話㸦携帯㸧 

࣭統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢆࢡ用

いた通信連絡設備 

㸦テࣞビ会議ࢫࢩテ࣒㸪．P 電話㸦衛

星系㸧㸪．P-＋AX㸦衛星系㸧㸧 

 

社内関係箇所 

࣭衛星電話㸦携帯㸧 
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携行型通話装置等ࡢ使用方法及び使用場所ࡘい࡚ 

 

中央制御室保管すࡿ携行型通話装置ࡣ㸪通常使用し࡚いࡿ所内ࡢ通信連絡

設備ࡀ使用࡛࡞ࡁい場合࠾い࡚㸪中央制御室各現場間敷設し࡚いࡿ専用

通信線ࢆ用い㸪携行型通話装置ࢆ専用接続箱接続すࡾࡼࡇࡿ㸪必要࡞通

信連絡ࢆ行うྍࡀࡇ能࡞設計すࡿ。 

い箇所࡞けཷࢆ影響ࡢ溢水ࡿࡼ㸪地震起因ࡣい࡚ࡘ㸪専用接続箱࠾࡞

設置し㸪溢水時࠾い࡚ࡶ使用ྍ能࡞設計すࡿ。 

通信連絡設備ࡢ必要ྎ数ࡣ㸪有効性評価࠾けࡿ各事故ࢣ࣮ࢩンࣉ࣮ࣝࢢࢫ

等࡛使用すྎࡿ数すࡿ。 

携行型通話装置ࢆ用いた中央制御室現場ࡢ通信連絡ࡢ概要ࡘい࡚㸪第

1】 ᅗ示す。ࡲた㸪各事故ࢣ࣮ࢩンࣉ࣮ࣝࢢࢫ等࡛使用すࡿ携行型通話装置

 。示す第㸴表ࢆ例ࡢ通話場所ࡿ使用すࢆ
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第 1】 ᅗ 携行型通話装置ࢆ用いた通信連絡ࡢ概要 
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第㸴表 携行型通話装置ࢆ使用すࡿ通話場所ࡢ例 

作業࣭操作内容 作業࣭操作場所 

原子炉補機冷༷水系 

系統構成 

原子炉建屋付属棟 
㹐㹁Ｗ熱交換器㸦㸿㸧㸦㹁㸧室 

㹐㹁Ｗポンࣉ㸦㹀㸧室 

原子炉建屋付属棟 㹂㸭㹅㸦㹀㸧補機室 

高圧炉心ࣞࣉࢫ系 注入隔離

弁閉操作 
原子炉建屋原子炉棟 㹁㹐㹂補修室ୖ部 

原子炉補機代替冷༷水系接続後

 ࡁ原子炉補機冷༷水空気抜ࡢ
原子炉建屋付属棟 㹂㹅㸦㸿㸧室 

原子炉格納容器ࣝࣇタ࣋ンࢺ

系ࡿࡼ格納容器除熱系統構成 
原子炉建屋付属棟 㹂㹅㸦㹀㸧室 

原子炉格納容器ࣝࣇタ࣋ンࢺ

系ࡿࡼ格納容器除熱 
原子炉建屋付属棟 区ศⅡ非常用電気品室 

直流電源負荷ษࡾ離し 制御建屋 
計測制御電源㸦㸿㸧室 

計測制御電源㸦㹀㸧室 

高圧窒素ࢫ࢞供給系㸦非常用㸧 

系統構成 

原子炉建屋原子炉棟 
西側通路 

東側通路 

原子炉建屋付属棟 
 タ脇࣮࢚࣋ࣞ

㹂㹅㸦㹀㸧制御┙室奥 

残留熱除去系㸦待機側㸧 

現場系統構成 
原子炉建屋原子炉棟 東側通路 

残留熱除去系㸦運転側㸧 

ప圧注水࣮ࣔࢻ待機状態へษ替 
原子炉建屋原子炉棟 西側通路 

建屋内ࢫ࣮࣍敷設࣭接続 原子炉建屋原子炉棟 燃料ྲྀ替床 

ప圧代替注水系(ྍ搬型) 

系統構成 

原子炉建屋原子炉棟 
A 系࣌ネࣈࣝࣂ室 

東側通路 

原子炉建屋原子炉棟 （７） 水圧制御ユニッࢺ(B)࢚ࣜ 

原子炉建屋原子炉棟 ２UW（ ポンࣉ室 

 

枠ᅖࡢࡳ内容ࡣ機密事㡯属しࡲす࡛ࡢ公開࡛ࡲࡁせࢇ。 
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第㸵表 各事故ࢣ࣮ࢩンࣉ࣮ࣝࢢࢫ等࡛使用すࡿ通信連絡設備ྎࡢ数 

㸦携行型通話装置㸧 

㸨：㸦 㸧ࡣ再掲。移動し࡚使用すྎࡿ数ࢆ示す。 

࣭ྎ数ࡘい࡚ࡣ㸪今後㸪訓練等ࢆ通し࡚見直しࢆ行う。 

࣭携行型通話装置ࡣ㸪中央制御室計 10  。ࡿ保管し࡚いࢆྎ

事故ࢣ࣮ࢩンࣉ࣮ࣝࢢࢫ等 
中央 
制御室 

原子炉建屋 
原子炉棟 

原子炉建屋 
付属棟 

制御建屋 合計 

࠙炉心損傷防止ࠚ 

高圧࣭ప圧注水機能喪失 1 ― 1 ― 「 

高圧注水࣭減圧機能喪失 ― ― ― ― ― 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+－P（８ 失敗 

1 (1)㸨 1㸨 (1)㸨 「 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+高圧注水失敗 

1 (1)㸨 1㸨 (1)㸨 「 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+直流電源喪失 

1 (1)㸨 1㸨 (1)㸨 「 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+８７V 再閉失敗+－P（８ 失敗 

1 1㸨 (1)㸨 (1)㸨 「 

崩壊熱除去機能喪失㸦ྲྀ水機能喪失時㸧 1 ― 1 ― 「 

崩壊熱除去機能喪失㸦㹐㹆㹐故障時㸧 1 ― 1 ― 「 

原子炉停止機能喪失 ― ― ― ― ― 

１O（A 時注水機能喪失㸦中小破断㸧 1 ― 1 ― 「 

格納容器ࢫࣃࣂ㸦ｲ㺻ﾀｰﾌｪｲ㺛㺚㺛㺡ﾑ １O（A) 1 1 ― ― 「 

࠙格納容器破損防止ࠚ 

雰ᅖ気圧力࣭温度ࡿࡼ静的負荷 
㸦格納容器過圧࣭過温破損㸧 

㸦代替循環冷༷ࢆ使用すࡿ場合㸧 
1 ― 1 ― 「 

雰ᅖ気圧力࣭温度ࡿࡼ静的負荷 
㸦格納容器過圧࣭過温破損㸧 

㸦代替循環冷༷ࢆ使用し࡞い場合㸧 
1 ― 1 ― 「 

高圧溶融物放出㸭格納容器雰ᅖ気直接加熱 1 ― 1 ― 「 

原子炉圧力容器外ࡢ溶融燃料㸫冷༷材相互作用 1 ― 1 ― 「 

水素燃焼 1 ― 1 ― 「 

溶融炉心࣭コンࢺ࣮ࣜࢡ相互作用 1 ― 1 ― 「 

࠙㹑㹄Ｐࡢ燃料損傷防止ࠚ 

想定事故㸯 
㸦８＋P 補給水機能喪失㸧 

1 1 ― ― 「 

想定事故㸰 
㸦８＋P 補給水機能喪失㸩サ࢛ࣇン現象ࡿࡼ 

小規模漏えい㸧 
1 1 ― ― 「 

࠙運転停止中原子炉内ࡢ燃料損傷ࡢ防止ࠚ 

崩壊熱除去機能喪失 ― ― ― ― ― 

全交流動力電源喪失 1 ― 1 ― 「 

原子炉冷༷材ࡢ流出 1 1 ― ― 「 

反応度ࡢ誤投入 ― ― ― ― ― 
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第㸶表 各事故ࢣ࣮ࢩンࣉ࣮ࣝࢢࢫ等࡛使用すࡿ通信連絡設備ྎࡢ数 

㸦ࣛࢺンࣂ࣮ࢩ等㸧 

事故ࢣ࣮ࢩンࣉ࣮ࣝࢢࢫ等 

屋内㸦緊急時対策所及び 
中央制御室㸧 

屋外 

㺢ﾗ㺻㺚ｰﾊ㺼等㸦固定㸧 
㺢ﾗ㺻㺚ｰﾊ㺼 
㸦携帯㸧 

࠙炉心損傷防止ࠚ 

高圧࣭ప圧注水機能喪失 」 1」 

高圧注水࣭減圧機能喪失 」 ― 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+－P（８ 失敗 

4 18 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+高圧注水失敗 

4 18 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+直流電源喪失 

4 18 

全交流動力電源喪失 
㸦外部電源喪失+）， 失敗㸧+８７V 再閉失敗+－P（８ 失敗 

4 19 

崩壊熱除去機能喪失㸦ྲྀ水機能喪失時㸧 4 18 

崩壊熱除去機能喪失㸦㹐㹆㹐故障時㸧 」 1」 

原子炉停止機能喪失 」 1」 

１O（A 時注水機能喪失㸦中小破断㸧 4 18 

格納容器ࢫࣃࣂ㸦ｲ㺻ﾀｰﾌｪｲ㺛㺚㺛㺡ﾑ １O（A) 」 1」 

࠙格納容器破損防止ࠚ 

雰ᅖ気圧力࣭温度ࡿࡼ静的負荷 
㸦格納容器過圧࣭過温破損㸧㸦代替循環冷༷ࢆ使用すࡿ場合㸧 

4 18 

雰ᅖ気圧力࣭温度ࡿࡼ静的負荷 
㸦格納容器過圧࣭過温破損㸧㸦代替循環冷༷ࢆ使用し࡞い場合㸧 

4 18 

高圧溶融物放出㸭格納容器雰ᅖ気直接加熱 4 18 

原子炉圧力容器外ࡢ溶融燃料㸫冷༷材相互作用 4 18 

水素燃焼 4 18 

溶融炉心࣭コンࢺ࣮ࣜࢡ相互作用 4 18 

࠙㹑㹄Ｐࡢ燃料損傷防止ࠚ 

想定事故㸯 
㸦８＋P 補給水機能喪失㸧 

」 1」 

想定事故㸰 
㸦８＋P 補給水機能喪失㸩サ࢛ࣇン現象ࡿࡼ小規模漏えい㸧 

」 1」 

࠙運転停止中原子炉内ࡢ燃料損傷ࡢ防止ࠚ 

崩壊熱除去機能喪失 」 ― 

全交流動力電源喪失 4 18 

原子炉冷༷材ࡢ流出 」 ― 

反応度ࡢ誤投入 」 ― 

࣭ྎ数ࡘい࡚ࡣ㸪今後㸪訓練等ࢆ通し࡚見直しࢆ行う。 

 。ࡿ使用すࡶ㸪衛星電話ࡾ使用ྍ能࡛あࡶ㸪衛星電話ほࡢࣂ࣮ࢩンࣛࢺ࣭   
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機能ࡈ必要࡞通信連絡設備㸦発電所内㸧ࡢ優先㡰及び設備種別 

機能 

通信実施場所 

場所 
使用すࡿ通信連絡設備 

㸦発電所内㸧 
場所 

使用すࡿ通信連絡設備 

㸦発電所内㸧 

操作㸪 

作業ࡢ 

連絡 

中央制御室 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 

現場㸦屋内㸧 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 

ղ携行型通話装置 ղ携行型通話装置 

中央制御室 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 

現場㸦屋外㸧 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 

ղࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧  ղࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦携帯㸧 

中央制御室 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 
緊急時対策所 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 

ղ衛星電話㸦固定㸧 ղ衛星電話㸦固定㸧 

ճࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧 ճࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧 

中央制御室待

避所 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 
緊急時対策所 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 

ղ衛星電話㸦固定㸧 ղ衛星電話㸦固定㸧 

ճࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧 ճࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧 

緊急時対策所 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 
現場㸦屋外㸧 

ձ電力保安通信用電話設備 

㸦P－８ 端ᮎ㸧 

ձ送ཷ話器㸦ࢪ࣮࣌ンࢢ㸧㸦警

報装置ࢆ含ࡴ。㸧 

ղࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦固定㸧 ղࣛࢺンࣂ࣮ࢩ㸦携帯㸧 

緊急時対策所 

ձ無線連絡装置㸦固定㸧 放射能観測車

㸦ࣔニタࣜン

 㸧࣮࢝ࢢ

ձ無線連絡装置㸦車載㸧 

ղ衛星電話㸦固定㸧 ղ衛星電話㸦携帯㸧 

࣭優先㡰ࡘい࡚ࡣ㸪今後㸪訓練等ࢆ通し࡚見直しࢆ行う。 

                                         ࠙凡例ࠚ 

丸数字：優先㡰       

：重大事故等対処設備  

：自主対策設備 
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機能ࡈ必要࡞通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡢ優先㡰及び設備種別㸦1/「㸧 

機能 

通信実施場所 

場所 
使用すࡿ通信連絡設備 

㸦発電所外㸧 
場所 

使用すࡿ通信連絡設備 

㸦発電所外㸧 

通報㸪 

連絡等 

緊急時対策所 

テࣞビ 

会議 
ձ社内テࣞビ会議ࢫࢩテ࣒ 

ᮏ店 

テࣞビ 

会議 
ձ社内テࣞビ会議ࢫࢩテ࣒ 

ղテࣞビ会議ࢫࢩテ࣒㸨㸯 ղテࣞビ会議ࢫࢩテ࣒㸨㸯 

電話 

ձ電力保安通信用電話 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

電話 

ձ電力保安通信用電話 

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

ղ局線加入電話設備 

 㸦加入電話機㸧 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入電話機㸧 

ճ衛星電話㸦固定㸧 ճ衛星電話㸦固定㸧 

մ．P 電話㸨㸯㸦有線系㸧 մ．P 電話㸨㸯㸦有線系㸧 

յ．P 電話㸨㸯㸦衛星系㸧 յ．P 電話㸨㸯㸦衛星系㸧 

＋AX 

ձ電力保安通信用電話設備

㸦＋AX㸧 

＋AX 

ձ電力保安通信用電話設備

㸦＋AX㸧 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入 ＋AX㸧 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入 ＋AX㸧 

ճ．P-＋AX㸨㸯㸦有線系㸧 ճ．P-＋AX㸨㸯㸦有線系㸧 

մ．P-＋AX㸨㸯㸦衛星系㸧 մ．P-＋AX㸨㸯㸦衛星系㸧 

緊急時対策所 

テࣞビ 

会議 
ձテࣞビ会議ࢫࢩテ࣒㸨㸯 

国 

テࣞビ 

会議 
― 

電話 

ձ電力保安通信用電話設備

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

電話 ― 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入電話機㸧 

ճ．P 電話㸨㸯㸦有線系㸧 

մ．P 電話㸨㸯㸦衛星系㸧 

յ衛星電話㸦固定㸧㸧 

＋AX 

ձ電力保安通信用電話設備

㸦＋AX㸧 

＋AX ― 
ղ局線加入電話設備 

㸦加入 ＋AX㸧 

ճ．P-＋AX㸨㸯㸦有線系㸧 

մ．P-＋AX㸨㸯㸦衛星系㸧 

࣭優先㡰ࡘい࡚ࡣ㸪今後㸪訓練等ࢆ通し࡚見直しࢆ行う。 

 

㸨1：統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢆࢡ用いた通信連絡設備 

 

࠙凡例ࠚ 

丸数字：優先㡰       

：重大事故等対処設備  

                                             ：自主対策設備 



 

1.19-盤8 

機能ࡈ必要࡞通信連絡設備㸦発電所外㸧ࡢ優先㡰及び設備種別㸦「/「㸧 

機能 

通信実施場所 

場所 
使用すࡿ通信連絡設備 

㸦発電所内㸧 
場所 

使用すࡿ通信連絡設備 

㸦発電所外㸧 

通報㸪 

連絡等 

緊急時対策所 

電話 

ձ電力保安通信用電話設備

㸦固定電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

地方公共団体㸪 

そࡢ他関係箇所 

㸦警察㸪消防等㸧 

電話 ― 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入電話機㸧 

ճ専用電話設備 

㸦地方公共団体向࣍ッࣛࢺ

 ン㸧

մ．P 電話㸨㸯㸦有線系㸧 

յ．P 電話㸨㸯㸦衛星系㸧 

ն衛星電話㸦固定㸧 

＋AX 

ձ電力保安通信用電話設備

㸦＋AX㸧 

＋AX 

― 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入 ＋AX㸧 

ճ．P-＋AX㸨㸯㸦有線系㸧 

մ．P-＋AX㸨㸯㸦衛星系㸧 

緊急時対策所 

ձ電力保安通信用電話設備㸦固定

電話機㸪P－８ 端ᮎ㸧 

社内関係箇所 

ձ電力保安通信用電話設

備㸦固定電話機㸪P－８ 端

ᮎ㸧 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入電話機㸧 

ղ局線加入電話設備 

㸦加入電話機㸧 

ճ衛星電話㸦固定㸧 ճ衛星電話㸦携帯㸧 

࣭優先㡰ࡘい࡚ࡣ㸪今後㸪訓練等ࢆ通し࡚見直しࢆ行う。 

 

㸨1：統合原子力防災ネッࢺワ࣮ࢆࢡ用いた通信連絡設備  

 

࠙凡例ࠚ 

丸数字：優先㡰       

：重大事故等対処設備  

                                             ：自主対策設備 

    



 

1.19-盤9 

添付資料 1.19.1」 

手㡰ࣜࡢンࢡ先ࡘい࡚ 

 

通信連絡関すࡿ手㡰等ࡘい࡚㸪手㡰ࣜࡢンࢡ先ࢆ以ୗࡿࡵࡲࡾྲྀ。 

 

1㸬1.19.「.1(1)(こ)ⅱ ８P）８ 表示装置 

＜ࣜンࢡ先＞  1.18.「.「(1) 安全࣮࣓ࣛࣃタ表示ࢫࢩテ࣒㸦８P）８㸧ࣉࡿࡼ

ࣛン࣮࣓ࣛࣃࢺタ等ࡢ┘視手㡰 

 

「㸬 1.19.「.1(「) 計測等ࢆ行ࡗた特重要࣮࣓ࣛࣃ࡞タࢆ発電所内ࡢ必要࡞場

所࡛共有すࡿ手㡰等 

＜ࣜンࢡ先＞ 1.1監.「.1 ┘視機能喪失 

1.1監.「.「  計測必要࡞電源ࡢ喪失 

1.1】.「.1  放射性物質ࡢ濃度及び放射線量ࡢ測定ࡢ手㡰等 

 

」㸬 1.19.「.「(「) 計測等ࢆ行ࡗた特重要࣮࣓ࣛࣃ࡞タࢆ発電所外㸦社内外㸧

 手㡰等ࡿ場所࡛共有す࡞必要ࡢ

＜ࣜンࢡ先＞  1.1監.「.1 ┘視機能喪失 

1.1監.「.「  計測必要࡞電源ࡢ喪失 

1.1】.「.1  放射性物質ࡢ濃度及び放射線量ࡢ測定ࡢ手㡰等 

 

4㸬 1.19.「.」 代替電源設備ࡽ給電すࡿ手㡰等 

＜ࣜンࢡ先＞  1.14.「.1 代替電源㸦交流㸧ࡿࡼ対応手㡰 

1.18.「.4  代替電源設備ࡢࡽ給電手㡰 

  

 

 

 


